
香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

区第１号 引田漁業協同組合 東かがわ市松島西地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニヘ、ヘロの４直線に囲まれた区域
ロ 北緯34度15分20秒、東経134度27分33秒の点
ハ 北緯34度14分26秒、東経134度26分31秒の点
ニ 北緯34度15分6秒、東経134度25分48秒の点
ヘ 北緯34度15分57秒、東経134度26分51秒の点

基点Ａ　松島東端
〃　Ｂ　松島南西端
〃　Ｃ　徳島県鳴門市大麻山高頂
〃　Ｄ　徳島県鳴門市北灘町碁の浦漁港防波堤基部
〃　Ｅ　東かがわ市引田庁舎中央
〃　Ｆ　神山高頂
〃　Ｇ　城山鼻東端
点　イ　Ａから真方位43度45分2,000メートルのところ
〃　ロ　イから真方位313度45分450メートルのところ
〃　ハ　ＣからＢ見通し延長線上Ｂから250メートルのところ
〃　ニ　ＣからＢ見通し延長線とＥからＧ見通し延長線との交差点
〃　ホ　ＤからＢ見通し延長線とＦからＧ見通し延長線との交差点
〃　ヘ　ニからホ見通し延長線上ホから200メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市坂元・馬宿･南野・引田・黒羽・吉田・小海・川股

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ 漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第２号 引田漁業協同組合 東かがわ市安戸池地先

漁場の区域　リチ、チト、トニ、ニリの４直線に囲まれた区域
ニ 北緯34度15分37秒、東経134度23分37秒の点
ト 北緯34度14分45秒、東経134度24分45秒の点
チ 北緯34度15分42秒、東経134度25分20秒の点
リ 北緯34度16分39秒、東経134度24分4秒の点

基点Ａ　犬もどり
〃　Ｂ　兵庫県男鹿島高頂
〃　Ｃ　双子島高頂
〃　Ｄ　一ツ島高頂
〃　Ｅ　丸亀島高頂
〃　Ｆ　翼山西高頂
〃　Ｇ　地の太鼻北端
〃　Ｈ　城山鼻東端
〃　Ｉ　引田漁港東防波堤突端
〃　Ｊ　松島南西端
〃　Ｋ　徳島県鳴門市大麻山高頂
点　イ　ＡからＢ見通し線とＥからＤ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線とＤからＣ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＩからＨ見通し延長線とＤからＣ見通し延長線との交差点
〃　ニ　ＤからＣ見通し延長線上ロから東へ100メートルのところ
〃　ホ　ＥからＤ見通し延長線上イから東へ100メートルのところ
〃　ヘ　ＦからＧ見通し延長線とＫからＪ見通し延長線との交差点
〃　ト　ＤからＣ見通し延長線上ハから南東へ125メートルのところ
〃　チ　トからヘ見通し延長線上ヘから北へ200メートルのところ
〃　リ　ニからホ見通し延長線上ホから北へ200メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市坂元・馬宿･南野・引田・黒羽・吉田・小海・川股

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ 漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第３号 東讃漁業協同組合 東かがわ市明神浜沖

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トチ、チハの６直線に囲まれた区域
ハ 北緯34度15分38秒、東経134度23分30秒の点
ニ 北緯34度15分56秒、東経134度23分8秒の点
ホ 北緯34度16分3秒、東経134度23分14秒の点
ヘ 北緯34度16分11秒、東経134度23分3秒の点
ト 北緯34度16分31秒、東経134度23分19秒の点
チ 北緯34度16分17秒、東経134度23分46秒の点

 基点Ａ　犬もどり
〃　Ｂ　鹿浦越埼北端
〃　Ｃ　双子島の東島南端
〃　Ｄ　双子島の西島西端（イヌイ角）
〃　Ｅ　一ツ島高頂
〃　Ｆ　高松市庵治町高島高頂
〃　Ｇ　さぬき市馬ケ鼻
〃　Ｈ　兵庫県男鹿島高頂
〃　Ｉ　通念島高頂
点　イ　ＡからＨ見通し線とＦからＧ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＨ見通し線とＥからＣ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＥからＣ見通し延長線上ロからＣへ100メートルのところ
〃　ニ　ＥからＣ見通し延長線上Ｃから200メートルのところ
〃　ホ　ＥからＩ見通し線上ヘからＩへ360メートルのところ
〃　ヘ　ＢからＤ見通し延長線とＥからＩ見通し線との交差点
〃　ト　ＢからＤ見通し延長線とＦからＧ見通し延長線との交差点
〃　チ　ＦからＧ見通し延長線上イからＧへ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市松原

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ 漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第４号 東讃漁業協同組合 東かがわ市松原地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ 北緯34度15分42秒、東経134度22分17秒の点
ロ 北緯34度15分26秒、東経134度22分18秒の点
ハ 北緯34度15分22秒、東経134度21分47秒の点
ニ 北緯34度15分39秒、東経134度21分52秒の点

基点Ａ　ふるさと海岸東突端
〃　Ｂ　不動明王（東かがわ市松原、湊境界、不動堂）
〃　Ｃ　東讃漁業協同組合事務所北端防災鉄塔
〃　Ｄ　三本松港西埋立地防波堤基部
〃　Ｅ　一ツ島西端
〃　Ｆ　兵庫県南あわじ市丸山崎
〃　Ｇ　薦港北コンクリート整地跡北側
点　イ　ＡからＥ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＥ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点
〃　ニ　ＢからＥ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から11月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市松原

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ 漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第５号 東讃漁業協同組合 東かがわ市須賀沖

漁場の区域　ヘロ、ロハ、ハホ、ホヘの４直線に囲まれた区域
ロ 北緯34度15分49秒、東経134度21分42秒の点
ハ 北緯34度16分1秒、東経134度21分11秒の点
ホ 北緯34度16分29秒、東経134度21分27秒の点
ヘ 北緯34度16分13秒、東経134度21分56秒の点

基点Ａ　鹿浦越埼北端
〃　Ｂ　薦港北コンクリート整地跡北端

　　（北緯34度15分27.757秒、東経134度22分34.232秒の点）
〃　Ｃ　湊川西側護岸防砂堤突端
〃　Ｄ　東かがわ市湊、三本松境界
〃　Ｅ　丸亀島北東端
〃　Ｆ　さぬき市鷹島南端
〃　Ｇ　秋葉山高頂（97メートル）
〃　Ｈ　一ツ島高頂
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線とＧからＤ見通し延長線との交差点
〃　ニ　ＡからＦ見通し線とＧからＤ見通し延長線との交差点
〃　ホ　ＧからＤ見通し延長線上ニから北へ100メートルのところ
〃　ヘ　ＣからＨ見通し線上イからＨへ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市湊･三本松･横内･西村･小磯･馬篠

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ 漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第６号 東讃漁業協同組合 東かがわ市須賀地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ 北緯34度16分1秒、東経134度21分11秒の点
ロ 北緯34度15分49秒、東経134度21分42秒の点
ハ 北緯34度15分41秒、東経134度21分38秒の点
ニ 北緯34度15分54秒、東経134度21分7秒の点

基点Ａ　湊川西側護岸防砂堤突端
〃　Ｂ　秋葉山高頂（97メートル）
〃　Ｃ　東かがわ市湊、三本松境界
〃　Ｄ　丸亀島北東端
〃　Ｅ　一ツ島高頂
〃　Ｆ　薦港北コンクリート整地跡北端

　　（北緯34度15分27.757秒、東経134度22分34.232秒の点）
点　イ　ＢからＣ見通し延長線とＤからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＥ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＥからＡ見通し線上ロからＡへ250メートルのところ
〃　ニ　ＢからＣ見通し延長線上イからＣへ250メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から11月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市湊･三本松･横内･西村･小磯･馬篠

ア 河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ 漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ 船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

漁場の区域



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第７号 東讃漁業協同組合 東かがわ市三本松、横内、小磯沖

漁場の区域　ヘロ、ロハ、ハホ、ホヘの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度16分31秒、東経134度20分31秒の点
ハ　北緯34度17分30秒、東経134度18分52秒の点
ホ　北緯34度17分59秒、東経134度18分59秒の点
ヘ　北緯34度16分58秒、東経134度20分43秒の点

基点Ａ　絹島南端
〃　Ｂ　女島南端
〃　Ｃ　中鼻北端
〃　Ｄ　さぬき市鷹島北端
〃　Ｅ　小豆島町風ノ子島高頂
〃　Ｆ　虎丸山高頂
〃　Ｇ　三本松港浜町地区埋立地南西角
点　イ　ＡからＢ見通し延長線とＦからＧ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＦからＧ見通し延長線上イからＧへ800メートルのところ
〃　ハ　ＣからＥ見通し線上ニからＣへ800メートルのところ
〃　ニ　ＣからＥ見通し線とイからＤ見通し線との交差点
〃　ホ　ＣからＥ見通し線上ニからＥへ100メートルのところ
〃　ヘ　ＦからＧ見通し延長線上イから北へ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市湊･三本松･横内･西村･小磯･馬篠

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第８号 東讃漁業協同組合 東かがわ市三本松、横内、小磯地先

漁場の区域　ハニ、ニヘ、ヘホ、ホハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度16分31秒、東経134度20分31秒の点
ニ　北緯34度16分22秒、東経134度20分27秒の点
ホ　北緯34度17分15秒、東経134度19分19秒の点
ヘ　北緯34度17分5秒、東経134度19分18秒の点

基点Ａ　三本松港浜町地区埋立地南西角
〃　Ｂ　虎丸山高頂
〃　Ｃ　袖無鼻北端
〃　Ｄ　絹島南端
〃　Ｅ　女島南端
〃　Ｆ　さぬき市鷹島北端
〃　Ｇ　小豆島町風ノ子島高頂
点　イ　ＢからＡ見通し延長線とＤからＥ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＣからＧ見通し線とイからＦ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＢからＡ見通し線上イからＡへ800メートルのところ
〃　ニ　ＢからＡ見通し線上ハからＡへ300メートルのところ
〃　ホ　ＧからＣ見通し線上ロからＣへ800メートルのところ
〃　ヘ　ＧからＣ見通し延長線上ホからＣへ300メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から11月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市湊･三本松･横内･西村･小磯･馬篠

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第９号 東讃漁業協同組合 東かがわ市絹島沖

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホロの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度17分9秒、東経134度17分52秒の点
ハ　北緯34度18分17秒、東経134度18分22秒の点
ニ　北緯34度18分8秒、東経134度18分38秒の点
ホ　北緯34度17分4秒、東経134度18分11秒の点

基点Ａ　馬篠漁港西防波堤基部
〃　Ｂ　絹島西端
〃　Ｃ　さぬき市津田町名古島南端
〃　Ｄ　さぬき市津田町鷹島北端
〃　Ｅ　三本松港浜町地区埋立地南西角
〃　Ｆ　虎丸山高頂
〃　Ｇ　女島南端
〃　Ｈ　丸亀島南端
〃 　Ｉ　 絹島南端
点　イ　ＦからＥ見通し延長線とＩからＧ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し延長線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ハ　ＡからＢ見通し延長線とイからＤ見通し線との交差点
〃　ニ　イからＤ見通し線上ハからイへ500メートルのところ
〃　ホ　ＣからＨ見通し線上ロからＨへ500メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市湊･三本松･横内･西村･小磯･馬篠

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第10号 東讃漁業協同組合 東かがわ市絹島地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度16分54秒、東経134度17分46秒の点
ロ　北緯34度17分9秒、東経134度17分52秒の点
ハ　北緯34度17分4秒、東経134度18分11秒の点
ニ　北緯34度16分52秒、東経134度18分5秒の点

基点Ａ　馬篠漁港西防波堤基部
〃　Ｂ　絹島西端
〃　Ｃ　さぬき市津田町名古島南端
〃　Ｄ　丸亀島南端
〃　Ｅ　女島南端
〃　Ｆ　双子島北端
点　イ　ＡからＢ見通し延長線とＦからＥ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し延長線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上ロからＤへ500メートルのところ
〃　ニ　ＦからＥ見通し延長線上イからＥへ500メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から11月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

東かがわ市湊･三本松･横内･西村･小磯･馬篠

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第11号 津田町漁業協同組合 さぬき市津田町鶴羽地先

漁場の区域　ロニ、ニホ、ホヘ、ヘチ、チヌ、ヌロの６直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度19分9秒、東経134度18分12秒の点
ニ　北緯34度19分1秒、東経134度18分25秒の点
ホ　北緯34度18分26秒、東経134度18分10秒の点
ヘ　北緯34度17分52秒、東経134度17分25秒の点
チ　北緯34度18分23秒、東経134度17分5秒の点
ヌ　北緯34度18分41秒、東経134度17分26秒の点

基点Ａ　虎ケ鼻東端
〃　Ｂ　馬ケ鼻北端
〃　Ｃ　鷹島南端
〃　Ｄ　鷹島東端
〃　Ｅ　兵庫県西島高頂
〃　Ｆ　東かがわ市一ツ島高頂
〃　Ｇ　東かがわ市鹿浦越埼北端
〃　Ｈ　東かがわ市丸亀島東端
〃　Ｉ　東かがわ市北山の東から３番高（130メートル）
〃　Ｊ　東かがわ市、さぬき市津田町境界
〃　Ｋ　東頭白岩中央
〃　Ｌ　鵜部鼻北端
〃　Ｍ　松琴閣東端
〃　Ｎ　鶴羽、津田境界の海境石
点　イ　Ｎから真方位45度の線とＢからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＦ見通し線上イからＦへ300メートルのところ
〃　ハ　ＢからＦ見通し線とＪからＥ見通し線との交差点
〃　ニ　ＢからＦ見通し線上ハからＢへ100メートルのところ
〃　ホ　ＩからＨ見通し延長線とＭからＬ見通し延長線との交差点
〃　ヘ　ＡからＤ見通し延長線とＫからホ見通し線との交差点
〃　ト　Ｎから真方位45度の線とＡからＤ見通し延長線との交差点
〃　チ　ＡからＤ見通し延長線上トから南へ100メートルのところ
〃　リ　Ｎから真方位45度の線とＣからＧ見通し線との交差点
〃　ヌ　ＣからＧ見通し線上リからＧへ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市津田町鶴羽

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第12号 津田町漁業協同組合 さぬき市津田町鶴羽脇元地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度17分24秒、東経134度17分11秒の点
ロ　北緯34度17分42秒、東経134度17分39秒の点
ハ　北緯34度17分32秒、東経134度17分50秒の点
ニ　北緯34度17分15秒、東経134度17分22秒の点

基点Ａ　鵜部鼻北端
〃　Ｂ　東頭白岩中央
〃　Ｃ　タテバの北鼻
〃　Ｄ　丸山鼻南東端
〃　Ｅ　東かがわ市丸亀島南端
点　イ　ＣからＢ見通し延長線上Ｂから400メートルのところ
〃　ロ　ＡからＢ見通し延長線とＤからＥ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＥ見通し線上ロからＥへ400メートルのところ
〃　ニ　ＣからＢ見通し延長線上Ｂから800メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から12月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市津田町鶴羽

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第13号 津田町漁業協同組合 さぬき市津田町鷹島地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トチ、チリ、リロの８直線に囲まれた
区域
ロ　北緯34度20分6秒、東経134度16分12秒の点
ハ　北緯34度20分19秒、東経134度16分44秒の点
ニ　北緯34度19分31秒、東経134度17分53秒の点
ホ　北緯34度18分42秒、東経134度17分0秒の点
ヘ　北緯34度18分13秒、東経134度15分51秒の点
ト　北緯34度18分48秒、東経134度15分54秒の点
チ　北緯34度19分24秒、東経134度16分37秒の点
リ　北緯34度19分44秒、東経134度16分20秒の点

基点Ａ　津田港北防波堤突端から基部へ207メートルのところ（旧突端）
 　　　　 （北緯34度17分52.952秒、東経134度15分3.211秒の点）
〃　Ｂ　雨滝山高頂
〃　Ｃ　津田川右岸護岸北端
〃　Ｄ　丸山鼻高頂
〃　Ｅ　丸山鼻東端
〃　Ｆ　丸山鼻赤岩
〃　Ｇ　猿子島南西端
〃　Ｈ　萱落黒岩
〃　Ｉ　大鼻東端
〃　Ｊ　虎ヶ鼻東端
〃　Ｋ　馬ヶ鼻北端
〃　Ｌ　庵治町高島南の高
〃　Ｍ　鷹島東端
〃　Ｎ　鷹島南東端
〃　Ｏ　東かがわ市丸亀島北東端
〃　Ｐ　東かがわ市丸亀島南西端
点　イ　ＨからＩ見通し延長線とＪからＯ見通し線との交差点
〃　ロ　イから真方位45度200メートルのところ
〃　ハ　ＨからＩ見通し延長線とＢからＤ見通し延長線との交差点
〃　ニ　ＬからＫ見通し延長線とＦからＮ見通し延長線との交差点
〃　ホ　Ａから真方位63度の線とＮからＰ見通し線との交差点
〃　ヘ　Ａから真方位63度の線とＧからＥ見通し延長線との交差点
〃　ト　ＣからＮ見通し線とＧからＥ見通し延長線との交差点
〃　チ　ＣからＮ見通し延長線とＪからＯ見通し線との交差点
〃　リ　ＪからＯ見通し線とロからＭ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市津田町津田

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第14号 さぬき市漁業協同組合 さぬき市小田沖

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トチ、チイの８直線に囲まれた
区域
イ　北緯34度21分16秒、東経134度14分39秒の点
ロ　北緯34度20分47秒、東経134度14分21秒の点
ハ　北緯34度20分52秒、東経134度14分11秒の点
ニ　北緯34度20分41秒、東経134度14分5秒の点
ホ　北緯34度21分0秒、東経134度13分25秒の点
ヘ　北緯34度21分16秒、東経134度13分25秒の点
ト　北緯34度21分19秒、東経134度13分19秒の点
チ　北緯34度21分56秒、東経134度13分19秒の点

基点Ａ　馬ヶ鼻
〃　Ｂ　トビガス中央
〃　Ｃ　小田漁港北防波堤基部
〃　Ｄ　西浜護岸西端
〃　Ｅ　センクの浜西端
〃　Ｆ　弁天鼻北端
〃　Ｇ　苫張漁港西防波堤突端
〃　Ｈ　小林の高
〃　Ｉ　バクの岩中央
〃　Ｊ　大串崎長ゾワイ北端
〃　Ｋ　小豆島町太麻山高頂
〃　Ｌ　小豆島町長者鼻西端
〃　Ｍ　小豆島町塩谷鼻
〃　Ｎ　小豆島町大福部島西端
点　イ　ＡからＪ見通し線とＤからＮ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＩ見通し線とＤからＮ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＩ見通し線とＥからＭ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＨ見通し線とＥからＭ見通し線との交差点
〃　ホ　ＣからＨ見通し線とＦからＬ見通し線との交差点
〃　ヘ　ＢからＩ見通し線とＦからＬ見通し線との交差点
〃　ト　ＢからＩ見通し線とＧからＫ見通し線との交差点
〃　チ　ＡからＪ見通し線とＧからＫ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市小田

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第15号
代表　さぬき市漁業協同組合
　　　牟礼漁業協同組合
　　　庵治漁業協同組合

さぬき市志度沖

漁場の区域　イロ、ロホ、ホヘ、ヘニ、ニイの５直線によって囲まれた区域
イ　北緯34度20分41秒、東経134度10分30秒の点
ロ　北緯34度21分6秒、東経134度10分29秒の点
ニ　北緯34度20分43秒、東経134度10分3秒の点
ホ　北緯34度21分3秒、東経134度10分10秒の点
ヘ　北緯34度20分58秒、東経134度10分5秒の点

基点Ａ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ
　　　　　（北緯34度19分31.99秒、東経134度10分34.323秒の点）
〃　Ｂ　高松市庵治町高島西端
〃　Ｃ　さぬき市、高松市牟礼町境界
〃　Ｄ　牟礼港北埋立地東護岸基部
〃　Ｅ　穴子中央三差路
〃　Ｆ　小串崎北端
〃　Ｇ　高松市牟礼町金山防波堤北東角
〃　Ｈ　志度港新町西防波堤基部
点　イ　ＡからＢ見通し線とＤからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線とＧからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＣからＢ見通し線とＦからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＢ見通し線とＤからＥ見通し線との交差点
〃　ホ　ＨからＢ見通し線とＧからＦ見通し線との交差点
〃　ヘ　ＣからＢ見通し線上ハからＣへ150メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市志度、高松市牟礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第16号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄長浜沖地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トイの７直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分27秒、東経134度12分3秒の点
ロ　北緯34度21分55秒、東経134度12分6秒の点
ハ　北緯34度21分44秒、東経134度11分43秒の点
ニ　北緯34度21分28秒、東経134度11分46秒の点
ホ　北緯34度21分15秒、東経134度10分58秒の点
ヘ　北緯34度22分2秒、東経134度10分55秒の点
ト　 北緯34度22分31秒、東経134度11分9秒の点

基点Ａ　大串崎
〃　Ｂ　イモクイ
〃　Ｃ　二本木鼻
〃　Ｄ　新開漁港防波堤突端
〃　Ｅ　大川西部流域下水道終末処理場埋立地北西角から護岸沿い東へ33メート
ルのところ
　　　　（北緯34度20分46.997秒、東経134度11分51.974秒の点）
〃　Ｆ　小串崎北端
〃　Ｇ　牟礼港赤灯台
〃　Ｈ　高松市牟礼町五剣山頂北の谷
〃　Ｉ　高松市庵治町太鼓鼻から海岸沿い北へ200メートルのところ
　　　　（北緯34度22分37.622秒、東経134度9分49.123秒の点）
〃　Ｊ　高松市庵治町竹居鼻
〃　Ｋ　土庄町高見山高頂（153メートル）
〃　Ｌ　土庄町大余島東端
〃　Ｍ　小豆島町沖ノ鼻
〃　Ｎ　長ぞわい南端
点　イ　ＮからＪ見通し線とＤからＬ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＧ見通し線とＤからＬ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＧ見通し線とＥからＫ見通し線との交差点
〃　ニ　Ｃからホ見通し線とＥからＫ見通し線との交差点
〃　ホ　ＦからＫ見通し線上Ｆから150メートルのところ
〃　ヘ　ＦからＫ見通し線とＡからＨ見通し線との交差点
〃　ト　イからＩ見通し線とヘからＭ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第17号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄長浜地先

漁場の区域　ホロ、ロハ、ハＤ、トＥ、ＦＧ、Ｈハ、ハヘ、ヘホの８直線とＤト、ＥＦ、Ｇ
Ｈ間最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ｈ　北緯34度20分50.47秒、東経134度11分28.322秒の点
ロ　北緯34度21分12秒、東経134度12分16秒の点
ハ　北緯34度21分0秒、東経134度11分50秒の点
ホ　北緯34度21分24秒、東経134度12分12秒の点
へ　北緯34度21分11秒、東経134度11分46秒の点
ト　北緯34度20分39秒、東経134度11分54秒の点

基点Ａ　二本木ガラモ鼻
〃　Ｂ　さぬき市潮干狩り場中央離岸堤南端
〃　Ｃ　大井峠
〃　Ｄ　大川西部流域下水道終末処理場埋立地北東端
〃　Ｅ　白方大水門東端
〃　Ｆ　白方漁港南防波堤突端
〃　Ｇ　白方漁港北防波堤突端
〃　Ｈ　立石から海岸沿い北へ30メートルのところ
〃　Ｉ　さぬき市小串崎北端
〃　Ｊ　土庄町戸形崎
〃　Ｋ　土庄町大深山高頂（227メートル）
点　イ　ＡからＩ見通し線とＣからＫ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＨ見通し線とＣからＫ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＨ見通し線とＤからＪ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＩ見通し線とＤからＪ見通し線との交差点
〃　ホ　イからＣ見通し線上イから150メートルのところ
〃　へ　ニからＤ見通し線上ニから350メートルのところ
〃　ト　Ｅから鴨部川左岸と直角に東への延長線と鴨部川右岸との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第18号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄長浜地先

漁場の区域　ホロ、ロハ、ハト、トヘ、へＩ、リＪ、ＫＬ、Ｅハ、ハチ、チホの10直線とＩ
リ、ＪＫ、ＬＥ間最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ｅ　北緯34度20分50.47秒、東経134度11分28.322秒の点
Ｉ　北緯34度20分40.499秒、東経134度12分11.088秒の点
Ｊ　北緯34度20分37.084秒、東経134度11分49.533秒の点
Ｋ　北緯34度20分42.065秒、東経134度11分33.65秒の点
Ｌ　北緯34度20分43.428秒、東経134度11分32.79秒の点
ロ　北緯34度21分12秒、東経134度12分16秒の点
ハ　北緯34度21分0秒、東経134度11分50秒の点
ホ　北緯34度21分24秒、東経134度12分12秒の点
へ　北緯34度21分4秒、東経134度12分19秒の点
ト　北緯34度20分53秒、東経134度11分54秒の点
チ　北緯34度21分11秒、東経134度11分46秒の点
リ　北緯34度20分38.764秒、東経134度11分54.037秒の点

基点Ａ　二本木ガラモ鼻
〃　Ｂ　さぬき市潮干狩り場中央離岸堤南端
〃　Ｃ　大井峠
〃　Ｄ　大川西部流域下水道終末処理場埋立地北東端
〃　Ｅ　立石から海岸沿い北へ30メートルのところ
〃　Ｆ　小串崎北端
〃　Ｇ　土庄町戸形崎
〃　Ｈ　土庄町大深山高頂（227メートル）
〃　Ｉ　新開漁港埋立地北端
〃　Ｊ　白方大水門東端
〃　Ｋ　白方漁港南防波堤突端
〃　Ｌ　白方漁港北防波堤突端
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ホ　イからＣ見通し線上イから150メートルのところ
〃　へ　ロからＣ見通し線上ロから250メートルのところ
〃　ト　ハからＤ見通し線上ハから250メートルのところ
〃　チ　ニからＤ見通し線上ニから350メートルのところ
〃　リ　Jから鴨部川左岸と直角に東への延長線と鴨部川右岸との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年７月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第19号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄白方地先

漁場の区域　ニホ、ホイ、イロ、ロハ、ハニの５直線に囲まれた区域
イ　北緯34度20分51秒、東経134度11分30秒の点
ロ　北緯34度20分56秒、東経134度11分29秒の点
ハ　北緯34度21分14秒、東経134度11分12秒の点
ニ　北緯34度21分21秒、東経134度11分41秒の点
ホ　北緯34度21分0秒、東経134度11分50秒の点

基点Ａ　立石から海岸沿い北へ30メートルのところ
　　 　　（北緯34度20分50.47秒、東経134度11分28.322秒の点）
〃　Ｂ　白方十字岩
〃　Ｃ　小串高頂
〃　Ｄ　猿子島高頂
〃　Ｅ　小串崎北端
〃　Ｆ　二本木ガラモ鼻
〃　Ｇ　さぬき市潮干狩り場中央離岸堤南端
〃　Ｈ　バベギ鼻
〃　Ｉ　大川西部流域下水道終末処理場埋立地北東端
〃　Ｊ　土庄町戸形崎
点　イ　ＡからＧ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃　ロ　ＢからＨ見通し線上Ｂから50メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し延長線とＥからＦ見通し線との交差点
〃　ニ　ＥからＦ見通し線とＩからＪ見通し線との交差点
〃　ホ　ＡからＧ見通し線とＩからＪ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第20号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄蜂ヶ浦北地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホロ、ロハの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度21分6秒、東経134度10分52秒の点
ハ　北緯34度21分4秒、東経134度10分42秒の点
ニ　北緯34度21分9秒、東経134度10分42秒の点
ホ　北緯34度21分10秒、東経134度10分51秒の点

基点Ａ　小串穴の口から海岸沿い北へ50メートルのところ
　　　　 （北緯34度21分6.475秒、東経134度10分56.442秒の点）
〃　Ｂ　灯篭鼻南端
〃　Ｃ　旧志度町埋立北護岸西端
〃　Ｄ　高松市牟礼町金比羅山高頂
〃　Ｅ　高松市庵治町高島東端
点　イ　ＢからＣ見通し線上Ｂから150メートルのところ
〃　ロ　ＡからＤ見通し線上Ａから125メートルのところ
〃　ハ　ＣからＥ見通し線とＡからＤ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＥ見通し線上ハからＥへ140メートルのところ
〃　ホ　イからロ見通し延長線上ロから北へ140メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月15日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第21号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄穴子地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハホ、ホヘ、ヘイの５直線に囲まれた区域
イ　北緯34度20分48秒、東経134度10分59秒の点
ロ　北緯34度20分45秒、東経134度11分6秒の点
ハ　北緯34度20分45秒、東経134度11分13秒の点
ホ　北緯34度20分37秒、東経134度11分13秒の点
ヘ　北緯34度20分37秒、東経134度11分1秒の点

基点Ａ　蜂ヶ鼻西端
〃　Ｂ　穴子海岸北西端
〃　Ｃ　穴子中央三差路
〃　Ｄ　穴子水門北防砂堤突端
〃　Ｅ　ヒョウタンゴ鼻北端
〃　Ｆ　灯篭鼻西防波堤突端
〃　Ｇ　牟礼港赤灯台
点　イ　ＡからＦ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃　ロ　ＢからＥ見通し線上Ｂから50メートルのところ
〃　ハ　ホからニ見通し延長線とホからへ見通し線と平行にロから東に見通した線
との交差点
〃　ニ　ＣからＧ見通し線上Ｃから50メートルのところ
〃　ホ　ＤからＧ見通し線上Ｄから20メートルのところ
〃　ヘ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月15日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第22号 牟礼漁業協同組合 高松市牟礼町地先
漁場の区域　Ａイ、イＢの２直線とＡＢ間沖出し10メートルの只曲線に囲まれた区
域
イ　北緯34度20分1秒、東経134度10分0秒の点

基点Ａ　さぬき市、高松市牟礼町境界
〃　Ｂ　房前川右岸防砂堤基部
〃　Ｃ　庵治町高島高頂
〃　Ｄ　さぬき市権現鼻西端
点　イ　ＡからＣ見通し線とＢからＤ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から12月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市牟礼町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第23号 牟礼漁業協同組合 高松市牟礼町鳶ヶ巣地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度20分52秒、東経134度9分36秒の点
ロ　北緯34度21分15秒、東経134度9分40秒の点
ハ　北緯34度21分15秒、東経134度9分44秒の点
ニ　北緯34度20分52秒、東経134度9分40秒の点

基点Ａ　金山鬼ヶ岩
〃　Ｂ　松ヶ鼻東端
〃　Ｃ　さぬき市小串崎
〃　Ｄ　さぬき市蜂ヶ浦南端
点　イ　ＡからＤ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから100メートルのところ
〃　ハ　ＢからＣ見通し線上Ｂから200メートルのところ
〃　ニ　ＡからＤ見通し線上Ａから300メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市牟礼町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第24号
代表　庵治漁業協同組合
　　　さぬき市漁業協同組合
　　　牟礼漁業協同組合

高松市庵治町高尻地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニヘ、ヘト、トロの５直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度22分32秒、東経134度10分37秒の点
ハ　北緯34度22分35秒、東経134度10分14秒の点
ニ　北緯34度22分29秒、東経134度10分6秒の点
ヘ　北緯34度21分5秒、東経134度9分54秒の点
ト　北緯34度21分27秒、東経134度10分36秒の点

基点Ａ　牟礼町金山鬼ケ岩
〃　Ｂ　松ケ鼻東端
〃　Ｃ　太鼓鼻
〃　Ｄ　さぬき市大串崎
〃　Ｅ　小豆島町大角鼻南の高頂（159メートル）
〃　Ｆ　さぬき市小串崎北端
〃　Ｇ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ
点　イ　ＣからＤ見通し線上Ｃから1,200メートルのところ
〃　ロ　Ｇからイ見通し延長線上イから200メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線と平行にロから西へ600メートルのところ
〃　ニ　ＣからＤ見通し線上Ｃから400メートルのところ
〃　ホ　ＢからＦ見通し線上Ｂから500メートルのところ
〃　ヘ　ＡからＥ見通し線とニからホ見通し延長線との交差点
〃　ト　ＡからＥ見通し線とＧからイ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

さぬき市志度、高松市牟礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。
エ　他の免許を受けた漁業と協調の上操業しなければならない。

区第25号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町高島東浦地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度23分25秒、東経134度10分40秒の点
ロ　北緯34度23分50秒、東経134度10分36秒の点
ハ　北緯34度23分50秒、東経134度10分54秒の点
ニ　北緯34度23分24秒、東経134度10分58秒の点

基点Ａ　高島南東端
〃　Ｂ　高島北東端
点　イ　Ａから真方位90度150メートルのところ
〃　ロ　Ｂから真方位90度150メートルのところ
〃　ハ　ロから真方位90度460メートルのところ
〃　ニ　イから真方位90度460メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第26号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町高島西浦地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度23分53秒、東経134度10分15秒の点
ロ　北緯34度23分35秒、東経134度10分12秒の点
ハ　北緯34度23分36秒、東経134度10分5秒の点
ニ　北緯34度23分54秒、東経134度10分9秒の点

基点Ａ　高島北端
〃　Ｂ　高島中の鼻
〃　Ｃ　牟礼町房前高頂
〃　Ｄ　太鼓鼻
〃　Ｅ　白石
〃　Ｆ　竹居鼻
〃　Ｇ　土庄町大余島西端
〃　Ｈ　土庄町大余島南端
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第27号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町笹尾地先

漁場の区域　Ｃイ、イロ、ロハ、ハＡの４直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区
域
Ａ　北緯34度23分33.512秒、東経134度9分2.266秒の点
Ｃ　北緯34度23分47.07秒、東経134度8分37.636秒の点
イ　北緯34度23分49秒、東経134度8分39秒の点
ロ  北緯34度23分42秒、東経134度8分54秒の点
ハ  北緯34度23分35秒、東経134度9分4秒の点

基点Ａ　鎌野漁港西防波堤から海岸沿い西へ50メートルの防砂堤基部
〃　Ｂ　センゾ旧防砂堤基部
〃　Ｃ　笹尾の浜西端防砂堤から海岸沿い東へ150メートルの石積防砂堤
〃　Ｄ　土庄町大余島東端
〃　Ｅ　小豆島町飛火崎
〃　Ｆ　小豆島町沖ノ鼻
点　イ　ＣからＤ見通し線上Ｃから80メートルのところ
〃　ロ　ＢからＥ見通し線上Ｂから80メートルのところ
〃　ハ　ＡからＦ見通し線上Ａから80メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第28号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町竹居地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロハ、ハＣの４直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区
域
Ａ　北緯34度23分52.025秒、東経134度8分34.901秒の点
Ｃ　北緯34度24分0.951秒、東経134度8分9.937秒の点
イ　北緯34度23分54秒、東経134度8分36秒の点
ロ　北緯34度23分58秒、東経134度8分24秒の点
ハ　北緯34度24分3秒、東経134度8分10秒の点

基点Ａ　笹尾の浜西端防砂堤突端
〃　Ｂ　竹居観音崎
〃　Ｃ　竹居鼻（竹居西の鼻）
〃　Ｄ　稲毛島南東端
〃　Ｅ　土庄町黒崎
〃　Ｆ　土庄町大余島西端
点　イ　ＡからＦ見通し線上Ａから70メートルのところ
〃　ロ　ＢからＥ見通し線上Ｂから70メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから50メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第29号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町江の浜地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＢの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ａ　北緯34度23分59.277秒、東経134度7分56.544秒の点
Ｂ　北緯34度23分55.552秒、東経134度7分15.318秒の点
イ　北緯34度24分2秒、東経134度7分56秒の点
ロ　北緯34度23分58秒、東経134度7分15秒の点

基点Ａ　江の浜東の鼻
〃　Ｂ　御殿鼻
〃　Ｃ　鎧島西端
〃　Ｄ　兜島弁天鼻
点　イ　ＡからＤ見通し線上Ａから80メートルのところ
〃　ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから70メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第30号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町稲毛島地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホロの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度24分50秒、東経134度8分19秒の点
ハ　北緯34度24分50秒、東経134度8分53秒の点
ニ　北緯34度24分34秒、東経134度8分50秒の点
ホ　北緯34度24分34秒、東経134度8分16秒の点

基点Ａ　竹居鼻
〃　Ｂ　稲毛島東端
〃　Ｃ　稲毛島西の南端
〃　Ｄ　鎧島南西端
〃　Ｅ　大島北の高頂（62メートル）
〃　Ｆ　小豆島町地蔵崎灯台
点　イ　ＡからＢ見通し線とＤからＣ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し延長線とＥからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＥからＦ見通し線上ロからＦへ850メートルのところ
〃　ニ　ＤからＣ見通し延長線上イから東へ850メートルのところ
〃　ホ　ＢからＡ見通し線上イからＡへ30メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第31号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町大島東側地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度24分32秒、東経134度7分7秒の点
ロ　北緯34度24分26秒、東経134度6分42秒の点
ハ　北緯34度24分49秒、東経134度6分39秒の点
ニ　北緯34度24分49秒、東経134度7分4秒の点

基点Ａ　小豆島町地蔵崎灯台
〃　Ｂ　御殿鼻
〃　Ｃ　丸山大西鼻
〃　Ｄ　大島東端
〃　Ｅ　大島東の高頂
〃　Ｆ　大島北東端
〃　Ｇ　土庄町豊島東端
〃　Ｈ　鎧島北端
〃　Ｉ　鎧島南東端
点　イ　ＢからＧ見通し線とＩからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＣからＤ見通し延長線とＥからＨ見通し線との交差点
〃　ハ　ＣからＤ見通し延長線とＦからＡ見通し線との交差点
〃　ニ　ＢからＧ見通し線とＦからＡ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第32号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町ハジキ鼻沖

漁場の区域　ホヘ、ヘト、トチ、チホの４直線に囲まれた区域
ホ　北緯34度22分58秒、東経134度6分30秒の点
ヘ　北緯34度23分2秒、東経134度6分29秒の点
ト　北緯34度22分53秒、東経134度7分3秒の点
チ　北緯34度22分48秒、東経134度7分1秒の点

基点Ａ　ハジキ鼻
〃　Ｂ　江ノ浦埋立地西側護岸北角
〃　Ｃ　御殿山高頂（88メートル）南側の小高
〃　Ｄ　大島アバギの鼻西端
〃　Ｅ　女木島北の高頂（109メートル）
〃　Ｆ　屋島台頂北端（北嶺北端）
〃　Ｇ　相引川尻中央点
         （北緯34度21分34.129秒、東経134度7分11.633秒の点）
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから250メートルのところ
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上イからＢへ150メートルのところ
〃　ハ　イからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ホ　イからＥ見通し線上ハからイへ75メートルのところ
〃　ヘ　ＣからＦ見通し線上ニからＣへ70メートルのところ
〃 　ト　ロからヘ見通し線上ロから100メートルのところ
〃　チ　イからＥ見通し線上イから100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第33号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町ハジキ鼻地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分46秒、東経134度7分1秒の点
ロ　北緯34度22分38秒、東経134度6分51秒の点
ハ　北緯34度22分44秒、東経134度6分40秒の点
ニ　北緯34度22分49秒、東経134度6分48秒の点

基点Ａ　ハジキ鼻
〃　Ｂ　大島東端
〃　Ｃ　屋島東町宮ノ窪洲鼻（旧防砂堤跡）
〃　Ｄ　女木島中の高頂（187メートル）
〃　Ｅ　女木島北端
〃　Ｆ　米ハカリ鼻
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ロ　イからＣ見通し線とＦからＥ見通し線との交差点
〃　ハ　ＦからＥ見通し線上ロからＥへ350メートルのところ
〃　ニ　イからＤ見通し線上イから350メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第34号
代表　庵治漁業協同組合
　　　屋島漁業協同組合

高松市屋島東町潟ノ内北部中地先

漁場の区域　ハニ、ニヘ、へホ、ホハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度22分55秒、東経134度6分27秒の点
ニ　北緯34度22分46秒、東経134度6分32秒の点
ホ　北緯34度22分52秒、東経134度6分21秒の点
ヘ　北緯34度22分43秒、東経134度6分26秒の点

基点Ａ　相引川尻中央点
          （北緯34度21分34.129秒、東経134度7分11.633秒の点）
〃　Ｂ　庵治町大島アバギの鼻西端
〃　Ｃ　屋島台頂北端（北嶺北端）
〃　Ｄ　庵治漁港王ノ下旧突堤灯台
点　イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上イからＡへ300メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上イからＣへ50メートルのところ
〃　ニ　ＤからＣ見通し線と平行にロから西へ50メートルのところ
〃　ホ　ＤからＣ見通し線上ハからＣへ180メートルのところ
〃　ヘ　ロからニ見通し延長線上ニから西へ180メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年５月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町･屋島東町･屋島中町･屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第35号
代表　庵治漁業協同組合
　　　屋島漁業協同組合

高松市屋島東町潟ノ内北部北地先

漁場の区域　ハニ、ニヘ、へホ、ホハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度22分55秒、東経134度6分27秒の点
ニ　北緯34度23分4秒、東経134度6分23秒の点
ホ　北緯34度22分52秒、東経134度6分21秒の点
ヘ　北緯34度22分58秒、東経134度6分10秒の点

基点Ａ　相引川尻中央点
         （北緯34度21分34.129秒、東経134度7分11.633秒の点）
〃　Ｂ　庵治町大島アバギの鼻西端
〃　Ｃ　屋島台頂北端（北嶺北端）
〃　Ｄ　庵治漁港王ノ下旧突堤灯台
点　イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上イからＢへ300メートルのところ
〃　ハ　ＤからＣ見通し線上イからＣへ50メートルのところ
〃　ニ　ＤからＣ見通し線と平行にロから西へ50メートルのところ
〃　ホ　ＤからＣ見通し線上ハからＣへ180メートルのところ
〃　ヘ　ロからニ見通し延長線上ニから西へ360メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年８月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町･屋島東町･屋島中町･屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第36号 土庄中央漁業協同組合 小豆郡土庄町大余島東地先
漁場の区域　Ｆイ、イロ、ロＥの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
イ　北緯34度28分37秒、東経134度11分54秒の点
ロ　北緯34度28分3秒、東経134度11分45秒の点

基点Ａ　土庄町淵崎、小豆島町蒲生境界
　　　　 （北緯34度28分57.752秒、東経134度11分59.273秒の点）
〃　Ｂ　小豆島町蒲生角田川尻
〃　Ｃ　小豆島町沖の鼻南端
〃　Ｄ　高松市庵治町高島東端
〃　Ｅ　大余島南端
〃　Ｆ　大余島北東護岸の北端
点　イ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＤ見通し線とＥからＣ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町土庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第37号 土庄中央漁業協同組合 小豆郡土庄町大余島南地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度27分50秒、東経134度11分1秒の点
ロ　北緯34度27分52秒、東経134度11分50秒の点
ハ　北緯34度26分58秒、東経134度11分43秒の点
ニ　北緯34度27分6秒、東経134度10分54秒の点

基点Ａ　門ヶ鼻南端
〃　Ｂ　木香西鼻南東端
〃　Ｃ　大余島牛の子鼻西端
〃　Ｄ　双子浦東側埋立地西端
         （北緯34度28分57.818秒、東経134度11分59.061秒の点）
〃　Ｅ　小豆島町室生弁天島高頂
〃　Ｆ　小豆島町長者鼻西端
〃　Ｇ　さぬき市小串崎北端
〃　Ｈ　高松市庵治町高島西端
〃 　Ｉ　アワラ島南端
点　イ　ＣからＨ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＤからＧ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＧ見通し線とＡからＦ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＨ見通し線とハからＩ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町土庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第38号 土庄中央漁業協同組合 小豆郡土庄町小部地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホロの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度33分47秒、東経134度17分47秒の点
ハ　北緯34度34分8秒、東経134度19分21秒の点
ニ　北緯34度33分53秒、東経134度19分20秒の点
ホ　北緯34度33分21秒、東経134度17分48秒の点

基点Ａ　小島西端
〃　Ｂ　岡山県備前市日生町大多府島西端
〃　Ｃ　岡山県備前市日生町鹿久居島東の高頂
〃　Ｄ　灘山墓地西端の岩
         （北緯34度33分40.033秒、東経134度19分19.562秒の点）
点　イ　ＢからＡ見通し延長線と最大高潮時海岸線との交差点
〃　ロ　イからＢ見通し線上イから1,750メートルのところ
〃　ハ　ＤからＣ見通し線上Ｄから860メートルのところ
〃　ニ　ＤからＣ見通し線上ハからＤへ460メートルのところ
〃　ホ　イからＢ見通し線上ロからイへ800メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町大部

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第39号 土庄中央漁業協同組合 小豆郡土庄町小部小島西地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度33分3秒、東経134度17分44秒の点
ニ　北緯34度32分58秒、東経134度17分26秒の点
ホ　北緯34度33分6秒、東経134度17分23秒の点
ヘ　北緯34度33分10秒、東経134度17分41秒の点

基点Ａ　小部小島西端
〃　Ｂ　シルバービーチ西砂止突端
〃　Ｃ　大部身投石
〃　Ｄ　大部港東埋立地北角
〃　Ｅ　ウノ石
〃　Ｆ　大ゾワイ灯浮標
点　イ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線の交差点
〃　ロ　ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線の交差点
〃　ハ　イからＢ見通し線上イから50メートルのところ
〃　ニ　ロからＣ見通し線上ロから50メートルのところ
〃　ホ　ロからＥ見通し線上ロから200メートルのところ
〃　ヘ　イからＦ見通し線上イから200メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から12月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町大部

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第40号 土庄中央漁業協同組合 小豆郡土庄町豊島家浦港地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度29分46秒、東経134度3分31秒の点
ロ　北緯34度29分54秒、東経134度3分48秒の点
ハ　北緯34度29分45秒、東経134度3分49秒の点
ニ　北緯34度29分38秒、東経134度3分32秒の点

基点Ａ　直島町井島鞍掛ノ鼻灯台
〃　Ｂ　甲崎
〃　Ｃ　岡山県岡山市切石鼻西端
〃　Ｄ　白崎北端
〃　Ｅ　亀石山高頂
〃　Ｆ　家浦港外一文字防波堤西端
〃　Ｇ　家浦港灯台
〃　Ｈ　甲崎山高頂
点　イ　ＡからＢ見通し延長線とＧからＦ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し延長線とＥからＣ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＨ見通し線とＥからＣ見通し線との交差点
〃　ニ　ＤからＨ見通し線とＧからＦ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から12月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町豊島家浦

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第41号 土庄中央漁業協同組合 小豆郡土庄町豊島家浦地先（団子瀬）

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度30分52秒、東経134度4分20秒の点
ロ　北緯34度30分44秒、東経134度3分36秒の点
ハ　北緯34度31分0秒、東経134度3分33秒の点
ニ　北緯34度31分7秒、東経134度4分15秒の点

基点Ａ　家浦、唐櫃境界（深谷川尻）
　　　　（北緯34度29分49.795秒、東経134度4分40.593秒の点）
〃　Ｂ　岡山県岡山市幸西外波崎
　　　　（北緯34度35分57.803秒、東経134度2分39.049秒の点）
〃　Ｃ　亀石
〃　Ｄ　岡山県岡山市米崎
〃　Ｅ　ケサガ鼻
〃　Ｆ　魚見山高頂（103メートル）
〃　Ｇ　直島町井島戸尻鼻
点　イ　ＡからＢ見通し線とＦからＥ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＣからＤ見通し線とイからＧ見通し線との交差点
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上ロからＤへ500メートルのところ
〃　ニ　ＡからＢ見通し線上イからＢへ500メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町豊島家浦

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第42号 四海漁業協同組合 小豆郡土庄町小江長浜地先

漁場の区域　イハ、ハニ、ニホ、ホイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度31分60秒、東経134度10分37秒の点
ハ　北緯34度32分17秒、東経134度11分37秒の点
ニ　北緯34度31分25秒、東経134度11分36秒の点
ホ　北緯34度31分14秒、東経134度10分41秒の点

基点Ａ　千振島南端から真方位０度100メートルのところ
         （北緯34度31分42.722秒、東経134度9分36.936秒の点）
〃　Ｂ　満山尻高頂（85メートル）
         （北緯34度31分8.749秒、東経134度10分16.704秒の点）
〃　Ｃ　長浜高浜川尻
〃　Ｄ　早崎北端
〃　Ｅ　屋形崎鼻北端
〃　Ｆ　妙見崎から真方位０度500メートルのところ
         （北緯34度33分28.015秒、東経134度15分51.891秒の点）
〃　Ｇ　岡山県瀬戸内市黄島灯台
〃　Ｈ　岡山県瀬戸内市前島女松山高頂
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ハ　ＡからＦ見通し線上ロからイへ50メートルのところ
〃　ニ　ＤからＧ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ホ　ＣからＨ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町小江・長浜・滝宮

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第43号 四海漁業協同組合 小豆郡土庄町小豊島地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホへ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度29分43秒、東経134度8分20秒の点
ニ　北緯34度29分4秒、東経134度7分56秒の点
ホ　北緯34度28分54秒、東経134度6分42秒の点
ヘ　北緯34度29分39秒、東経134度7分20秒の点

基点Ａ　豊島虻山と壇山との窪
         （北緯34度29分36.824秒、東経134度4分54.473秒の点）
〃　Ｂ　葛島北西端
〃　Ｃ　葛島東端
〃　Ｄ　土庄港入口灯浮標
〃　Ｅ　高見山高頂（115メートル）
〃　Ｆ　小豆島町地蔵崎
〃　Ｇ　黒崎南端
〃　Ｈ　高松市男木島北西端
〃　Ｉ　アワラ島北端
〃　Ｊ　小豊島横引鼻西端
〃　Ｋ　豊島送電用新鉄塔
         （北緯34度28分48.92秒、東経134度6分3.866秒の点）
点　イ　ＦからＧ見通し延長線とＨからＩ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＪからＢ見通し線とＤからＡ見通し線との交差点
〃　ハ　イからＣ見通し線とＤからＡ見通し線との交差点
〃　ニ　イからＣ見通し線とＥからＫ見通し線との交差点
〃　ホ　ＪからＢ見通し線とＥからＫ見通し線との交差点
〃　ヘ　ＪからＢ見通し線上ロからＪへ110メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町伊喜末・小江・長浜

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第44号 北浦漁業協同組合 小豆郡土庄町北浦小島地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度32分45秒、東経134度13分18秒の点
ロ　北緯34度33分6秒、東経134度14分33秒の点
ハ　北緯34度32分32秒、東経134度14分51秒の点
ニ　北緯34度32分3秒、東経134度13分36秒の点

基点Ａ　千振島南端から真方位０度100メートルのところ
         （北緯34度31分42.722秒、東経134度9分36.936秒の点）
〃　Ｂ　早崎北端
〃　Ｃ　見目漁港東防波堤突端
〃　Ｄ　小海地蔵鼻の東の鼻の電柱（178－１）
         （北緯34度32分21.743秒、東経134度14分56.382秒の点）
〃　Ｅ　琴塚漁港北防波堤突端
〃　Ｆ　妙見崎から真方位０度500メートルのところ
         （北緯34度33分28.015秒、東経134度15分51.891秒の点）
〃　Ｇ　岡山県瀬戸内市青島東端
〃　Ｈ　岡山県瀬戸内市黄島東の高
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＧ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＨ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町馬越・屋形崎・見目・小海

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第45号 北浦漁業協同組合 小豆郡土庄町北浦元目地先

漁場の区域　ロヘ、ヘト、トホ、ホロの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度32分19秒、東経134度11分47秒の点
ホ　北緯34度31分27秒、東経134度11分48秒の点
ヘ　北緯34度32分42秒、東経134度13分6秒の点
ト　北緯34度32分0秒、東経134度13分20秒の点

基点Ａ　千振島南端から真方位０度100メートルのところ
         （北緯34度31分42.722秒、東経134度9分36.936秒の点）
〃　Ｂ　高尾山高頂（104.4メートル）
〃　Ｃ　株式会社日本砂利小豆島事務所跡東側桟橋東基部
         （北緯34度31分14.615秒、東経134度11分48.615秒の点）
〃　Ｄ　屋形崎鼻北端
〃　Ｅ　琴塚漁港北防波堤突端
〃　Ｆ　妙見崎から真方位０度500メートルのところ
         （北緯34度33分28.015秒、東経134度15分51.891秒の点）
〃　Ｇ　岡山県瀬戸内市黄島東端
〃　Ｈ　岡山県瀬戸内市黄島西の高
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＦ見通し線上イからＦへ50メートルのところ
〃　ハ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＤからＧ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ホ　ＣからＨ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ヘ　ＡからＦ見通し線上ハからＦへ50メートルのところ
〃　ト　ＢからＥ見通し線上ニからＥへ50メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町馬越・屋形崎・見目・小海

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第46号 唐櫃漁業協同組合 小豆郡土庄町豊島唐櫃小宮崎地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニヘ、ヘイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度30分14秒、東経134度5分43秒の点
ロ　北緯34度30分13秒、東経134度6分30秒の点
ニ　北緯34度29分54秒、東経134度6分29秒の点
ヘ　北緯34度29分54秒、東経134度5分41秒の点

基点Ａ　甲崎山高頂
〃　Ｂ　虻崎北端
〃　Ｃ　白崎
〃　Ｄ　直島町井島戸尻鼻
〃　Ｅ　春日川中央
         （北緯34度29分25.775秒、東経134度5分37.089秒の点）
〃　Ｆ　宮崎
〃　Ｇ　カナメ石
〃　Ｈ　小豊島中の高
〃　Ｉ　高松市庵治町大島北の高
点　イ　ＡからＢ見通し延長線とＨからＦ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＣからＢ見通し延長線とＩからＧ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＤからＢ見通し延長線とＩからＧ見通し延長線との交差点
〃　ニ　ＩからＧ見通し延長線上ハからロへ100メートルのところ
〃　ホ　イからＥ見通し線とＤからＢ見通し延長線との交差点
〃　ヘ　イからＥ見通し線上ホからＥへ60メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町豊島唐櫃

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第47号 唐櫃漁業協同組合 小豆郡土庄町豊島唐櫃地先（団子瀬）

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニヘ、ヘロの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度30分53秒、東経134度4分28秒の点
ハ　北緯34度31分5秒、東経134度5分28秒の点
ニ　北緯34度31分20秒、東経134度5分23秒の点
ヘ　北緯34度31分9秒、東経134度4分23秒の点

基点Ａ　唐櫃、家浦境界（深谷川尻）
         （北緯34度29分49.745秒、東経134度4分40.593秒の点）
〃　Ｂ　小宮崎東端
〃　Ｃ　千振島北端
〃　Ｄ　岡山県岡山市飯盛岩
〃　Ｅ　岡山県岡山市幸西外波崎
         （北緯34度35分57.803秒、東経134度2分39.049秒の点）
〃　Ｆ　ケサガ鼻
〃　Ｇ　魚見山高頂（103メートル）
点　イ　ＡからＥ見通し線とＧからＦ見通し延長線との交差点
〃　ロ　イからＣ見通し線上イから200メートルのところ
〃　ハ　イからＣ見通し線とＢからＤ見通し線との交差点
〃　ニ　ＢからＤ見通し線上ハからＤへ500メートルのところ
〃　ホ　ＡからＥ見通し線上イからＥへ500メートルのところ
〃　ヘ　ホからニ見通し線上ホから200メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡土庄町豊島唐櫃

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第48号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町橘地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホロの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度28分9秒、東経134度22分44秒の点
ハ　北緯34度27分50秒、東経134度22分35秒の点
ニ　北緯34度28分36秒、東経134度21分20秒の点
ホ　北緯34度28分54秒、東経134度21分34秒の点

基点Ａ　橘漁港北防波堤基部
〃　Ｂ　兵庫県南あわじ市丸山崎西端
〃　Ｃ　さぬき市鷹島高頂
〃　Ｄ　兵庫県姫路市高島高頂
〃　Ｅ　笠ヶ鼻東端
点　イ　ＡからＢ見通し線とＤからＣ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上イからＡへ100メートルのところ
〃　ハ　ＥからＢ見通し線とＤからＣ見通し線との交差点
〃　ニ　ＥからＢ見通し線上Ｅから350メートルのところ
〃　ホ　ＡからＢ見通し線上ロからＡへ2,250メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町橘

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第49号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町坂手大泊地先

漁場の区域　イニ、ニハ、ハロ、ロイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度26分35秒、東経134度21分21秒の点
ロ　北緯34度27分13秒、東経134度21分59秒の点
ハ　北緯34度27分58秒、東経134度21分14秒の点
ニ　北緯34度27分9秒、東経134度20分50秒の点

基点Ａ　風ノ子島東端
〃　Ｂ　水ノ子礁
〃　Ｃ　北谷北の鼻南端
〃　Ｄ　ずらし
         （北緯34度27分18.817秒、東経134度20分40.61秒の点）
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから800メートルのところ
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから2,300メートルのところ
〃　ハ　ロからＣ見通し線上ロから1,800メートルのところ
〃　ニ　イからＤ見通し線上イから1,300メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町坂手

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第50号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町坂手小島南東地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホロの４直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度26分4秒、東経134度19分55秒の点
ハ　北緯34度26分1秒、東経134度19分32秒の点
ニ　北緯34度26分34秒、東経134度19分10秒の点
ホ　北緯34度26分46秒、東経134度19分33秒の点

基点Ａ　小島西端
〃　Ｂ　小島東端
〃　Ｃ　馬戸防砂堤（東から４本目）
〃　Ｄ　なごら鼻の大石
〃　Ｅ　大角鼻沖播磨灘航路第１号灯浮標
〃　Ｆ　さぬき市大串崎北の高頂（145メートル）
〃　Ｇ　小豆島町チョウシャノ鼻東端
〃　Ｈ　大福部島北西端
点　イ　ＡからＨ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ロ　ＦからＤ見通し線上Ｄから150メートルのところ
〃　ハ　ロからＧ見通し線とイからＥ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＨ見通し線とイからＥ見通し線との交差点
〃　ホ　ＣからＨ見通し線とＢからロ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から12月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町坂手

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第51号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町坂手瀬戸地先
漁場の区域　Ｃイ、イロ、ロＤの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
イ　北緯34度26分52秒、東経134度19分36秒の点
ロ　北緯34度26分49秒、東経134度19分39秒の点

基点Ａ　瀬戸海岸西端の突堤突端
〃　Ｂ　大角鼻北の高頂（160メートル）
〃　Ｃ　瀬戸海岸西から２つ目の突堤突端
〃　Ｄ　馬戸防砂堤基部（東から４本目）
〃　Ｅ　小島南東端
〃　Ｆ　小島南の高頂
点　イ　ＡからＢ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線とＦからＥ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 12月１日から翌年６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町坂手

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第52号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町田浦東地先

漁場の区域　イニ、ニハ、ハロ、ロイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度26分25秒、東経134度17分38秒の点
ロ　北緯34度26分43秒、東経134度18分23秒の点
ハ　北緯34度27分1秒、東経134度18分19秒の点
ニ　北緯34度26分35秒、東経134度17分23秒の点

基点Ａ　大角鼻
〃　Ｂ　大角鼻北の高頂（160メートル）
〃　Ｃ　大手城の鼻
〃　Ｄ　堀越漁港防波堤突端
〃　Ｅ　堀越西の鼻東端
〃　Ｆ　大岳鼻
〃　Ｇ　田浦東海岸の水門
〃　Ｈ　塩谷鼻
〃　Ｉ　大福部島東端
〃　Ｊ　大福部島西端
〃　Ｋ　小豆島町チョウシャノ鼻
点　イ　ＨからＡ見通し線とＪからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＦからＢ見通し線とＩからＣ見通し線との交差点
〃　ハ　ロからＤ見通し線とＣからＫ見通し線との交差点
〃　ニ　イからＧ見通し線とＣからＫ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町坂手・苗羽・堀越・田浦・西村

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第53号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町福部島北東地先

漁場の区域　イニ、ニハ、ハロ、ロイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度25分60秒、東経134度18分20秒の点
ロ　北緯34度26分0秒、東経134度17分29秒の点
ハ　北緯34度25分37秒、東経134度17分28秒の点
ニ　北緯34度25分44秒、東経134度18分19秒の点

基点Ａ　大角鼻南端
〃　Ｂ　雨倉鼻
〃　Ｃ　大岳鼻
〃　Ｄ　花寿波島
〃　Ｅ　大福部島西端
〃　Ｆ　小福部島高頂
〃　Ｇ　東かがわ市絹島高頂
点　イ　ＡからＤ見通し線とＢからＧ見通し線の交差点
〃　ロ　ＡからＤ見通し線とＣからＦ見通し線の交差点
〃　ハ　ＡからＥ見通し線とＣからＦ見通し線の交差点
〃　ニ　ＡからＥ見通し線とＢからＧ見通し線の交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町坂手

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第54号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町田浦地先
漁場の区域　直線ＡＢと最大高潮時海岸線に囲まれた区域
基点Ａ　大岳鼻
〃　Ｂ　塩谷鼻東端

第一種区画漁業 藻類養殖業 12月１日から翌年６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町苗羽・田浦・西村

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第55号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町田浦南地先

漁場の区域　イロ、ロホ、ホニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度26分30秒、東経134度16分19秒の点
ロ　北緯34度26分26秒、東経134度16分56秒の点
ニ　北緯34度26分1秒、東経134度16分12秒の点
ホ　北緯34度25分59秒、東経134度16分52秒の点

基点Ａ　沖ノハナゲ灯浮標
〃　Ｂ　中鼻
〃　Ｃ　なごら鼻の大石
〃　Ｄ　大角鼻
〃　Ｅ　さぬき市大鼻
〃　Ｆ　さぬき市馬ヶ鼻灯台
〃　Ｇ　小豆島町花寿波島
〃　Ｈ　小豆島町蒲野山山頂（99メートル）
点　イ　ＡからＦ見通し線とＨからＣ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＨからＣ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ホ　ＢからＥ見通し線上ハからＥへ50メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町苗羽・堀越・田浦・西村

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第56号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町田浦西地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度26分59秒、東経134度16分30秒の点
ニ　北緯34度26分42秒、東経134度16分24秒の点
ホ　北緯34度26分43秒、東経134度16分19秒の点
ヘ　北緯34度27分0秒、東経134度16分25秒の点

基点Ａ　地ノハナゲ灯浮標
〃　Ｂ　沖ノハナゲ灯浮標
〃　Ｃ　中ノ鼻
〃　Ｄ　塩谷鼻
〃　Ｅ　小豆島町小蒲野南防砂堤突端
〃　Ｆ　小豆島町長崎漁港南防波堤基部
点　イ　ＡからＢ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線とＤからＥ見通し線との交差点
〃　ハ　ＦからＣ見通し線上イからＣへ50メートルのところ
〃　ニ　ＥからＤ見通し線上ロからＤへ50メートルのところ
〃　ホ　ＤからＥ見通し線上ロからＥへ100メートルのところ
〃　ヘ　ＣからＦ見通し線上イからＦへ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町苗羽・堀越・田浦・西村

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第57号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町神浦地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＣの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ａ　北緯34度25分39.577秒、東経134度13分47.02秒の点
イ　北緯34度25分44秒、東経134度13分46秒の点
ロ　北緯34度25分40秒、東経134度13分27秒の点

基点Ａ　株式会社サヌキ施設跡前護岸屈曲部
〃　Ｂ　長者鼻高頂
〃　Ｃ　崩鼻西北端
〃　Ｄ　あおぎ鼻
         （北緯34度27分20.041秒、東経134度14分15.767秒の点）
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから150メートルのところ
〃　ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから200メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 12月１日から翌年６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町神浦

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第58号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町室生地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＣの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ａ　北緯34度28分9.86秒、東経134度13分58.541秒の点
イ　北緯34度28分7秒、東経134度14分0秒の点
ロ　北緯34度28分4秒、東経134度13分48秒の点

基点Ａ　小豆島ふるさと村護岸西側屈曲部
〃　Ｂ　観音崎西端
〃　Ｃ　沖の鼻
〃　Ｄ　旧二生村、三都村池田湾側境界
         （北緯34度27分20.041秒、東経134度14分15.767秒の点）
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃　ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから150メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 12月１日から翌年６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町室生

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第59号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町蒲生地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＣの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ａ　北緯34度28分37.436秒、東経134度13分16.63秒の点
Ｃ　北緯34度28分27.411秒、東経134度13分5.245秒の点
イ　北緯34度28分32秒、東経134度13分22秒の点
ロ　北緯34度28分25秒、東経134度13分8秒の点

基点Ａ　旧孔雀園の鼻
〃　Ｂ　沖の鼻
〃　Ｃ　井上誠耕園研修センターの鼻
〃　Ｄ　旧二生村、三都村池田湾側境界
         （北緯34度27分20.041秒、東経134度14分15.767秒の点）
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 12月１日から翌年６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町蒲生

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第60号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町蒲生地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度28分18秒、東経134度12分21秒の点
ロ　北緯34度28分11秒、東経134度12分44秒の点
ハ　北緯34度28分5秒、東経134度12分42秒の点
ニ　北緯34度28分4秒、東経134度12分16秒の点

基点Ａ　観音崎南端
〃　Ｂ　沖の鼻南端
〃　Ｃ　大麻山高頂
〃　Ｄ　東蒲生南防波堤基部
〃　Ｅ　土庄町弁天島北端
〃　Ｆ　土庄町大余島南端
〃　Ｇ　高松市庵治町兜島北端
〃　Ｈ　高松市庵治町高島南東端
点　イ　ＡからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＥ見通し線と直角にイから南へ引いた線とＢからＦ見通し線との交差
点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町蒲生

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第61号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町飛崎地先

漁場の区域　ハロ、ロヘ、ヘニ、ニホ、ホハの５直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度27分52秒、東経134度11分58秒の点
ハ　北緯34度26分58秒、東経134度11分50秒の点
ニ　北緯34度27分13秒、東経134度12分35秒の点
ホ　北緯34度26分54秒、東経134度12分28秒の点
ヘ　北緯34度27分50秒、東経134度12分42秒の点

基点Ａ　土庄町双子浦東側埋立地西端
         （北緯34度28分57.818秒、東経134度11分59.061秒の点）
〃　Ｂ　入部漁港南防波堤基部
〃　Ｃ　東蒲生南防波堤基部
〃　Ｄ　飛崎南端
〃　Ｅ　弁天島高頂
〃　Ｆ　観音崎南端
〃　Ｇ　吉野高頂（208メートル）
〃　Ｈ　長者鼻西端
〃　Ｉ　崩鼻南西端
〃　Ｊ　さぬき市小串崎北端
〃　Ｋ　高松市庵治町稲毛島東端
〃　Ｌ　土庄町門ヶ鼻南端
〃　Ｍ　土庄町木香西鼻南東端
〃　Ｎ　土庄町小豆（アズキ）島高頂
点　イ　ＡからＪ見通し線とＬからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＪ見通し線とＭからＥ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＪ見通し線とイからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＮからＩ見通し線とＥからＫ見通し線との交差点
〃　ホ　イからＧ見通し線とＤからニ見通し延長線との交差点
〃　ヘ　ロからＦ見通し線とＣからニ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

小豆郡小豆島町池田・蒲生・室生・二面・吉野・蒲野・神浦

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第62号
代表　屋島漁業協同組合
　　　庵治漁業協同組合

高松市屋島東町南部地先

漁場の区域　Ｄロ、ロハ、ハＢの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ｂ　北緯34度21分45.936秒、東経134度6分46.039秒の点
ロ　北緯34度22分0秒、東経134度6分52秒の点
ハ　北緯34度21分46秒、東経134度7分1秒の点

基点Ａ　旧立石塩田北東角
〃　Ｂ　国立研究開発法人水産研究・教育機構旧屋島庁舎敷地埋立地南西角より
護岸沿い南に150メートルのところ
〃　Ｃ　石場港船揚場南西角
〃　Ｄ　石場港埋立護岸北東角
〃　Ｅ　屋島少年自然の家塩水プール南東角
〃　Ｆ　庵治町丸山高頂(66メートル)
〃　Ｇ　久通港11号護岸北端
点　イ　ＥからＦ見通し線上Ｅから300メートルのところ
〃　ロ　Ａからイ見通し線とＣからＤ見通し延長線との交差点
〃　ハ　Ａからイ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 ３月1日から６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町・屋島東町・屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第63号
代表　屋島漁業協同組合
　　　庵治漁業協同組合

高松市屋島東町長崎旧屋島養魚地先

漁場の区域　ハホ、ホリ、リへ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度23分21秒、東経134度6分14秒の点
ホ　北緯34度23分13秒、東経134度6分18秒の点
ヘ　北緯34度23分15秒、東経134度6分0秒の点
リ　北緯34度23分8秒、東経134度6分4秒の点

基点Ａ　長崎鼻北端
〃　Ｂ　長崎鼻南の高頂
〃　Ｃ　旧屋島養魚南防波堤基部から海岸沿い南東へ50メートルのところ
         （北緯34度22分49.636秒、東経134度5分53.92秒の点）
〃　Ｄ　相引川尻中央点
         （北緯34度21分34.129秒、東経134度7分11.633秒の点）
〃　Ｅ　庵治町丸山大西鼻南西端
〃　Ｆ　庵治町丸山高頂（66メートル）
〃　Ｇ　庵治町皇神鼻
〃　Ｈ　庵治町白石
〃　Ｉ　庵治町大島アバギの鼻西端
〃　Ｊ　男木島南の高頂（185メートル）
〃　Ｋ　女木島北端
〃　Ｌ　庵治町兜島西端
点　イ　ＤからＩ見通し線とＡからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＤからＩ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点
〃　ハ　ＨからＡ見通し線上イからＡへ50メートルのところ
〃　ニ　ＧからＢ見通し線上ロからＢへ50メートルのところ
〃　ホ　ＤからＩ見通し線と平行にニから北へ250メートルのところ
〃　ヘ　ＡからＨ見通し線とＥからＪ見通し線との交差点
〃　ト　ＢからＧ見通し線とＦからＫ見通し線との交差点
〃　チ　ＣからＬ見通し線とＥからＪ見通し線との交差点
〃　リ　ヘからト見通し線とホからチ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町・屋島東町・屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第64号 代表　屋島漁業協同組合
　　　庵治漁業協同組合

高松市屋島長崎鼻東部地先

漁場の区域　Ａニ、ニホ、ホハの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
ハ　北緯34度23分4秒、東経134度5分39秒の点
ニ　北緯34度23分3秒、東経134度5分48秒の点
ホ　北緯34度23分7秒、東経134度5分42秒の点

基点Ａ　長崎鼻港北防波堤基部
〃　Ｂ　庵治町丸山大西鼻南西端
〃　Ｃ　庵治町大島南東端
〃　Ｄ　女木島北端
点　イ　ＡからＣ見通し線とＢからＤ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＤ見通し線上イからＤに200メートルのところ
〃　ハ　Ｃからロ見通し延長線と最大高潮時海岸線との交差点
〃　ニ　ＡからＣ見通し線上イからＣへ30メートルのところ
〃　ホ　ハからＣ見通し線上ロからＣへ30メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市庵治町・屋島東町・屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第65号 屋島漁業協同組合 高松市屋島長崎鼻西部地先

漁場の区域　イハ、ハニ、ニホ、ホイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分58秒、東経134度5分29秒の点
ハ　北緯34度22分17秒、東経134度5分16秒の点
ニ　北緯34度22分23秒、東経134度5分5秒の点
ホ　北緯34度23分0秒、東経134度5分21秒の点

基点Ａ　長崎鼻西端
〃　Ｂ　浦生護岸北端
〃　Ｃ　浦生漁港１号防波堤突端
〃　Ｄ　旧半学塩田西端
〃　Ｅ　女木町日蓮上人記念碑
〃　Ｆ　土庄町小豊島西端
点　イ　ＡからＣ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線上ロからＢへ120メートルのところ
〃　ニ　ＢからＥ見通し線上ロからＥへ200メートルのところ
〃　ホ　イからＥ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市屋島東町・屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第66号 屋島漁業協同組合 高松市屋島西町浦生護岸地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニハ、ハイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度21分54秒、東経134度5分26秒の点
ロ　北緯34度21分57秒、東経134度5分17秒の点
ハ　北緯34度22分10秒、東経134度5分29秒の点
ニ　北緯34度22分15秒、東経134度5分20秒の点

基点Ａ　浦生漁港北側防波堤基部より北側護岸沿い50メートルのところ
         （北緯34度21分53.169秒、東経134度5分29.248秒の点）
〃　Ｂ　女木島南端
〃　Ｃ　浦生護岸北端
〃　Ｄ　女木町日蓮上人記念碑
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから85メートルのところ
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから335メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから75メートルのところ
〃　ニ　ＣからＤ見通し線上Ｃから350メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年８月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市屋島東町・屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第67号 屋島漁業協同組合 高松市屋島西町浦生地先

漁場の区域　　ホロ、ロヘ、ヘト、トチ、チヲ、ヲヌ、ヌル、ルホの８直線に囲まれた
区域
ホ　北緯34度22分17秒、東経134度5分11秒の点
ヘ　北緯34度22分12秒、東経134度5分12秒の点
ト　北緯34度22分9秒、東経134度5分11秒の点
チ　北緯34度21分55秒、東経134度5分8秒の点
ヌ　北緯34度22分14秒、東経134度5分0秒の点
ル　北緯34度22分22秒、東経134度5分2秒の点
ヲ　北緯34度21分57秒、東経134度4分56秒の点

基点Ａ　浦生護岸北端
〃　Ｂ　浦生漁港北第３突堤
〃　Ｃ　浦生漁港北側防波堤突端
〃　Ｄ　旧半学塩田西端
〃　Ｅ　大崎鼻
〃　Ｆ　女木島南端
〃　Ｇ　女木港前離岸堤東端
〃　Ｈ  女木町日蓮上人記念碑
〃　Ｉ　土庄町小豊島西端
点　イ　ＡからＨ見通し線とＤからＩ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＦ見通し線とＤからＩ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＧ見通し線とＤからＩ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＥ見通し線とＤからＩ見通し線との交差点
〃　ホ　イからＤ見通し線上イから70メートルのところ
〃　ヘ　ロからＡ見通し線上ロから0メートルのところ
〃　ト　ハからＢ見通し線上ハから50メートルのところ
〃　チ　ニからＣ見通し線上ニから50メートルのところ
〃　リ　イからＨ見通し線上イから275メートルのところ
〃　ヌ　ハからＧ見通し線上ハから275メートルのところ
〃　ル　リからヌ見通し線上リから70メートルのところ
〃　ヲ　ニからＥ見通し線上ニから75メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市屋島東町・屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第68号 屋島漁業協同組合 高松市屋島西町旧屋島塩田地先

漁場の区域　ハニ、ニへ、ヘホ、ホハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度21分15秒、東経134度4分55秒の点
ニ　北緯34度21分14秒、東経134度5分2秒の点
ホ　北緯34度21分19秒、東経134度5分3秒の点
ヘ　北緯34度21分21秒、東経134度4分55秒の点

基点Ａ　浜北港南防波堤基部
〃　Ｂ　Ａから護岸沿い南へ320メートルのところ
〃　Ｃ　朝日町Ｇ地区２号防波堤突端から南へ４番目の排水口
         （北緯34度21分28.46秒、東経134度4分46.092秒の点）
〃　Ｄ　Ａから護岸沿い南へ640メートルのところ
〃　Ｅ　Ｃから岸壁沿い南へ370メートルのところ
点　イ　ＢからＣ見通し線上Ｂから250メートルのところ
〃　ロ　ＢからＣ見通し線上イからＣへ200メートルのところ
〃　ハ　ＤからＥ見通し線上Ｄから150メートルのところ
〃　ニ　ＤからＥ見通し線上ハからＥへ200メートルのところ
〃　ホ　イからハ見通し線上イから165メートルのところ
〃　ヘ　ロからニ見通し線上ロから174メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 ３月1日から６月30日まで

令和5年10月1日から令
和６年６月30日まで

団体

高松市屋島東町・屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第69号 高松市瀬戸内漁業協同組合 高松市浜ノ町大的場海岸地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度21分27秒、東経134度2分25秒の点
ロ　北緯34度21分16秒、東経134度2分27秒の点
ハ　北緯34度21分14秒、東経134度2分8秒の点
ニ　 北緯34度21分32秒、東経134度2分7秒の点

基点Ａ　2006ＪＣＩ　ＡＳＰＡＣ高松大会開催記念碑（サンポート記念碑）
         （北緯34度21分19.689秒、東経134度2分46.664秒の点）
〃  Ｂ　ヨットハーバー西防波堤基部から護岸沿い東へ70メートルのところ
         （北緯34度21分12.861秒、東経134度2分27.681秒の点）
〃  Ｃ　大的場海岸西防波堤基部から護岸沿い西へ164メートルのところ
         （北緯34度21分10.435秒、東経134度2分8.3秒の点）
〃  Ｄ　小槌島高頂
〃  Ｅ　直島町井島東端
〃  Ｆ　女木島西端
点　イ　ＢからＦ見通し線上Ｂから450メートルのところ
〃　ロ　ＢからＦ見通し線上Ｂから110メートルのところ
〃　ハ　ＣからＥ見通し線上Ｃから110メートルのところ
〃　ニ　 ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市サンポート・浜ノ町・扇町・瀬戸内町・新北町・郷東町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第70号 高松市瀬戸内漁業協同組合 高松市瀬戸内町高松漁港西地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トイの７直線に囲まれた区域
イ　北緯34度21分35秒、東経134度1分59秒の点
ロ　北緯34度21分13秒、東経134度1分57秒の点
ハ　北緯34度21分15秒、東経134度1分43秒の点
ニ　北緯34度21分15秒、東経134度1分42秒の点
ホ　北緯34度21分20秒、東経134度1分30秒の点
ヘ　北緯34度21分20秒、東経134度1分25秒の点
 ト　北緯34度21分45秒、東経134度1分27秒の点

基点Ａ　2006ＪＣＩ　ＡＳＰＡＣ高松大会開催記念碑（サンポート記念碑）
         （北緯34度21分19.689秒、東経134度2分46.664秒の点）
〃  Ｂ　瀬戸内町高松漁港8号防波堤基部（西側埋立地北東角）
〃　Ｃ  摺鉢谷川東側護岸北西端
         （北緯34度21分13.166秒、東経134度1分42.908秒の点）
〃  Ｄ　摺鉢谷川西側護岸北東端
         （北緯34度21分13.558秒、東経134度1分41.535秒の点）
〃  Ｅ　新北町埋立地北側護岸屈曲部
〃  Ｆ　新北町埋立地北側護岸西端
〃  Ｇ　小槌島高頂
〃  Ｈ　土庄町豊島后飛崎西端
〃  Ｉ　土庄町豊島ダッダカ高頂（トギリ山）
点　イ　ＡからＧ見通し線とＢからＩ見通し線との交差点
〃  ロ　ＢからＩ見通し線上Ｂから50メートルのところ
〃  ハ　ＣからＨ見通し線上Ｃから50メートルのところ
〃  ニ　ＤからＨ見通し線上Ｄから50メートルのところ
〃  ホ　ＥからＨ見通し線上Ｅから50メートルのところ
〃  ヘ　ＦからＨ見通し線上Ｆから50メートルのところ
〃  ト　ＡからＧ見通し線とＦからＨ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市サンポート・浜ノ町・扇町・瀬戸内町・新北町・郷東町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第71号 高松市瀬戸内漁業協同組合 高松市郷東町貯木場地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度21分52秒、東経134度1分4秒の点
ロ　北緯34度21分27秒、東経134度0分58秒の点
ハ　北緯34度21分28秒、東経134度0分36秒の点
ニ　北緯34度21分58秒、東経134度0分43秒の点

基点Ａ　2006ＪＣＩ　ＡＳＰＡＣ高松大会開催記念碑（サンポート記念碑）
         （北緯34度21分19.689秒、東経134度2分46.664秒の点）
〃　Ｂ　貯木場西防波堤基部
〃　Ｃ　貯木場埋立地北側護岸西角から護岸沿い東へ30メートルのところ
         （北緯34度21分26.277秒、東経134度0分35.371秒の点）
〃  Ｄ　小槌島高頂
〃  Ｅ　土庄町豊島坊主島南端
〃  Ｆ　土庄町豊島ダッダカ鼻
点　イ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃  ロ　ＢからＦ見通し線上Ｂから120メートルのところ
〃  ハ　ＣからＥ見通し線上Ｃから50メートルのところ
〃　ニ　ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市サンポート・浜ノ町・扇町・瀬戸内町・新北町・郷東町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第72号 東瀬戸漁業協同組合 高松市女木町芋谷地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度23分56秒、東経134度3分28秒の点
ニ　北緯34度23分56秒、東経134度3分32秒の点
ホ　北緯34度24分1秒、東経134度3分32秒の点
ヘ　北緯34度24分1秒、東経134度3分28秒の点

基点Ａ　芋谷用水路南端
〃　Ｂ　庵治町大島アバギの鼻高頂
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから150メートルのところ
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから250メートルのところ
〃　ハ　イから真方位180度100メートルのところ
〃　ニ　ロから真方位180度100メートルのところ
〃　ホ　ロから真方位00度50メートルのところ
〃　ヘ　イから真方位00度50メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市女木町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第73号 東瀬戸漁業協同組合 高松市男木町東部地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度25分53秒、東経134度4分12秒の点
ロ　北緯34度25分48秒、東経134度4分30秒の点
ハ　北緯34度25分13秒、東経134度4分11秒の点
ニ　北緯34度25分18秒、東経134度3分59秒の点

基点Ａ　男木島北東端
〃　Ｂ　土庄町豊島礼田崎南端
〃　Ｃ　土庄町豊島東端
〃　Ｄ　庵治町兜島南端
〃　Ｅ　庵治町矢竹島南端
〃　Ｆ　女木島東端
〃　Ｇ　大井地区２号防砂堤突端
点　イ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＧからＥ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃　ニ　ＧからＥ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市男木町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第74号 香西漁業協同組合 高松市香西本町埋立地地先

漁場の区域　イヘ、ヘホ、ホニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度21分58秒、東経134度0分38秒の点
ニ　北緯34度22分2秒、東経134度0分23秒の点
ホ　北緯34度21分34秒、東経134度0分12秒の点
ヘ　北緯34度21分31秒、東経134度0分30秒の点

基点Ａ　ヨットハーバー東側埋立地護岸中央角から護岸沿い東へ38メートルのとこ
ろ
         （北緯34度21分17.113秒、東経134度2分43.147秒の点）
〃  Ｂ  本津川左岸突端
         （北緯34度21分13.849秒、東経134度0分25.852秒の点）
〃　Ｃ　香西本町埋立地北東角
〃　Ｄ　香西本町埋立地北西角
〃　Ｅ　香西港西埋立地北東角
〃　Ｆ　小槌島高頂
〃　Ｇ　土庄町豊島甲崎の高（84メートル）
〃　Ｈ　土庄町豊島ダッダカ高頂
点　イ　ＡからＦ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点
〃　ロ　香西本町埋立地東護岸延長線上Ｃから北へ15メートルのところ
〃　ハ　ＡからＦ見通し線とＥからＨ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＦ見通し線上ハからＡへ300メートルのところ
〃　ホ　Ｄからニ見通し線上Ｄから15メートルのところ
〃　ヘ　ホからロ見通し延長線とＢからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市香西本町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第75号 香西漁業協同組合 高松市香西北町鯉川地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分6秒、東経134度0分13秒の点
ロ　北緯34度21分38秒、東経134度0分2秒の点
ハ　北緯34度21分53秒、東経133度59分34秒の点
ニ　北緯34度22分13秒、東経133度59分48秒の点

基点Ａ　ヨットハーバー東側埋立地護岸中央角から護岸沿い東へ38メートルのとこ
ろ
         （北緯34度21分17.113秒、東経134度2分43.147秒の点）
〃  Ｂ　香西本町埋立地北西角
〃　Ｃ　香西港西埋立地北東角
〃　Ｄ　神在港東防波堤基部から護岸沿い東へ30メートルのところ
         （北緯34度21分40.457秒、東経133度59分24.578秒の点）
〃　Ｅ　神在鼻
〃　Ｆ　小槌島高頂
〃　Ｇ　土庄町豊島壇山高頂（340メートル）
〃　Ｈ　土庄町豊島ダッダカ高頂
〃　Ｉ　土庄町豊島甲崎の高（84メートル）
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市香西本町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第76号 香西漁業協同組合 高松市神在川窪町地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホイの５直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分16秒、東経133度59分41秒の点
ロ　北緯34度21分53秒、東経133度59分26秒の点
ハ　北緯34度22分13秒、東経133度58分54秒の点
ニ　北緯34度22分27秒、東経133度58分41秒の点
ホ　北緯34度22分34秒、東経133度58分44秒の点

基点Ａ　ヨットハーバー東側埋立地護岸中央角から護岸沿い東へ38メートルのとこ
ろ
         （北緯34度21分17.113秒、東経134度2分43.147秒の点）
〃　Ｂ　香西港西埋立地北端
〃　Ｃ　神在港西防波堤基部
〃　Ｄ　解体場北防波堤突端
〃　Ｅ　神在鼻
〃　Ｆ　小槌島高頂
〃　Ｇ　直島町柏島西端
〃　Ｈ　直島町柏島高頂（103メートル）
〃　Ｉ　土庄町豊島中山高頂（204メートル）
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＤ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点
〃　ハ　ロからＥ見通し線とＤからＨ見通し線との交差点
〃　ニ　ＥからＧ見通し線上Ｅから150メートルのところ
〃　ホ　ＡからＦ見通し線とＥからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市香西本町･神在川窪町･生島町･亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第77号
代表　下笠居漁業協同組合
　　　高松市瀬戸内漁業協同組合

高松市生島町地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度22分43秒、東経133度58分16秒の点
ニ　北緯34度22分35秒、東経133度58分41秒の点
ホ　北緯34度22分20秒、東経133度58分23秒の点
ヘ　北緯34度22分25秒、東経133度58分10秒の点

基点Ａ　ヨットハーバー東側埋立地護岸中央角から護岸沿い東へ38メートルのとこ
ろ
         （北緯34度21分17.113秒、東経134度2分43.147秒の点）
〃　Ｂ  神在川窪町埋立地北角
〃　Ｃ  生島港北防波堤突端
〃　Ｄ　トビノ巣鼻北東端
〃　Ｅ  小槌島高頂
〃　Ｆ　直島町オカメノ鼻南端
〃　Ｇ　土庄町豊島礼田崎南端
点　イ　ＡからＥ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃  ロ　ＢからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＡからＥ見通し線上イからＡへ150メートルのところ
〃　ニ　ＡからＥ見通し線とＣからＧ見通し線との交差点
〃　ホ　ＢからＤ見通し線とＣからＧ見通し線との交差点
〃  ヘ　ＢからＤ見通し線上ロからＢへ150メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市サンポート・浜ノ町・扇町・瀬戸内町・新北町・郷東町・
生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第78号 下笠居漁業協同組合 高松市生島町地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度22分25秒、東経133度58分10秒の点
ニ　北緯34度22分15秒、東経133度58分6秒の点
ホ　北緯34度22分11秒、東経133度58分12秒の点
ヘ　北緯34度22分20秒、東経133度58分23秒の点

基点Ａ　生島港北防波堤突端
〃　Ｂ　トビノ巣鼻北東端
〃　Ｃ　直島町オカメノ鼻南端
〃　Ｄ　土庄町豊島礼田崎南端
〃　Ｅ　川窪埋立地北角
〃　Ｆ　川窪埋立地西角
点　イ　ＡからＣ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＣ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線上イからＥへ150メートルのところ
〃　ニ　ＢからＦ見通し線上ロからＦへ150メートルのところ
〃　ホ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃　ヘ　ＡからＤ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第79号 下笠居漁業協同組合 高松市生島町旧生島塩田地先 漁場の区域　Ａイ、イＣの２直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分11秒、東経133度57分48秒の点

基点Ａ　旧生島塩田北東護岸北端
〃  Ｂ　小坂東防波堤基部
〃　Ｃ　生島港北防波堤突端
点　イ　ＢからＣ見通し線上Ｂから60メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から11月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第80号 下笠居漁業協同組合 高松市亀水町小坂地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハイの３直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分29秒、東経133度58分6秒の点
ロ　北緯34度22分37秒、東経133度57分43秒の点
ハ　北緯34度22分14秒、東経133度58分1秒の点

基点Ａ　直島町オカメノ鼻南端
〃　Ｂ　神在鼻ミコ石
         （北緯34度22分21.281秒、東経133度58分29.39秒の点）
〃　Ｃ　消防学校前防波堤突端
〃　Ｄ　生島港北防波堤突端
〃　Ｅ　紅ノ峰鼻北端
点　イ　ＢからＥ見通し線とＤからＡ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣから真方位347度11分22秒の線との交差点
〃　ハ　ＤからＡ見通し線とＣからロ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第81号 下笠居漁業協同組合 高松市生島町・亀水町地先

漁場の区域　イロ、ロト、トチ、チヌ、ヌリ、リＥ、Ｅハ、ハニ、ニヘ、ヘホ、ホイの11
直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分45秒、東経133度58分11秒の点
ロ　北緯34度22分29秒、東経133度58分6秒の点
ハ　北緯34度22分58秒、東経133度56分31秒の点
ニ　北緯34度23分4秒、東経133度56分34秒の点
ホ　北緯34度23分7秒、東経133度57分0秒の点
ヘ　北緯34度23分7秒、東経133度56分51秒の点
ト　北緯34度22分40秒、東経133度57分34秒の点
チ　北緯34度22分43秒、東経133度57分35秒の点
リ　北緯34度22分49秒、東経133度57分7秒の点
ヌ　北緯34度22分52秒、東経133度57分8秒の点

基点Ａ　ヨットハーバー東側埋立地護岸中央角から護岸沿い東へ38メートルのとこ
ろ
         （北緯34度21分17.113秒、東経134度2分43.147秒の点）
〃　Ｂ　神在鼻ミコ石
         （北緯34度22分21.281秒、東経133度58分29.39秒の点）
〃　Ｃ　生島港北防波堤突端
〃　Ｄ　紅ノ峰高頂（245メートル）
〃　Ｅ　紅ノ峰鼻北端
〃　Ｆ　大崎鼻北峰高頂（206メートル）
〃　Ｇ　小槌島高頂
〃　Ｈ　直島町荒神島西端
〃　Ｉ　直島町オカメノ鼻南端
点　イ　ＡからＧ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点
〃　ハ　ＥからＦ見通し線上Ｅから750メートルのところ
〃　ニ　ＥからＧ見通し線上Ｅから750メートルのところ
〃　ホ　ＥからＨ見通し線とＡからＧ見通し線との交差点
〃　ヘ　ホからＦ見通し線上ホから230メートルのところ
〃　ト　ＢからＥ見通し線とＤからＩ見通し線との交差点
〃　チ　ＤからＩ見通し線上トからＩへ100メートルのところ
〃　リ　ＢからＥ見通し線上ＥからＢへ200メートルのところ
〃　ヌ　ＤからＩ見通し線と平行にリから北へ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第82号 下笠居漁業協同組合 高松市亀水町小坂地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＤの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
Ａ　北緯34度22分19.99秒、東経133度57分41.464秒の点
イ　北緯34度22分21秒、東経133度57分49秒の点
ロ　北緯34度22分34秒、東経133度57分47秒の点

基点Ａ　小坂浜北の捨石
〃　Ｂ　神在鼻北端
〃　Ｃ　川窪埋立地北角
〃　Ｄ　トビノ巣鼻北東端
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ロ　ＤからＣ見通し線上Ｄから350メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年８月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第83号 下笠居漁業協同組合 高松市亀水町地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分40秒、東経133度57分34秒の点
ロ　北緯34度22分49秒、東経133度57分7秒の点
ハ　北緯34度22分52秒、東経133度57分8秒の点
ニ　北緯34度22分43秒、東経133度57分35秒の点

基点Ａ　紅ノ峰鼻北端
〃　Ｂ　神在鼻ミコ石
         （北緯34度22分21.281秒、東経133度58分29.39秒の点）
〃　Ｃ　紅ノ峰高頂（245メートル）
〃　Ｄ　直島町オカメノ鼻南端
点　イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線と平行にロから北へ100メートルのところ
〃　ニ　ＣからＤ見通し線上イからＤへ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年８月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第84号 下笠居漁業協同組合 高松市亀水漁港北地先
漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＢの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分58秒、東経133度56分31秒の点
ロ　北緯34度22分47秒、東経133度56分32秒の点

基点Ａ　紅ノ峰鼻北端
〃　Ｂ　亀水漁港北防波堤突端
〃　Ｃ　赤鼻
〃　Ｄ　大崎鼻北峰高頂（206メートル）
点　イ　ＡからＤ見通し線上Ａから750メートルのところ
〃　ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから180メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第85号 下笠居漁業協同組合 高松市亀水町赤鼻地先

漁場の区域　ロハ、ハヌ、ヌル、ルヘ、ヘホ、ホニ、ニロの７直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度23分8秒、東経133度56分4秒の点
ハ　北緯34度23分8秒、東経133度56分6秒の点
ニ　北緯34度22分48秒、東経133度56分23秒の点
ホ　北緯34度22分41秒、東経133度56分19秒の点
ヘ　北緯34度22分41秒、東経133度56分23秒の点
ヌ　北緯34度22分52秒、東経133度56分24秒の点
ル　北緯34度22分44秒、東経133度56分25秒の点

基点Ａ　ヨットハーバー東側埋立地護岸中央角から護岸沿い東へ38メートルのとこ
ろ
         （北緯34度21分17.113秒、東経134度2分43.147秒の点）
〃　Ｂ　紅ノ峰鼻北端
〃　Ｃ　亀水漁港1号防波堤基部
〃　Ｄ　亀水漁港南防波堤西角
〃　Ｅ　亀水養殖場北西角
〃　Ｆ　亀水漁港北防波堤突端
〃　Ｇ　水落
〃　Ｈ　赤鼻
〃　Ｉ　大崎鼻北峰高頂（206メートル）
〃　Ｊ　大崎鼻北東端
〃　Ｋ　小槌島高頂
〃　Ｌ　直島町荒神島西端
点　イ　ＡからＫ見通し線とＢからＬ見通し線との交差点
〃　ロ　ＥからＪ見通し線とＩからイ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＪ見通し線とＩからイ見通し線との交差点
〃　ニ　ＦからＨ見通し線とＥからＪ見通し線との交差点
〃　ホ　ＧからＤ見通し線上Ｇから50メートルのところ
〃　ヘ　ＧからＤ見通し線上Ｇから150メートルのところ
〃　ト　ＦからＨ見通し線上Ｆから320メートルのところ
〃　チ　Ｃから真方位301度30分618メートルのところ
〃　リ　チから真方位173度30分582メートルのところ
〃　ヌ　ＤからＪ見通し線上Ｄから660メートルのところ
〃　ル　へからト見通し線上ヘから124メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第86号 直島漁業協同組合 香川郡直島町井島東地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度30分25秒、東経134度1分38秒の点
ロ　北緯34度30分21秒、東経134度2分11秒の点
ハ　北緯34度29分10秒、東経134度1分33秒の点
ニ　北緯34度29分8秒、東経134度1分24秒の点

基点Ａ　牛ケ首島北端
〃　Ｂ　井島戸尻鼻北端
〃　Ｃ　土庄町豊島亀石北端
〃　Ｄ　土庄町豊島甲崎北端
〃　Ｅ　井島鞍掛ノ鼻東端
〃　Ｆ　尾高島東端
〃　Ｇ　姫泊山高頂（99メートル）
点　イ　ＡからＢ見通し延長線とＦからＥ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し延長線とＧからＥ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＣからＤ見通し延長線とＧからＥ見通し延長線との交差点
〃　ニ　ＣからＤ見通し延長線とＦからＥ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第87号 直島漁業協同組合 香川郡直島町角崎地先

漁場の区域　イロ、ロト、トヘ、ヘニ、ニイの５直線に囲まれた区域
イ　北緯34度28分21秒、東経134度1分4秒の点
ロ　北緯34度28分8秒、東経134度1分25秒の点
ニ　北緯34度27分31秒、東経134度0分30秒の点
ヘ　北緯34度27分18秒、東経134度1分11秒の点
ト　北緯34度27分52秒、東経134度1分23秒の点

基点Ａ　京ノ上臈島北東の高頂
〃　Ｂ　六郎島北端
〃　Ｃ　井島鞍掛ノ鼻南東端
〃　Ｄ　高松市庵治町兜島北端
〃　Ｅ　尾高島東端
〃　Ｆ　柏島東の高頂（76メートル）
〃　Ｇ　積浦漁港南一文字防波堤南端
〃　Ｈ　向島猫鼻南端
点　イ　ＡからＢ見通し延長線とＣからＧ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し延長線とＦからＥ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＦからＥ見通し延長線とＨからＤ見通し線との交差点
〃　ニ　ＧからＣ見通し線とＨからＤ見通し線との交差点
〃　ホ　ＡからＢ見通し延長線上ロから東へ100メートルのところ
〃　ヘ　ＨからＤ見通し線上ハからＤへ100メートルのところ
〃　ト　ホからヘ見通し線上ホから450メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第88号 直島漁業協同組合 香川郡直島町向島北地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度28分47秒、東経134度0分23秒の点
ロ　北緯34度28分26秒、東経134度0分56秒の点
ハ　北緯34度28分11秒、東経134度0分44秒の点
ニ　北緯34度28分33秒、東経134度0分14秒の点

基点Ａ　井島ナカ鼻西端
〃　Ｂ　井島鞍掛ノ鼻西端
〃　Ｃ　京ノ上臈島北東の高頂
〃　Ｄ　六郎島北端
〃　Ｅ　ベンザイ天
〃　Ｆ　向島荒崎鼻北東端
〃　Ｇ　向島白石
〃　Ｈ　ハコ島北端
点　イ　ＡからＧ見通し線とＣからＤ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＤ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＢからＥ見通し線とＨからＦ見通し延長線との交差点
〃　ニ　ＡからＧ見通し線とＦからＨ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第89号 直島漁業協同組合 香川郡直島町井島西地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トロの６直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度29分14秒、東経134度0分14秒の点
ハ　北緯34度29分5秒、東経134度0分3秒の点
ニ　北緯34度29分5秒、東経133度59分51秒の点
ホ　北緯34度29分15秒、東経133度59分40秒の点
ヘ　北緯34度29分39秒、東経134度0分7秒の点
ト　北緯34度29分32秒、東経134度0分14秒の点

基点Ａ　喜兵衛島南東端
〃　Ｂ　岡山県玉野市出崎南端
〃　Ｃ　井島ヘラガ崎ベニ石
〃　Ｄ　井島出崎西端
〃　Ｅ　井島南の高頂（114メートル）
〃　Ｆ　向島北端
〃　Ｇ　家島北西端
〃　Ｈ　六郎島北端
〃　Ｉ　六郎島南端
〃　Ｊ　局島北端
〃　Ｋ　井島ナカ鼻南西端
点　イ　ＢからＦ見通し線とＣからＪ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＧ見通し線とＥからＩ見通し線との交差点
〃　ニ　ＥからＩ見通し線とＡからＨ見通し延長線との交差点
〃　ホ　ＡからＨ見通し線とＣからＪ見通し線との交差点
〃　ヘ　ＣからＪ見通し線上イからＪへ250メートルのところ
〃　ト　ＢからＦ見通し線とヘからＫ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第90号 直島漁業協同組合 香川郡直島町京ノ上臈島地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホイの５直線に囲まれた区域
イ　北緯34度29分58秒、東経133度58分50秒の点
ロ　北緯34度29分39秒、東経133度59分12秒の点
ハ　北緯34度30分14秒、東経133度59分51秒の点
ニ　北緯34度30分17秒、東経133度59分43秒の点
ホ　北緯34度30分16秒、東経133度59分11秒の点

基点Ａ　六郎島北端
〃　Ｂ　井島ヘラガ崎ベニ石
〃　Ｃ　岡山県玉野市蛭子島高頂
〃　Ｄ　大ハタゴ島南端
〃　Ｅ　中島中央
〃　Ｆ　喜兵衛島北端
〃　Ｇ　喜兵衛島南東端
〃　Ｈ　安野島南端
〃　Ｉ　葛島北頂の窪
〃　Ｊ　京ノ上臈島東端
点　イ　ＡからＧ見通し線とＩからＨ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＧ見通し線とＣからＪ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＤ見通し線とＣからＪ見通し線との交差点
〃　ニ　ＢからＤ見通し線とＥからＦ見通し延長線との交差点
〃　ホ　ＥからＦ見通し延長線とＩからＨ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第91号 直島漁業協同組合 香川郡直島町琴反地・外ヶ浜・倉浦地先

漁場の区域　Ｂイ、イハ、ハニ、ニＦ、ＦＥの５直線と最大高潮時海岸線に 囲まれ
た区域。ただし、揚島養魚場内を除く。
Ｆ　北緯34度26分39.834秒、東経133度59分55.629秒の点
イ　北緯34度26分40秒、東経133度58分54秒の点
ハ　北緯34度26分28秒、東経133度59分47秒の点
ニ　北緯34度26分33秒、東経134度0分1秒の点

基点Ａ　爼石灯標
〃　Ｂ　串山ノ鼻南端
〃　Ｃ　地蔵山高頂
〃　Ｄ　揚島南端
〃　Ｅ　オカメノ鼻桟橋基部
〃　Ｆ　磯玉姫の鼻
〃　Ｇ　波無の鼻南端
〃　Ｈ　小林の鼻
         （北緯34度26分44.157秒、東経134度0分15.566秒の点）
〃　Ｉ　土庄町豊島礼田崎南端
〃　Ｊ　柏島高頂
〃　Ｋ　柏島南西端
点　イ　ＡからＪ見通し線とＣからＤ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＪ見通し線とＩからＧ見通し延長線との交差点
〃　ハ　ＡからＪ見通し線上ロからＪへ250メートルのところ
〃　ニ　ＦからＫ見通し線とＨからＧ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第92号 直島漁業協同組合 香川郡直島町荒神島南地先

漁場の区域　ニハ、ハＨ、Ｈホ、ホニの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度27分13秒、東経133度58分4秒の点
ニ　北緯34度27分16秒、東経133度57分16秒の点
ホ　北緯34度26分40秒、東経133度57分23秒の点

基点Ａ　岡山県玉野市ナキンダ鼻東端
〃　Ｂ　葛島西端
〃　Ｃ　葛島南の高頂
〃　Ｄ　荒神島西端
〃　Ｅ　荒神島ニザエモン鼻南東端
〃　Ｆ　串山ノ鼻北端
〃　Ｇ　串山ノ鼻南端
〃　Ｈ　爼石灯標
〃　Ｉ　岡山県玉野市犬戻鼻南端
点　イ　ＡからＢ見通し延長線とＧからＨ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＣからＤ見通し延長線とＦからＩ見通し線との交差点
〃　ハ　ＦからＩ見通し線とＥからＨ見通し線との交差点
〃　ニ　ＦからＩ見通し線上ロからＩへ50メートルのところ
〃　ホ　ＧからＨ見通し延長線上イから西へ50メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第93号 直島漁業協同組合 香川郡直島町荒神島北地先
漁場の区域　ロＡ、Ａイ、イＣの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
イ　北緯34度27分48秒、東経133度57分48秒の点

基点Ａ　荒神島タラエモン鼻北端
〃　Ｂ　荒神島大石鼻高頂
〃　Ｃ　荒神島大石鼻北端
〃　Ｄ　葛島南西端
〃　Ｅ　風戸山高頂（118メートル）
点　イ　ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線と最大高潮時海岸線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第94号 直島漁業協同組合 香川郡直島町葛島西地先
漁場の区域　Ａイ、イロ、ロハの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
イ　北緯34度28分4秒、東経133度57分13秒の点
ロ　北緯34度28分26秒、東経133度56分58秒の点

基点Ａ　葛島南西端
〃　Ｂ　荒神島大石鼻北端
〃　Ｃ　岡山県玉野市蛸崎鼻東端
〃　Ｄ　トビス中央
〃　Ｅ　岡山県玉野市獺越鼻南西端（玉野市玉野浄化センター西側防波堤基部）
〃　Ｆ　葛島高頂（105メートル）
点　イ　ＡからＣ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＤからＦ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＦ見通し線と最大高潮時海岸線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年３月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第95号 松山漁業協同組合 坂出市大屋冨町地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＣの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域。た
だし、ＡＣ間最大高潮時海岸線から沖出し10メートルの区域を除く。
イ　北緯34度22分7秒、東経133度53分19秒の点
ロ　北緯34度21分55秒、東経133度53分21秒の点

基点Ａ　相模坊下８号防砂堤突端
〃　Ｂ　瀬居島北東端
〃　Ｃ　相模坊下４号防砂堤突端
〃　Ｄ　瀬居島南端
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから150メートルのところ
〃　ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから250メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年５月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市大屋冨町・青海町・高屋町・神谷町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第96号 松山漁業協同組合 坂出市大屋冨町地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分5秒、東経133度53分11秒の点
ロ　北緯34度22分6秒、東経133度53分15秒の点
ハ　北緯34度21分54秒、東経133度53分17秒の点
ニ　北緯34度21分52秒、東経133度53分14秒の点

基点Ａ　相模坊下８号防砂堤突端
〃　Ｂ　瀬居島北東端
〃　Ｃ　相模坊下４号防砂堤突端
〃　Ｄ　瀬居島南端
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから350メートルのところ
〃　ロ　イからＡ見通し線上イから100メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから350メートルのところ
〃　ニ　ハからＤ見通し線上ハから100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年８月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市大屋冨町・青海町・高屋町・神谷町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第97号 坂出市漁業協同組合 坂出市王越町旧木沢塩田地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トハの５直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度22分57秒、東経133度55分2秒の点
ニ　北緯34度22分54秒、東経133度54分59秒の点
ホ　北緯34度22分39秒、東経133度55分0秒の点
ヘ　北緯34度22分44秒、東経133度55分14秒の点
ト　北緯34度22分58秒、東経133度55分12秒の点

基点Ａ　大崎鼻（高松市、坂出市境界）
〃　Ｂ　小槌島高頂
〃　Ｃ　王越町大崎山高頂（231メートル）
〃　Ｄ　王越町宮ノ鼻
〃　Ｅ　旧木沢塩田防砂堤突端
〃　Ｆ　岡山県玉野市宮田山高頂（122メートル）
〃　Ｇ　乃田造船跡防砂堤突端
〃　Ｈ　三木水産作業場北端
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃　ロ　ＤからＣ見通し線上Ｄから500メートルのところ
〃　ハ　イからロ見通し線とＨからＤ見通し延長線との交差点
〃　ニ　ＦからＧ見通し線とイからロ見通し線との交差点
〃　ホ　ＧからＦ見通し線上Ｇから70メートルのところ
〃　ヘ　ＥからＦ見通し線上Ｅから70メートルのところ
〃　ト　ＥからＦ見通し線上とＨからＤ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市王越町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第98号 坂出市漁業協同組合 坂出市王越町旧乃生塩田東地先

漁場の区域　イロ、ロホ、ホヘ、ヘイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分53秒、東経133度54分23秒の点
ロ　北緯34度22分54秒、東経133度54分26秒の点
ホ　北緯34度22分49秒、東経133度54分26秒の点
ヘ　北緯34度22分48秒、東経133度54分22秒の点

基点Ａ　岡山県玉野市宮田山高頂（122メートル）
〃　Ｂ　旧乃生塩田防砂堤突端
〃　Ｃ　乃生漁港東防波堤基部から防波堤沿い突端へ50メートルのところ
         （北緯34度22分45.307秒、東経133度54分26.171秒の点）
〃　Ｄ　王越町宮ノ鼻
〃　Ｅ　宮ノ鼻海岸保護水面南標柱
〃　Ｆ　三木水産作業場北端
〃　Ｇ　乃生海岸北防砂堤突端
点　イ　ＢからＡ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＣからＡ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＣからＡ見通し線とＥからＧ見通し線との交差点
〃　ニ　ＢからＡ見通し線とＥからＧ見通し線との交差点
〃　ホ　ＡからＣ見通し線上ハからＣへ50メートルのところ
〃　ヘ　ＡからＢ見通し線上ニからＢへ50メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年８月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市王越町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第99号 坂出市漁業協同組合 坂出市王越町旧乃生塩田地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分53秒、東経133度54分22秒の点
ロ　北緯34度22分50秒、東経133度54分22秒の点
ハ　北緯34度22分48秒、東経133度54分1秒の点
ニ　北緯34度22分51秒、東経133度54分0秒の点

基点Ａ　王越町宮ノ鼻
〃　Ｂ　宮ノ鼻海岸保護水面南標柱
〃　Ｃ　旧乃生塩田防砂堤突端
〃　Ｄ　乃生海岸南防砂堤西角から防波堤沿い突端へ70メートルのところ
         （北緯34度22分41.846秒、東経133度54分2.249秒の点）
〃　Ｅ　乃生海岸北防砂堤突端
〃　Ｆ　三木水産作業場北端
〃　Ｇ　岡山県玉野市新割山高頂（234メートル）
〃　Ｈ　岡山県玉野市宮田山高頂（122メートル）
点　イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃　ハ　ＤからＧ見通し線とＥからＢ見通し線との交差点
〃　ニ　ＦからＡ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市王越町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第100号 坂出市漁業協同組合 坂出市王越町旧乃生塩田西地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度22分56秒、東経133度53分57秒の点
ロ　北緯34度22分51秒、東経133度54分1秒の点
ハ　北緯34度22分51秒、東経133度53分59秒の点
ニ　北緯34度22分57秒、東経133度53分55秒の点

基点Ａ　岡山県倉敷市竪場島高頂（45メートル）
〃　Ｂ　乃生岬
〃　Ｃ　三木水産作業場北端
〃　Ｄ　王越町宮ノ鼻
〃　Ｅ　宮ノ鼻海岸保護水面南標柱
〃　Ｆ　旧乃生塩田北護岸西角より護岸沿い東へ200メートルのところ
         （北緯34度22分40.336秒、東経133度54分8.3秒の点）
〃　Ｇ　乃生海岸南防砂堤突端
点　イ　ＡからＦ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＦ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ハ　ＡからＧ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＧ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年８月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市王越町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第101号 与島漁業協同組合 坂出市瀬居町中鼻地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロハ、ハＥの４直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区
域
Ａ　北緯34度21分20.061秒、東経133度51分31.459秒の点
イ　北緯34度21分22秒、東経133度51分36秒の点
ロ　北緯34度21分29秒、東経133度51分33秒の点
ハ　北緯34度21分29秒、東経133度51分32秒の点

基点Ａ　東浦漁港本浦北部防波堤突端から基部へ90メートルのところ
〃　Ｂ　峰池西側山頂（227メートル）
〃　Ｃ　中鼻
〃　Ｄ　馬返し鼻
〃　Ｅ　東浦漁港竹浦１号防波堤中央角
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから130メートルのところ
〃　ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから130メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月16日から翌年５月15日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市瀬居町・沙弥島・与島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第102号 与島漁業協同組合 坂出市瀬居町北浦地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロハ、ハＥの４直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区
域
イ　北緯34度21分39秒、東経133度51分14秒の点
ロ　北緯34度21分38秒、東経133度51分0秒の点
ハ　北緯34度21分29秒、東経133度50分52秒の点

基点Ａ　平石
〃　Ｂ　小瀬居島南端
〃　Ｃ　トビの巣鼻北端
〃　Ｄ　小瀬居島西端
〃　Ｅ　北浦大石
〃　Ｆ　室木島東端
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃　ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから50メートルのところ
〃　ハ　ＥからＦ見通し線上Ｅから50メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月16日から翌年５月15日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市瀬居町・沙弥島・与島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第103号 与島漁業協同組合 坂出市番ノ州町西地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度20分7秒、東経133度49分6秒の点
ロ　北緯34度20分6秒、東経133度48分50秒の点
ハ　北緯34度20分40秒、東経133度48分56秒の点
ニ　北緯34度20分41秒、東経133度49分11秒の点

基点Ａ　宇多津町吉田西護岸中央角
〃　Ｂ　多度津町高見島北端
〃　Ｃ　番ノ州埋立地西護岸北端基部から護岸沿い南へ150メートルのところ  （北
緯34度20分40.844秒、東経133度49分19.068秒の点）
〃　Ｄ　多度津町佐柳島高頂
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから600メートルのところ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから600メートルのところ
〃　ニ　ＣからＤ見通し線上Ｃから200メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月11日から翌年４月10日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市瀬居町・沙弥島・与島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第104号代表　与島漁業協同組合
　　　宇多津漁業協同組合

綾歌郡宇多津町吉田西地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度20分7秒、東経133度49分10秒の点
ロ　北緯34度20分6秒、東経133度48分54秒の点
ハ　北緯34度19分49秒、東経133度48分58秒の点
ニ　北緯34度19分51秒、東経133度49分14秒の点

基点Ａ　宇多津町吉田西護岸中央角
〃　Ｂ　Ａから護岸沿い南へ500メートルのところ
         （北緯34度19分51.292秒、東経133度49分17.405秒の点）
〃　Ｃ　多度津町高見島高頂（竜王の森298メートル）
〃　Ｄ　多度津町高見島北端
点　イ　ＡからＤ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃　ロ　ＡからＤ見通し線上Ａから500メートルのところ
〃　ハ　ＢからＣ見通し線上Ｂから500メートルのところ
〃　ニ　ＢからＣ見通し線上Ｂから100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月11日から翌年４月10日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市瀬居町・沙弥島・与島町・岩黒・櫃石、綾歌郡宇多津町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第105号代表　与島漁業協同組合
　　　宇多津漁業協同組合

綾歌郡宇多津町吉田西地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度20分7秒、東経133度49分10秒の点
ロ　北緯34度20分6秒、東経133度48分54秒の点
ハ　北緯34度19分49秒、東経133度48分58秒の点
ニ　北緯34度19分51秒、東経133度49分14秒の点

基点Ａ　宇多津町吉田西護岸中央角
〃　Ｂ　Ａから護岸沿い南へ500メートルのところ
         （北緯34度19分51.292秒、東経133度49分17.405秒の点）
〃　Ｃ　多度津町高見島高頂（竜王の森298メートル）
〃　Ｄ　多度津町高見島北端
点　イ　ＡからＤ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃　ロ　ＡからＤ見通し線上Ａから500メートルのところ
〃　ハ　ＢからＣ見通し線上Ｂから500メートルのところ
〃　ニ　ＢからＣ見通し線上Ｂから100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 ４月11日から翌年７月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市瀬居町・沙弥島・与島町・岩黒・櫃石、綾歌郡宇多津町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第106号 与島漁業協同組合 坂出市櫃石漁港地先

漁場の区域　イニ、ニハ、ハロ、ロイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度25分9秒、東経133度48分31秒の点
ロ　北緯34度25分9秒、東経133度48分33秒の点
ハ　北緯34度25分6秒、東経133度48分33秒の点
ニ　北緯34度25分6秒、東経133度48分31秒の点

基点Ａ　櫃石漁港東防波堤基部
〃　Ｂ　櫃石漁港東防波堤突端から基部へ150メートルのところ
         （北緯34度25分5.458秒、東経133度48分30.37秒の点）
〃　Ｃ　岡山県釜島高頂
〃　Ｄ　岡山県釜島北西端
点　イ　ＡからＤ見通し線上Ａから20メートルのところ
〃　ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから20メートルのところ
〃　ハ　ＢからＣ見通し線上Ｂから70メートルのところ
〃　ニ　ＡからＤ見通し線上Ａから70メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月16日から翌年５月15日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

坂出市瀬居町・沙弥島・与島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第107号 宇多津漁業協同組合 綾歌郡宇多津町旧沖桝塩田地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度19分15秒、東経133度48分8秒の点
ニ　北緯34度19分34秒、東経133度48分48秒の点
ホ　北緯34度20分3秒、東経133度48分40秒の点
ヘ　北緯34度19分40秒、東経133度47分52秒の点

基点Ａ　旧沖桝塩田北護岸東角
〃　Ｂ　旧沖桝塩田北護岸西角
〃　Ｃ　丸亀市本島町小阪高頂（204メートル）
〃　Ｄ　丸亀市本島東端
〃　Ｅ　坂出市瀬居島高頂（112メートル）
〃　Ｆ　三豊市詫間町志々島南の窪
点　イ　ＡからＤ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＣ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＢからＣ見通し線上ロからＢへ800メートルのところ
〃　ニ　ＡからＤ見通し線上イからＡへ825メートルのところ
〃　ホ　ＡからＤ見通し線上イからＤへ100メートルのところ
〃　ヘ　　ＢからＣ見通し線上ロからＣへ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月11日から翌年４月10日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

綾歌郡宇多津町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第108号 宇多津漁業協同組合 綾歌郡宇多津町大束川尻東地先

漁場の区域　イホ、ホヘ、ヘト、トチ、チリ、リヌ、ヌル、ルイの8直線に囲まれた区
域
イ　北緯34度19分23秒、東経133度49分23秒の点
ホ　北緯34度19分16秒、東経133度49分8秒の点
へ　北緯34度19分13秒、東経133度49分10秒の点
ト　北緯34度19分10秒、東経133度49分10秒の点
チ　北緯34度19分7秒、東経133度49分5秒の点
リ　北緯34度19分10秒、東経133度49分3秒の点
ヌ　北緯34度19分21秒、東経133度49分2秒の点
ル　北緯34度19分25秒、東経133度49分22秒の点

基点Ａ　北浦漁港港外防波堤西端
〃　Ｂ　上真島北端
〃　Ｃ　北浦漁港西岸壁基部西端
〃　Ｄ　吉田埋立地西護岸南角防波堤突端
〃　Ｅ　北浦埋立地北護岸西角
〃　Ｆ　北浦埋立地北護岸西角から護岸沿い南へ172メートルのところ
         （北緯34度19分10.602秒、東経133度49分12.478秒の点)
〃　Ｇ　大束川尻左岸護岸突端
〃　Ｈ　大束川尻左岸護岸突端から護岸沿い西へ220メートルのところ
         （北緯34度19分2.679秒、東経133度49分3.606秒の点)
〃　I　宇多津港防波堤突端
〃　J　大束川尻左岸護岸突端から護岸沿い西へ130メートルのところ
         （北緯34度19分4.13秒、東経133度49分6.661秒の点)
点　イ　ＣからＤ見通し線上Ｃから30メートルのところ
〃　ロ　ＦからＥ見通し延長線上Ｅから30メートルのところ
〃　ハ　ＣからＥ見通し延長線上Ｅから30メートルのところ
〃　ニ　ＦからＩ見通し線上Ｆから30メートルのところ
〃　ホ　イからロ見通し延長線とニからハ見通し延長線との交差点
〃　へ　ＧからＥ見通し線とニからハ見通し線との交差点
〃　ト　ＧからＥ見通し線とＦからＩ見通し線との交差点
〃　チ　ＦからＩ見通し線とＪから護岸と直角に沖出しした線との交差点
〃　リ　Ｈからヌ見通し線とＪから護岸と直角に沖出しした線との交差点
〃　ヌ　ＡからＢ見通し線上Ａから567メートルのところ
〃　ル　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月1日から翌年７月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

綾歌郡宇多津町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第109号 宇多津漁業協同組合 綾歌郡宇多津町大束川尻地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トイの7直線に囲まれた区域
イ　北緯34度19分8秒、東経133度48分59秒の点
ロ　北緯34度19分5秒、東経133度48分56秒の点
ハ　北緯34度19分12秒、東経133度48分51秒の点
ニ　北緯34度19分5秒、東経133度48分35秒の点
ホ　北緯34度19分10秒、東経133度48分32秒の点
へ　北緯34度19分18秒、東経133度48分47秒の点
ト　北緯34度19分20秒、東経133度48分58秒の点

基点Ａ　北浦漁港港外防波堤西端
〃　Ｂ　丸亀市牛島東端
〃　Ｃ　上真島北端
〃　Ｄ　旧沖桝塩田北護岸防砂堤基部
〃　Ｅ　旧沖桝塩田北護岸防砂堤基部から60メートルのところ
         （北緯34度19分4.007秒、東経133度48分53.749秒の点)
〃　Ｆ　旧沖桝塩田北護岸東角
〃　Ｇ　宇多津港防波堤突端
〃　Ｈ　旧沖桝塩田北護岸防砂堤基部から護岸沿い西へ400メートルのところ
         （北緯34度18分55.721秒、東経133度48分41.469秒の点)
〃　I　北浦埋立地北護岸西角
点　イ　ＥからＩ見通し線上Ｅから184メートルのところ
〃　ロ　ＥからＩ見通し線とＦからＢ見通し線との交差点
〃　ハ　ＦからＢ見通し線上Ｆから325メートルのところ
〃　ニ　Ｈから護岸と直角に沖出し340メートルのところ
〃　ホ　Ｈから護岸と直角に沖出し500メートルのところ
〃　へ　ＡからＣ見通し線とＦからＢ見通し線との交差点
〃　ト　ＡからＣ見通し線とＧからイ見通し線延長線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月1日から翌年７月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

綾歌郡宇多津町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第110号 丸亀市漁業協同組合 丸亀市上真島地先

漁場の区域　ロヌ、ヌリ、リチ、チハ、ハト、トル、ルホ、ホロの８直線に囲まれた
区域
ロ　北緯34度19分29秒、東経133度47分46秒の点
ハ　北緯34度19分1秒、東経133度47分28秒の点
ホ　北緯34度19分9秒、東経133度47分8秒の点
ト　北緯34度18分55秒、東経133度47分32秒の点
チ　北緯34度19分6秒、東経133度47分38秒の点
リ　北緯34度19分0秒、東経133度47分41秒の点
ヌ　北緯34度19分10秒、東経133度47分59秒の点
ル　北緯34度18分46秒、東経133度47分15秒の点

基点Ａ　旧土器塩田北護岸東角
〃　Ｂ　牛島西端
〃　Ｃ　上真島北端
〃　Ｄ　上真島西端
〃　Ｅ　下真島北端
〃　Ｆ　富士見町５丁目護岸北西端
〃　Ｇ　富士見町５丁目護岸北東端から護岸沿い西へ160メートルのところ
         （北緯34度18分33.086秒、東経133度47分27.738秒の点)
〃　Ｈ　旧土器塩田北護岸西角
点　イ　ＡからＢ見通し線とＥからＣ見通し延長線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上イからＢへ500メートルのところ
〃　ハ　ＨからＤ見通し延長線とＥからＣ見通し線との交差点
〃　ニ　ＣからＥ見通し線上ハからＥへ350メートルのところ
〃　ホ　Ｇからニ見通し延長線上ニから500メートルのところ
〃　ヘ　ニからＧ見通し線上ニから200メートルのところ
〃　ト　ハからＨ見通し線上ハから200メートルのところ
〃　チ　ＨからＢ見通し線とＥからＣ見通し延長線との交差点
〃　リ　ＨからＢ見通し線上チからＨへ200メートルのところ
〃　ヌ　ＡからＢ見通し線上イからＡへ200メートルのところ
〃　ル　トからヘ見通し延長線とＦからホ見通し線との交差点

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月11日から翌年４月10日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

丸亀市（丸亀市漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第111号 丸亀市漁業協同組合 丸亀市昭和町第3期埋立地地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
イ　北緯34度18分38秒、東経133度46分54秒の点
ロ　北緯34度18分43秒、東経133度46分49秒の点
ハ　北緯34度18分31秒、東経133度46分22秒の点
ニ　北緯34度18分25秒、東経133度46分26秒の点

基点Ａ　昭和町第３期埋立地北護岸東端から護岸沿い西へ100メートルのところ
         （北緯34度18分36.931秒、東経133度46分54.624秒の点)
〃　Ｂ　広島東端
〃　Ｃ　昭和町第３期埋立地北護岸西端から護岸沿い東へ200メートルのところ
         （北緯34度18分24.569秒、東経133度46分26.611秒の点)
〃　Ｄ　広島町白石鼻南端
点　イ　ＡからＢ見通し線上Ａから30メートルのところ
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから230メートルのとこ
〃　ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから230メートルのところ
〃　ニ　ＣからＤ見通し線上Ｃから30メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月11日から翌年４月10日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

丸亀市（丸亀市漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第112号 丸亀市漁業協同組合 丸亀市中津地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホト、トチ、チロの６直線に囲まれた区域
ロ　北緯34度17分49秒、東経133度45分41秒の点
ハ　北緯34度17分33秒、東経133度45分45秒の点
ニ　北緯34度17分22秒、東経133度45分58秒の点
ホ　北緯34度17分14秒、東経133度45分42秒の点
ト　北緯34度17分53秒、東経133度45分10秒の点
チ  北緯34度18分6秒、東経133度45分29秒の点

基点Ａ　下真島北端
〃　Ｂ　金倉川防砂堤突端
〃　Ｃ　丸亀市、多度津町境界
〃　Ｄ　多度津町亀笠島北端
〃　Ｅ　広島町波節岩灯標
〃　Ｆ　広島西端
〃　Ｇ　広島町江ノ浦広島中学校建物中央
         （北緯34度21分54.321秒、東経133度42分56.089秒の点)
点　イ　ＡからＤ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点
〃　ロ　ＢからＧ見通し線上イからＢへ300メートルのところ
〃　ハ　ＢからＦ見通し線上Ｂから600メートルのところ
〃　ニ　ＢからＦ見通し線上Ｂから100メートルのところ
〃　ホ　ＣからＥ見通し線上Ｃから400メートルのところ
〃　ヘ　ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点
〃　ト　ＣからＥ見通し線上ヘからＥへ300メートルのところ
〃　チ　ＢからＧ見通し線上イからＧへ300メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月11日から翌年４月10日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

丸亀市（丸亀市漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第113号 本島漁業協同組合 丸亀市本島町福田地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域
ハ　北緯34度23分40秒、東経133度44分38秒の点
ニ　北緯34度22分53秒、東経133度45分2秒の点
ホ　北緯34度22分50秒、東経133度44分55秒の点
ヘ　北緯34度23分39秒、東経133度44分30秒の点

基点Ａ　カブラ崎鼻西端
〃　Ｂ　岡山県上水島西端
〃　Ｃ　中鼻西端
〃　Ｄ　広島町イナダ浜北鼻東端
〃　Ｅ　カラス小島高頂
〃　Ｆ　広島町芦大浦鼻東端
点　イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃　ハ　ＥからＦ見通し線上ロからＥへ100メートルのところ
〃　ニ　ＣからＤ見通し線上イからＣへ100メートルのところ
〃　ホ　ＣからＤ見通し線上イからＤへ100メートルのところ
〃　ヘ　ＥからＦ見通し線上ロからＦへ100メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年４月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

丸亀市本島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第114号 本島漁業協同組合 江の浦港西地先

漁場の区域　ＡＢ、ＣＤの２直線とＡＣ、ＤＢ間最大高潮時海岸線に囲まれた区域
基点Ａ　江の浦港白灯台
〃　Ｂ　エンド鼻南東端
〃　Ｃ　江の浦港８号防波堤北端
〃　Ｄ　江の浦港７号防波堤南端

第一種区画漁業 藻類養殖業 10月１日から翌年６月30日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

丸亀市本島町・広島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。

区第115号 白方漁業協同組合 仲多度郡多度津町亀笠島東側地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニハ、ハイの4直線に囲まれた区域
イ　北緯34度15分39秒、東経133度42分23秒の点
ロ　北緯34度15分37秒、東経133度42分18秒の点
ハ　北緯34度15分28秒、東経133度42分31秒の点
ニ　北緯34度15分25秒、東経133度42分27秒の点

基点Ａ　西港町矢板防波堤基部
〃　Ｂ　亀笠島高頂
〃　Ｃ　弥谷山高頂（382メートル）
〃　Ｄ　高見島西端
〃　Ｅ　詫間港貯木場埋立北西端防波堤基部
点　イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ロ　ＡからＢ見通し線上イから150メートルのところ
〃　ハ　ＡからＥ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃　ニ　ＡからＥ見通し線上ハから150メートルのところ

第一種区画漁業 藻類養殖業 11月１日から翌年５月31日まで

令和5年10月1日から令
和10年9月30日まで

団体

仲多度郡多度津町（白方漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他保全のため、国又は地方公共団体の
行う事業の施行については、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなければならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示す有効な標識を設置しなければならな
い。



香川県香川海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

区第201号 津田町漁業協同組合
さぬき市津田町鶴羽弁天
島地先

漁場の区域　イロ、ロＡ、Ａハ、ハイの４直線に囲まれた区域
基点A　北緯34度17分16.933秒、東経134度16分3.673秒の点
点イ　北緯34度17分26秒、東経134度15分54秒の点
〃ロ　北緯34度17分23秒、東経134度16分7秒の点
〃ハ　北緯34度17分17秒、東経134度15分49秒の点

基点Ａ　弁天島西端
〃Ｂ　西代川左岸防砂堤基部から海岸沿い西へ300メートルのところ
（北緯34度17分0.291秒、東経134度15分39.482秒の点）
〃Ｃ　松原灯籠
〃Ｄ　吉見漁港北防波堤突端
〃Ｅ　小豆島町風ノ子島高頂
点イ　ＡからＤ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＥ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃ハ　ＡからＣ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市津田町鶴羽

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第202号 津田町漁業協同組合
さぬき市津田町鶴羽名古
島地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区
域
点ハ　北緯34度17分57秒、東経134度16分33秒の点
〃ニ　北緯34度17分47秒、東経134度16分45秒の点
〃ホ　北緯34度17分33秒、東経134度16分21秒の点
〃ヘ　北緯34度17分38秒、東経134度16分9秒の点
　

基点Ａ　東かがわ市女島南端
〃Ｂ　津田町配水池タンク（津田町津田88番地１）
〃Ｃ　鶴羽、津田境界の海境石
〃Ｄ　タテバの北鼻
〃Ｅ　西頭白岩中央
〃Ｆ　名古島北西端
〃Ｇ　名古島南端
点イ　ＡからＧ見通し延長線とＣから真方位45度の線との交差点
〃ロ　ＥからＤ見通し線とＣから真方位45度の線との交差点
〃ハ　ＤからＥ見通し線上ロからＥへ100メートルのところ
〃ニ　ＤからＥ見通し線とＢからＦ見通し延長線との交差点
〃ホ　ＢからＦ見通し線とＡからＧ見通し延長線との交差点
〃へ　ＡからＧ見通し延長線上イからＧへ100メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市津田町鶴羽

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第203号 さぬき市漁業協同組合 さぬき市志度地先

漁場の区域　Ｂニ、ニホ、ホト、トヘ、へＣの５直線と最大高潮
時海岸線に囲まれた区域
基点B　北緯34度19分31.99秒、東経134度10分34.323秒の点
点ニ　北緯34度20分22秒、東経134度10分32秒の点
〃ホ　北緯34度20分19秒、東経134度10分6秒の点
〃ヘ　北緯34度19分45秒、東経134度9分58秒の点
〃ト　北緯34度19分44秒、東経134度10分2秒の点

　基点Ａ　権現鼻西端
〃Ｂ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ

〃Ｃ　さぬき市、高松市牟礼町境界
（北緯34度19分33.825秒、東経134度9分56.562秒の点）
〃Ｄ　高松市牟礼町房前鼻東端
〃Ｅ　高松市庵治町高島北の高頂
〃Ｆ　高松市庵治町高島西端
点イ　ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点
〃ロ　ＣからＥ見通し線上イからＥへ300ｍの点
〃ハ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃ニ　ＢからＦ見通し線上ハからＦへ300ｍの点
〃ホ　ロからニ見通し線上ロから100ｍの点
〃ヘ　ＣからＥ見通し線上イからＣへ740ｍの点
〃ト　ＣからＥ見通し線と直角にヘから東へ100ｍのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第204号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄白方地先

漁場の区域　ニハ、ハホ、ホＤ、Ｄニの４直線に囲まれた区域
点ハ　北緯34度21分4秒、東経134度12分19秒の点
〃ニ　北緯34度20分53秒、東経134度11分54秒の点
〃ホ　北緯34度20分58秒、東経134度12分17秒の点

基点Ａ　さぬき市潮干狩り場中央離岸堤南端
〃Ｂ　大井峠
〃Ｃ　新開漁港埋立地北端
〃Ｄ　大川西部流域下水道終末処理場埋立地北東端
〃Ｅ　立石から海岸沿い北へ30メートルのところ
（北緯34度20分50.47秒、東経134度11分28.322秒の点）
〃Ｆ　土庄町戸形崎
〃Ｇ　土庄町大深山高頂（227メートル）
点イ　ＡからＥ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＥ見通し線とＤからＦ見通し線との交差点
〃ハ　ＧからＢ見通し線上イからＢへ250メートルのところ
〃ニ　ＦからＤ見通し線ロからＤへ250メートルのところ
〃ホ　ニからハ見通し線と平行にＤから東へ見通した線とＣからハ見通し
線との交差点

　

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第205号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄白方地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘイの６直線に
囲まれた区域
点イ　北緯34度20分51秒、東経134度11分30秒の点
〃ロ　北緯34度20分56秒、東経134度11分29秒の点
〃ハ　北緯34度21分14秒、東経134度11分12秒の点
〃ニ　北緯34度21分16秒、東経134度11分21秒の点
〃ホ　北緯34度20分58秒、東経134度11分38秒の点
〃ヘ　北緯34度20分55秒、東経134度11分39秒の点

基点Ａ　立石から海岸沿い北へ30メートルのところ
（北緯34度20分50.47秒、東経134度11分28.322秒の点）
〃Ｂ　白方十字岩
〃Ｃ　小串高頂
〃Ｄ　猿子島高頂
〃Ｅ　小串崎北端
〃Ｆ　二本木ガラモ鼻
〃Ｇ　さぬき市潮干狩り場中央離岸堤南端
〃Ｈ　バベギ鼻
点イ　ＡからＧ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃ロ　ＢからＨ見通し線上Ｂから50メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し延長線とＥからＦ見通し線との交差点
〃ニ　ＥからＦ見通し線上ハからＦへ250メートルのところ
〃ホ　ＢからＨ見通し線上ロからＨへ250メートルのところ
〃ヘ　ＡからＧ見通し線上イからＧへ250メートルのところ

　

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第206号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄室沖地先

漁場の区域　ハニ、ニチ、チリ、リヘ、ヘト、トハの６直線に
よって囲まれた区域
点ハ　北緯34度20分5秒、東経134度10分40秒の点
〃ニ　北緯34度21分0秒、東経134度10分37秒の点
〃ヘ　北緯34度20分53秒、東経134度10分55秒の点
〃ト　北緯34度20分4秒、東経134度11分2秒の点
〃チ　北緯34度21分1秒、東経134度10分52秒の点
〃リ　北緯34度20分53秒、東経134度10分54秒の点

基点Ａ　志度港一文字防波堤東端から真東へ100メートルのところ
（北緯34度19分32.894秒、東経134度10分41.985秒の点）
〃Ｂ　高松市牟礼町房前鼻
〃Ｃ　高松市牟礼町金比羅山高頂
〃Ｄ　高松市庵治町高島北の高頂
〃Ｅ　蜂ヶ浦北端
〃Ｆ　灯篭鼻
〃Ｇ　蜂ヶ浦南端から海岸沿い北へ95メートルのところ
（北緯34度20分53.149秒、東経134度11分1.205秒の点）
点イ　ＦからＢ見通し線上Ｆから150メートルのところ
〃ロ　ＦからＢ見通し線とＡからＤ見通し線との交差点
〃ハ　ＡからＤ見通し線上ロからＤへ100メートルのところ

〃ニ　ＡからＤ見通し線とＥからＣ見通し線との交差点

〃ホ　ＥからＣ見通し線上Ｅから100メートルのところ
〃ヘ　ＧからＣ見通し線とイからホ見通し線との交差点

〃ト　イからホ見通し線上イから100メートルのところ

〃チ　ＥからＣ見通し線上ホからＣへ24メートルのところ

〃リ　ＧからＣ見通し線上ヘからＣへ20メートルのところ

　

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第207号 牟礼漁業協同組合 高松市牟礼町地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＤの３直線とＡＤ間沖出し10メート
ルの只曲線に囲まれた区域
点イ　北緯34度20分8秒、東経134度10分1秒の点
〃ロ　北緯34度20分27秒、東経134度9分45秒の点）

基点Ａ　さぬき市、高松市牟礼町境界
〃Ｂ　原浜防波堤基部
〃Ｃ　房前鼻東端
〃Ｄ　牟礼港川東地区埋立地南端
〃Ｅ　松ヶ鼻東端
〃Ｆ　庵治町高島北の高頂
〃Ｇ　さぬき市穴子海岸北西端
〃Ｈ　さぬき市権現鼻西端
点イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市牟礼町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第208号
代表　牟礼漁業協同組合
　さぬき市漁業協同組合

庵治漁業協同組合
さぬき市志度沖

漁場の区域　ホロ、ロハ、ハヘ、ヘホの４直線によって囲まれ
た区域

点ロ　北緯34度20分56秒、東経134度10分30秒の点
〃ハ　北緯34度20分57秒、東経134度10分5秒の点
〃ホ　北緯34度20分28秒、東経134度10分31秒の点
〃ヘ　北緯34度20分29秒、東経134度10分2秒の点

基点Ａ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ
（北緯34度19分31.99秒、東経134度10分34.323秒の点）
〃Ｂ　さぬき市、高松市牟礼町境界
〃Ｃ　牟礼港川西地区埋立地南端
〃Ｄ　室沖漁港２号防砂堤基部から最大高潮時海岸線沿いに北へ86
メートルのところ
（北緯34度20分24.342秒、東経134度11分13.63秒の点）
〃Ｅ　小串高頂
〃Ｆ　高松市牟礼町金山防波堤北東角
〃Ｇ　高松市庵治町高島西端
点イ　ＡからＧ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＧ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＧ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃ニ　ＢからＧ見通し線とＤからＣ見通し線との交差点
〃ホ　ＡからＧ見通し線上イからＧへ100メートルのところ
〃ヘ　ＢからＧ見通し線上ニからＧへ100メートルのところ
　

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度、高松市牟
礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。
エ　他の免許を受けた漁業と協調の上操業
しなければならない。

区第209号 代表　庵治漁業協同組合
　屋島漁業協同組合

高松市屋島潟ノ内北西部
地先

漁場の区域　イロ、ロヘ、ヘホ、ホイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度22分20秒、東経134度6分29秒の点
〃ロ　北緯34度22分25秒、東経134度6分37秒の点
〃ホ　北緯34度22分29秒、東経134度6分21秒の点
〃ヘ　北緯34度22分33秒、東経134度6分28秒の点

 基点Ａ　屋島東町宮ノ窪洲鼻（旧防砂堤跡）
〃Ｂ　庵治町ハジキ鼻
〃Ｃ　屋島台頂北端（北嶺北端）
〃Ｄ　庵治漁港王ノ下旧突堤灯台
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから300メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し線上最大高潮時海岸線からＤへ50メートルのところ
〃ニ　ＣからＤ見通し線上最大高潮時海岸線からＤへ300メートルのとこ
ろ
〃ホ　イからハ見通し線上イから350メートルのところ
〃ヘ　ロからニ見通し線上ロから350メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町・屋島東町・
屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第210号 四海漁業協同組合 小豆郡土庄町長浜・滝宮
地先

漁場の区域　Ｂイ、イＣの２直線と最大高潮時海岸線に囲ま
れた区域

点イ　北緯34度31分13秒、東経134度10分56秒の点

基点Ａ　満山尻高頂（85メートル）
　（北緯34度31分8.749秒、東経134度10分16.704秒の点）
〃Ｂ　長浜漁港５号防波堤突端
〃Ｃ　早崎北端
〃Ｄ　岡山県瀬戸内市牛窓町前島立石南端
点イ　ＡからＣ見通し線とＢからＤ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 小豆郡土庄町長浜・滝宮

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第211号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町二面長崎
地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度27分39秒、東経134度16分1秒の点
〃ロ　北緯34度27分37秒、東経134度16分5秒の点
〃ハ　北緯34度27分8秒、東経134度15分48秒の点
〃ニ　北緯34度27分7秒、東経134度15分52秒の点

基点Ａ　牛ヶ浦漁港南防波堤突端
〃Ｂ　田浦漁港西防波堤突端
〃Ｃ　長崎漁港南防波堤突端
〃Ｄ　権現鼻北西端
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから175メートルのところ
〃ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから295メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから400メートルのところ
〃ニ　ＣからＤ見通し線上Ｃから280メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 小豆郡小豆島町二面

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第212号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町蒲生地先

漁場の区域　Ａイ、イＣの２直線と最大高潮時海岸線に囲ま
れた区域

基点C　北緯34度28分37.436秒、東経134度13分16.63秒の点
点イ　北緯34度28分41秒、東経134度13分21秒の点

基点Ａ　清水谷１号護岸南西角
〃Ｂ　西風呂沖離岸堤北角
〃Ｃ　旧孔雀園の鼻

点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから80メートルのところ
第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 小豆郡小豆島町蒲生

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第213号 池田漁業協同組合 小豆郡小豆島町飛崎東地
先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＣの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域

基点A　北緯34度28分37.436秒、東経134度13分16.63秒の点
〃C　北緯34度28分27.411秒、東経134度13分5.245秒の点
点イ　北緯34度28分32秒、東経134度13分22秒の点
〃ロ　北緯34度28分25秒、東経134度13分8秒の点

基点Ａ　旧孔雀園の鼻

〃Ｂ　沖の鼻
〃Ｃ　井上誠耕園研修センターの鼻
〃Ｄ　旧二生村、三都村池田湾側境界
　（北緯34度27分20.041秒、東経134度14分15.767秒の点）
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから100メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 小豆郡小豆島町蒲生

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第214号 池田漁業協同組合
小豆郡小豆島町蒲生漁港
地先

漁場の区域　Ｃイ、イＤの２直線と最大高潮時海岸線に囲ま
れた区域

点イ　北緯34度28分52秒、東経134度12分32秒の点

基点Ａ　あおぎ鼻
〃Ｂ　蒲生漁港西蒲生南防波堤突端
〃Ｃ　すみだ川尻東防波堤突端
〃Ｄ　蒲生漁港東蒲生西防波堤突端
点イ　ＣからＡ見通し線とＢからＤ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 小豆郡小豆島町蒲生

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第215号
代表　屋島漁業協同組合

　庵治漁業協同組合
高松市屋島東町石場港地
先

漁場の区域　Ｄロ、ロハ、ハＣの3直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域

点ロ　北緯34度22分8秒、東経134度6分47秒の点
〃ハ　北緯34度22分0秒、東経134度6分52秒の点

　基点Ａ　旧立石塩田北東角
〃Ｂ　石場港船揚場南西角
〃Ｃ　石場港埋立護岸北東角
〃Ｄ　香川県水産試験場敷地北東角
〃Ｅ　屋島少年自然の家塩水プール南東角
〃Ｆ　庵治町丸山高頂(66メートル)
点イ　ＥからＦ見通し線上Ｅから300メートルのところ
〃ロ　Ａからイ見通し線とＥからＦ見通し線と平行にＤから東に延長した
線との交差点
〃ハ　Ａからイ見通し線とＢからＣ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町・屋島東町・
屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第216号 代表　屋島漁業協同組合
庵治漁業協同組合

高松市屋島東町石場港北
地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度22分17秒、東経134度6分42秒の点
〃ロ　北緯34度22分14秒、東経134度6分37秒の点
〃ハ　北緯34度22分6秒、東経134度6分44秒の点
〃ニ　北緯34度22分8秒、東経134度6分47秒の点

基点Ａ　旧立石塩田北東角
〃Ｂ　香川県水産試験場敷地北東角
〃Ｃ　屋島少年自然の家塩水プール南東角
〃Ｄ　庵治町丸山高頂（66メートル）
点イ　ＣからＤ見通し線上Ｃから300メートルのところ
〃ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから150メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し線と平行にＢから東に150メートルのところ
〃ニ　Ａからイ見通し線とＢからハ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町・屋島東町・
屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第217号
代表　屋島漁業協同組合

庵治漁業協同組合
高松市屋島少年自然の家
地先

漁場の区域　Ａロ、ロイ、イＢの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域

点イ　北緯34度22分14秒、東経134度6分37秒の点
〃ロ　北緯34度22分6秒、東経134度6分44秒の点

基点Ａ　香川県水産試験場敷地北東角
〃Ｂ　屋島少年自然の家塩水プール南東角
〃Ｃ　庵治町丸山高頂（66メートル）
点イ　ＢからＣ見通し線上Ｂから150メートルのところ
〃ロ　ＢからＣ見通し線と平行にＡから東へ150メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町・屋島東町・
屋島中町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第218号 屋島漁業協同組合 高松市屋島東町潟ノ内北・
長崎鼻港地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トロの６直線に囲
まれた区域

点ロ　北緯34度23分1秒、東経134度5分47秒の点
〃ハ　北緯34度22分58秒、東経134度5分45秒の点
〃ニ　北緯34度22分51秒、東経134度5分55秒の点
〃ホ　北緯34度22分48秒、東経134度6分0秒の点
〃ヘ　北緯34度22分52秒、東経134度6分3秒の点
〃ト　北緯34度22分55秒、東経134度5分57秒の点

イ　点の位置
基点Ａ　長崎鼻港北防波堤基部
〃Ｂ　庵治町大島南東端
〃Ｃ　旧屋島養魚南防波堤基部から海岸沿い南東へ50メートルのところ
　（北緯34度22分49.636秒、東経134度5分53.92秒の点）
〃Ｄ　庵治町兜島西端
〃Ｅ　屋島台頂北端（北嶺北端）
〃Ｆ　庵治町御殿鼻
〃Ｇ　女木島北端
〃Ｈ　庵治町丸山大西鼻南西端
点イ　ＡからＢ見通し線とＧからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＢ見通し線上イからＡへ50メートルのところ

〃ハ　ＡからＢ見通し線上Ａから50メートルのところ
　
〃ニ　ＣからＤ見通し線上Ｃから50メートルのところ

〃ホ　ＥからＦ見通し線上最大高潮時海岸線からＦへ50メートルのところ

〃ヘ　ＥからＦ見通し線上最大高潮時海岸線からＦへ190メートルのとこ
ろ
　
〃ト　ＣからＤ見通し線上Ｃから190メートルのところ

　

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市屋島東町・屋島中
町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第219号 屋島漁業協同組合 高松市屋島西町浦生地先

漁場の区域　イホ、ホヘ、ヘロ、ロイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分25秒、東経134度5分4秒の点
〃ロ　北緯34度21分26秒、東経134度4分56秒の点
〃ホ　北緯34度21分19秒、東経134度5分3秒の点
〃へ　北緯34度21分21秒、東経134度4分55秒の点

基点Ａ　浜北港南防波堤基部
〃Ｂ　Ａから護岸沿い南へ320メートルのところ
〃Ｃ　朝日町Ｇ地区２号防波堤突端から南へ４番目の排水口
　（北緯34度21分28.46秒、東経134度4分46.092秒の点）
〃Ｄ　Ａから護岸沿い南へ640メートルのところ
〃Ｅ　Ⅽから岸壁沿い南へ370メートルのところ
点イ　ＢからⅭ見通し線上Ｂから250メートルのところ

〃ロ　ＢからⅭ見通し線上イからⅭへ200メートルのところ

〃ハ　ⅮからＥ見通し線上Ⅾから150メートルのところ
〃ニ　ⅮからＥ見通し線上ハからＥへ200メートルのところ
〃ホ　イからハ見通し線上イから165メートルのところ

〃ヘ　ロからニ見通し線上ロから174メートルのところ

　

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市屋島東町・屋島中
町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第220号 高松市瀬戸内漁業協同組合高松市郷東町瀬戸内建材
埋立地地先

漁場の区域　ロニ、ニハ、ハホ、ホロの４直線によって囲まれ
た区域

点ロ　北緯34度21分17秒、東経134度1分13秒の点
〃ハ　北緯34度21分20秒、東経134度1分18秒の点
〃二　北緯34度21分17秒、東経134度1分18秒の点
〃ホ　北緯34度21分22秒、東経134度1分13秒の点

基点Ａ　貯木場東防波堤突端
〃Ｂ　貯木場東防波堤中央角
〃Ｃ　高松市食肉センター北側護岸西角
〃Ｄ　Ｃから護岸沿い東へ70メートルのところ
　（北緯34度21分16.609秒、東経134度1分12.73秒の点）
〃Ｅ　高松市食肉センター北側護岸東角
〃Ｆ　新北町埋立地北側護岸西端
点イ　ＢからＦ見通し線上Ｂから70メートルのところ
〃ロ　Ｄからイ見通し線上Ｄから20メートルのところ
〃ハ　ＡからＦ見通し線と香東川河口左岸護岸の北延長線との交差点
〃ニ　Ｅからハ見通し線上Ｅから20メートルのところ
〃ホ　ＡからＦ見通し線とＤからイ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体
高松市サンポート・浜ノ町・
扇町・瀬戸内町・新北町・
郷東町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第221号 香西漁業協同組合 高松市神在川窪町地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニハ、ハイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度22分4秒、東経133度59分33秒の点
〃ロ　北緯34度21分53秒、東経133度59分26秒の点
〃ハ　北緯34度22分17秒、東経133度58分55秒の点
〃二　北緯34度22分13秒、東経133度58分54秒の点

　基点Ａ　香西港西埋立地北西角
〃Ｂ　神在港西防波堤基部
〃Ｃ　解体場北防波堤突端
〃Ｄ　神在鼻
〃Ｅ　大崎鼻
〃Ｆ　直島町柏島高頂（103メートル）
〃Ｇ　土庄町豊島中山高頂（204メートル）
点イ　ＢからＧ見通し線とＥからＤ見通し延長線との交差点
〃ロ　ＢからＧ見通し線とＡからＣ見通し線との交差点
〃ハ　ＣからＦ見通し線とＥからＤ見通し延長線との交差点
〃ニ　ロからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市香西本町･神在川
窪町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第222号 与島漁業協同組合 坂出市櫃石漁港地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度25分6秒、東経133度48分31秒の点
〃ロ　北緯34度25分6秒、東経133度48分33秒の点
〃ハ　北緯34度25分4秒、東経133度48分33秒の点
〃二　北緯34度25分4秒、東経133度48分31秒の点

基点Ａ　櫃石漁港東防波堤突端から基部へ150メートルのところ
　（北緯34度25分5.458秒、東経133度48分30.37秒の点）
〃Ｂ　櫃石漁港東防波堤突端から基部へ100メートルのところ
　（北緯34度25分3.839秒、東経133度48分30.511秒の点）
〃Ｃ　岡山県釜島高頂
点イ　ＡからＣ見通し線上Ａから20メートルのところ
〃ロ　ＡからＣ見通し線上Ａから70メートルのところ
〃ハ　ＢからＣ見通し線上Ｂから70メートルのところ
〃ニ　ＢからＣ見通し線上Ｂから20メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市瀬居町・沙弥島・与
島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第223号 宇多津漁業協同組合 綾歌郡宇多津町大束川尻
東西地先

漁場の区域　イハ、ハホ、ホヘ、へチ、チリ、リト、トロ、ロイの
8直線に囲まれた区域。

ただし、トロ、ロホ、ホヘ、ヘトの４直線に囲まれた区域は除
く。
点イ　北緯34度19分25秒、東経133度49分22秒の点
〃ロ　北緯34度19分21秒、東経133度49分2秒の点
〃ハ　北緯34度19分23秒、東経133度49分23秒の点
〃ホ　北緯34度19分15秒、東経133度49分5秒の点
〃へ　北緯34度19分7秒、東経133度48分52秒の点
〃ト　北緯34度19分12秒、東経133度48分48秒の点
〃チ　北緯34度18分52秒、東経133度48分23秒の点
〃リ　北緯34度18分58秒、東経133度48分19秒の点

基点Ａ　北浦漁港港外防波堤西端
〃Ｂ　上真島北端
〃Ｃ　北浦漁港西岸壁基部西端
〃Ｄ　吉田埋立地西護岸南角防波堤突端
〃Ｅ　北浦埋立地北護岸西角
〃Ｆ　大束川尻左岸護岸突端
〃Ｇ　旧沖桝塩田北護岸防砂堤基部
〃Ｈ　旧沖桝塩田北護岸西角
〃Ｉ　牛島西端
点イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから567メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから30メートルのところ
〃ニ　北浦埋立地北護岸延長線上Ｅから30メートルのところ
〃ホ　Ｆからロ見通し線とハからニ見通し延長線との交差点
〃へ　Ｇから防波堤突端へ150メートルのところ
〃ト　Ｇからへ見通し延長線上Ｇから350メートルのところ
〃チ　ＨからＩ見通し線上Ｈから150メートルのところ
〃リ　ＨからＩ見通し線上Ｈから350メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 綾歌郡宇多津町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第224号 多度津町漁業協同組合
仲多度郡多度津町蛭子港
防波堤地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度16分54秒、東経133度45分10秒の点
〃ロ　北緯34度16分50秒、東経133度45分11秒の点
〃ハ　北緯34度16分50秒、東経133度45分7秒の点
〃二　北緯34度16分52秒、東経133度45分6秒の点

基点Ａ　蛭子港３号防波堤基部から護岸沿い北東へ55メートルのところ
　（北緯34度16分48.669秒、東経133度45分13.568秒の点）
〃Ｂ　蛭子港２号防波堤突端
〃Ｃ　Ｂから基部へ101メートルのところ
　（北緯34度16分49.545秒、東経133度45分6.831秒の点）
〃Ｄ　蛭子港１号防波堤基部
〃Ｅ　蛭子港１号防波堤突端
〃Ｆ　丸亀市広島町波節岩灯標
点イ　ＡからＦ見通し線とＤからＥ見通し延長線との交差点
〃ロ　Ｂからイ見通し線上Ｂから20メートルのところ
〃ハ　ＣからＥ見通し線上Ｃから10メートルのところ
〃ニ　ＤからＥ見通し延長線上Ｅから10メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 仲多度郡多度津町（多度
津町漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第225号 白方漁業協同組合 仲多度郡多度津町亀笠島
東側地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線によって囲まれ
た区域
　
点イ　北緯34度15分39秒、東経133度42分23秒の点
〃ロ　北緯34度15分34秒、東経133度42分13秒の点
〃ハ　北緯34度15分23秒、東経133度42分23秒の点
〃二　北緯34度15分28秒、東経133度42分31秒の点

基点Ａ　西港町矢板防波堤基部
〃Ｂ　弥谷山高頂（382メートル）
〃Ｃ　福島神社
〃Ｄ　詫間港貯木場埋立北西端防波堤基部
〃Ｅ　亀笠島高頂
〃Ｆ　多度津町小島西端
〃Ｇ　高見島西端
点イ　ＡからＥ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＥ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃ハ　ＡからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃ニ　ＡからＤ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 仲多度郡多度津町（白方
漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第226号 白方漁業協同組合 仲多度郡多度津町亀笠島
南側地先

漁場の区域　チホ、ホヘ、ヘニ、ニト、トチの５直線に囲まれた
区域
点ニ　北緯34度15分16秒、東経133度42分12秒の点
〃ホ　北緯34度15分5秒、東経133度42分38秒の点
〃ヘ　北緯34度14分55秒、東経133度42分24秒の点
〃ト　北緯34度15分33秒、東経133度42分10秒の点
〃チ　北緯34度15分34秒、東経133度42分13秒の点

基点Ａ　福島神社
〃Ｂ　多度津町小島西端
〃Ｃ　西港町矢板防波堤基部
〃Ｄ　三豊市詫間町詫間港貯木場埋立北西端防波堤基部
〃Ｅ　唐戸
〃Ｆ　亀笠島高頂
〃Ｇ　三豊市詫間町詫間港水出埋立地護岸北西角
〃Ｈ　亀笠島東端
点イ　ＣからＤ見通し線とＡからＢ見通し線との交差点
〃ロ　ＣからＧ見通し線とＡからＢ見通し線との交差点
〃ハ　ＥからＦ見通し線とＣからＧ見通し線との交差点
〃ニ　ＥからＦ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃ホ　ＢからＡ見通し線上ロからＡへ300メートルのところ
〃へ　ＦからＥ見通し線上ハからＥへ300メートルのところ
〃ト　ニからＨ見通し延長線とＣからＦ見通し線との交差点
〃チ　ＣからＦ見通し線とＡからＢ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 仲多度郡多度津町（白方
漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第227号 白方漁業協同組合 仲多度郡多度津町亀笠島
西側地先

漁場の区域　イホ、ホニ、ニＤ、ＤＣの４直線と最大高潮時海
岸線に囲まれた区域

点イ　北緯34度15分24秒、東経133度42分8秒の点
〃二　北緯34度14分45秒、東経133度42分13秒の点
〃ホ　北緯34度14分55秒、東経133度42分24秒の点

基点Ａ　唐戸
〃Ｂ　亀笠島高頂
〃Ｃ　亀笠島北西端
〃Ｄ　岩島高頂
〃Ｅ　多度津町、三豊市境界
〃Ｆ　三豊市詫間町詫間港水出埋立地護岸北西角
〃Ｇ　西港町矢板防波堤基部
点イ　ＡからＢ見通し線と最大高潮時海岸線との交差点
〃ロ　ＡからＢ見通し線とＦからＧ見通し線との交差点
〃ハ　ＤからＥ見通し線とＦからＧ見通し線との交差点
〃ニ　ＤからＥ見通し線上ハからＥへ300メートルのところ
〃ホ　ＢからＡ見通し線上ロからＡへ300メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 仲多度郡多度津町（白方
漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第228号 詫間漁業協同組合 三豊市詫間町津島地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハホ、ホイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度14分32秒、東経133度42分9秒の点
〃ロ　北緯34度14分51秒、東経133度41分57秒の点
〃ハ　北緯34度14分38秒、東経133度41分27秒の点
〃ホ　北緯34度14分18秒、東経133度41分42秒の点

基点Ａ　津島北端
〃Ｂ　多度津町岩島高頂
〃Ｃ　多度津町白方漁港第３号防波堤突端
〃Ｄ　詫間港貯木場埋立北西端防波堤基部
〃Ｅ　詫間町水出埋立地東端
〃Ｆ　詫間町志々島西端
〃Ｇ　詫間町水出埋立地北東角から護岸沿い西へ100メートルのところ
　（北緯34度14分13.32秒、東経133度41分36.846秒の点）
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃ロ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃ハ　ＣからＤ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃ニ　ＡからＧ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃ホ　ＥからＦ見通し線上ニからＦへ50メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町詫間

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第229号 詫間漁業協同組合 三豊市詫間町清正公地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロハの３直線と最大高潮時海岸線
に囲まれた区域。ただし、Ａハ間最大高潮時海岸線から沖出
し40メートルの区域を除く。
点イ　北緯34度14分46秒、東経133度40分8秒の点
〃ロ　北緯34度14分30秒、東経133度39分36秒の点
〃ハ　北緯34度14分22秒、東経133度39分40秒の点

　基点Ａ　ゴマジリ大西の鼻西端（北緯34度14分38秒、東経133度40分12
秒の点）
〃Ｂ　粟島立髪鼻東端
〃Ｃ　三玉岩灯標
〃Ｄ　香田大滑走路跡東基部
〃Ｅ　塩生山高頂（140メートル）
〃Ｆ　粟島水尻防波堤突端
点イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃ロ　ＣからＤ見通し線とＥからＦ見通し線との交差点
〃ハ　ＥからＦ見通し線と最大高潮時海岸線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町詫間

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第230号 詫間漁業協同組合 三豊市詫間町須田地先

漁場の区域　Ｃイ、イロ、ロＥの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域。ただし、ＣＥ間最大高潮時海岸線から沖出し
100メートルの区域を除く。

点イ　北緯34度14分18秒、東経133度38分55秒の点
〃ロ　北緯34度14分17秒、東経133度38分33秒の点

基点Ａ　トノワキ鼻西端（北緯34度14分19秒、東経133度39分28秒の点）
〃Ｂ　香田西滑走路跡西基部
〃Ｃ　須田港西防波堤基部（北緯34度14分3秒、東経133度39分9秒の
点）
〃Ｄ　粟島城山高頂
〃Ｅ　香田大滑走路跡東基部（北緯34度14分3秒、東経133度38分41秒
の点）
点イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＡ見通し線上Ｂから600メートルのところ

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町詫間

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第231号 三豊市漁業協同組合
三豊市詫間町粟島一の宮
地先

基点Ａ　牛ノ州鼻南端（北緯34度15分21.701秒、東経133度37分21.426秒
の点）
〃Ｂ　粟島港西防波堤基部（北緯34度16分4.418秒、東経133度37分54.1
秒の点）
〃Ｃ　ヤマンバシ防砂堤基部から北に62メートルのところ
　（北緯34度16分17.183秒、東経133度38分34.161秒の点）
〃Ｄ　妙見山高頂
〃Ｅ　積南柳鼻
点イ　ＥからＣ見通し線とＢからＤ見通し線との交差点
（北緯34度15分47秒、東経133度37分59秒の点）
〃ロ　ＡからＤ見通し線とＥからＣ見通し線との交差点
（北緯34度15分18秒、東経133度37分24秒の点）
　
漁場の区域

Ａロ、ロイ、イＢの３直線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町粟島

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第232号 三豊市漁業協同組合
三豊市詫間町大浜船越地
先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度13分24秒、東経133度36分28秒の点
〃ロ　北緯34度13分13秒、東経133度36分18秒の点
〃ハ　北緯34度14分0秒、東経133度35分16秒の点
〃二　北緯34度14分9秒、東経133度35分30秒の点

基点Ａ　大浜砂浜南端
〃Ｂ　キスゴ山西端（北緯34度13分19.561秒、東経133度36分33.533秒
の点）
〃Ｃ　丸山島大窪の鼻（北緯34度13分5.189秒、東経133度36分28.666秒
の点）
〃Ｄ　観音寺市伊吹町不動鼻（伊吹島北端）
〃Ｅ　観音寺市円上島北端
〃Ｆ　古三崎高頂（62.2メートル）
〃Ｇ　下鼻
〃Ｈ　ミゾオチの鼻（北緯34度14分12.162秒、東経133度35分36.193秒の
点）
点イ　ＢからＧ見通し線とＡからＤ見通し線との交差点
〃ロ　ＣからＦ見通し線とＡからＤ見通し線との交差点
〃ハ　ＣからＦ見通し線とＨからＥ見通し線との交差点
〃ニ　ＢからＧ見通し線とＨからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町大浜

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第233号 三豊市漁業協同組合 三豊市詫間町大浜鴨の越
地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度13分10秒、東経133度36分46秒の点
〃ロ　北緯34度13分11秒、東経133度36分51秒の点
〃ハ　北緯34度12分57秒、東経133度36分50秒の点
〃二　北緯34度12分57秒、東経133度36分45秒の点

基点Ａ　西三ツ岩
〃Ｂ　小干鼻北端
〃Ｃ　名部戸中水門
〃Ｄ　家ノ浦水門
〃Ｅ　香川県、愛媛県境界（余木崎）
〃Ｆ　丸山島南端
〃Ｇ　丸山島大岩（北緯34度13分7.944秒、東経133度36分37.442秒の
点）
点イ　ＡからＥ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＥ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＥ見通し線とＦからＤ見通し線との交差点
〃ニ　ＡからＥ見通し線とＦからＤ見通し線との交差点

第一種区画漁業 貝類垂下式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町大浜

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第301号 下笠居漁業協同組合 高松市亀水町小坂東防波
堤地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度22分10秒、東経133度58分3秒の点
〃ロ　北緯34度22分14秒、東経133度57分59秒の点
〃ハ　北緯34度22分10秒、東経133度57分53秒の点
〃ニ　北緯34度22分6秒、東経133度57分57秒の点

基点Ａ　消防学校前防波堤突端
〃Ｂ　大槌山高頂
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから280メートルのところ
〃ロ　ＡからＢ見通し線上イから150メートルのところ
〃ハ　ＡからＢ見通し線と直角にロから西へ200メートルのところ
〃ニ　ＡからＢ見通し線と直角にイから西へ200メートルのところ

第一種区画漁業 貝類小割式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行
　　については、正当な理由がなければこれ
を拒んではならない。
　イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しな
ければならない。
　ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を
示す有効な標識を設置しなければならない。

区第302号 松山漁業協同組合 坂出市大屋冨町地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度22分6秒、東経133度53分15秒の点
〃ロ　北緯34度22分7秒、東経133度53分19秒の点
〃ハ　北緯34度21分55秒、東経133度53分21秒の点
〃二　北緯34度21分54秒、東経133度53分17秒の点

基点Ａ　相模坊下８号防砂堤突端
〃Ｂ　瀬居島北東端
〃Ｃ　相模坊下４号防砂堤突端
〃Ｄ　瀬居島南端
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから250メートルのところ
〃ロ　イからＡ見通し線上イから100メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから250メートルのところ
〃ニ　ハからＤ見通し線上ハから100メートルのところ

第一種区画漁業 貝類小割式養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市大屋冨町・青海町・
高屋町・神谷町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行
　　については、正当な理由がなければこれ
を拒んではならない。
　イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しな
ければならない。
　ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を
示す有効な標識を設置しなければならない。

区第401号 引田漁業協同組合 東かがわ市坂元、南野地
先

漁場の区域　ホヘ、ヘト、トチ、チリ、リヌ、ヌニ、ニホの７直線
に囲まれた区域
点二　北緯34度13分44秒、東経134度26分15秒の点
〃ホ　北緯34度13分40秒、東経134度26分30秒の点
〃ヘ　北緯34度13分15秒、東経134度26分20秒の点
〃ト　北緯34度13分21秒、東経134度26分6秒の点
〃チ　北緯34度13分15秒、東経134度26分4秒の点
〃リ　北緯34度13分22秒、東経134度25分44秒の点
〃ヌ　北緯34度13分44秒、東経134度25分52秒の点

基点Ａ　徳島県鳴門市北灘町吉崎北端
〃Ｂ　大谷川尻
〃Ｃ　相生漁港西埋立地北東角
〃Ｄ　引田港青灯台
〃Ｅ　引田港北防波堤基部
〃Ｆ　双子島北端
〃Ｇ　毛無島南西端
〃Ｈ　松島西端
点イ　ＢからＨ見通し線とＦからＧ見通し延長線との交差点
〃ロ　ＡからＥ見通し線とＢからＨ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＨ見通し線上ロからＨへ200メートルのところ
〃ニ　ＢからＨ見通し線と直角にイから西へ200メートルのところ
〃ホ　ＢからＨ見通し線と直角にイから東へ200メートルのところ
〃ヘ　ＡからＥ見通し線と平行にハから東へ200メートルのところ
〃ト　ＡからＥ見通し線と平行にハから西へ200メートルのところ
〃チ　ＡからＥ見通し線上ロからＥへ200メートルのところ
〃リ　Ｃからヌ見通し線とＥからＡ見通し線との交差点
〃ヌ　ニからＤ見通し線上ニから600メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 東かがわ市馬宿･南野・引
田・黒羽・吉田・小海・川股

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第402号 引田漁業協同組合 東かがわ市松島地先

漁場の区域　ヘレ、レタ、タチ、チリ、リヌ、ヌル、ルヲ、ヲカ、カ
ワ、ワへの10直線に囲まれた区域
点ヘ　北緯34度14分33秒、東経134度26分38秒の点
〃チ　北緯34度14分20秒、東経134度27分33秒の点
〃リ　北緯34度13分57秒、東経134度27分6秒の点
〃ヌ　北緯34度14分10秒、東経134度26分49秒の点
〃ル　北緯34度14分18秒、東経134度26分57秒の点
〃ヲ　北緯34度14分28秒、東経134度27分8秒の点
〃ワ　北緯34度14分27秒、東経134度26分45秒の点
〃カ　北緯34度14分37秒、東経134度26分56秒の点
〃タ　北緯34度15分4秒、東経134度28分4秒の点
〃レ　北緯34度15分24秒、東経134度27分38秒の点

 基点Ａ　松島北東端
〃Ｂ　松島南西端
〃Ｃ　徳島県鳴門市大麻山高頂
〃Ｄ　徳島県鳴門市北灘町碁の浦漁港防波堤基部
〃Ｅ　東かがわ市引田庁舎中央
〃Ｆ　神山高頂
〃Ｇ　城山鼻東端
〃Ｈ　通念島高頂
点イ　ＤからＢ見通し延長線とＦからＧ見通し延長線との交差点
〃ロ　ＣからＢ見通し延長線とＥからＧ見通し延長線との交差点
〃ハ　イからロ見通し延長線上ロから150メートルのところ
〃ニ　ロからイ見通し線上ロから850メートルのところ
〃ホ　Ｂからハ見通し線上Ｂから300メートルのところ
〃ヘ　Ｈからホ見通し延長線上ホから300メートルのところ
〃ト　Ｈからホ見通し延長線上ホから1,000メートルのところ
〃チ　ニからト見通し延長線上トから1,300メートルのところ
〃リ　ハからＢ見通し延長線上Ｂから1,000メートルのところ
〃ヌ　ハからＢ見通し延長線上Ｂから400メートルのところ
〃ル　ヘからＡ見通し延長線上Ａから200メートルのところ
〃ヲ　ルから真方位43度45分400メートルのところ
〃ワ　Ａからヘ見通し延長上Ａから200メートルのところ
〃カ　ワから真方位43度45分400メートルのところ
〃ヨ　Ａから真方位43度45分2,200メートルのところ
〃タ　ヨからＡ見通し線と直角にヨから南東へ450メートルのところ
〃レ　ヨからＡ見通し線と直角にヨから北西へ450メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

3月25日から翌年1月31日まで令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 東かがわ市馬宿･南野・引
田・黒羽・吉田・小海・川股

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第403号 引田漁業協同組合 東かがわ市松島西地先

基点Ａ　松島南西端
　〃Ｂ　徳島県鳴門市大麻山高頂
〃Ｃ　徳島県鳴門市北灘町碁の浦漁港防波堤基部
〃Ｄ　通念島高頂
〃Ｅ　東かがわ市引田庁舎中央
〃Ｆ　神山高頂
〃Ｇ　城山鼻東端
点イ　ＣからＡ見通し延長線とＦからＧ見通し延長線との交差点
〃ロ　ＢからＡ見通し延長線とＥからＧ見通し延長線との交差点
〃ハ　イからロ見通し延長線上ロから150メートルのところ
（北緯34度15分3秒、東経134度25分44秒の点）
〃ニ　Ａからハ見通し線上Ａから300メートルのところ
（北緯34度14分26秒、東経134度26分30秒の点）
〃ホ　Ｄからニ見通し延長線上ニから1,000メートルのところ
（北緯34度14分49秒、東経134度26分57秒の点）
〃ヘ　ロからイ見通し線上ロから850メートルのところ
（北緯34度15分26秒、東経134度26分12秒の点）
　
漁場の区域

ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区域

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

4月1から10月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 東かがわ市馬宿･南野・引
田・黒羽・吉田・小海・川股

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第404号 引田漁業協同組合 東かがわ市通念島西地先

漁場の区域　ホヘ、ヘト、トチ、チホの４直線に囲まれた区域

点ホ　北緯34度14分19秒、東経134度26分13秒の点
〃へ　北緯34度14分8秒、東経134度25分38秒の点
〃ト　北緯34度14分17秒、東経134度25分26秒の点
〃チ　北緯34度14分33秒、東経134度25分56秒の点

基点Ａ　通念島東端
〃Ｂ　引田港青灯台
〃Ｃ　翼山高頂（125メートル）
〃Ｄ　引田港北防波堤基部
〃Ｅ　双子島高頂
〃Ｆ　一ツ島高頂
〃Ｇ　小豆島町地蔵崎
点イ　ＡからＧ見通し線とＢからロ見通し延長線との交差点
〃ロ　ＦからＥ見通し延長線とＣからＤ見通し延長線との交差点
〃ハ　ロからＥ見通し線上ロから400メートルのところ
〃ニ　イからＧ見通し線上イから600メートルのところ
〃ホ　イからヘ見通し線上イから100メートルのところ
〃へ　ロからイ見通し線上ロから100メートルのところ
〃ト　ハからニ見通し線上ハから100メートルのところ
〃チ　ニからト見通し線上ニから100メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

4月1から翌年1月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体
東かがわ市馬宿･南野・引
田・黒羽・吉田・小海・川股

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第405号 引田漁業協同組合 東かがわ市毛無島地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度13分57秒、東経134度25分47秒の点
〃ロ　北緯34度14分8秒、東経134度26分11秒の点
〃ハ　北緯34度14分1秒、東経134度26分19秒の点
〃ニ　北緯34度13分50秒、東経134度25分55秒の点

基点Ａ　引田漁港赤灯台
〃Ｂ　松島南西端
〃Ｃ　一ツ島高頂
〃Ｄ　双子島高頂
点イ　ＡからＢ見通し線とＣからＤ見通し延長線との交差点
〃ロ　ＡからＢ見通し線上イからＢへ700メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し延長線と平行にロから南東へ300メートルのところ
〃ニ　ＣからＤ見通し延長線上イから南東へ300メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 東かがわ市馬宿･南野・引
田・黒羽・吉田・小海・川股

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第406号 東讃漁業協同組合 東かがわ市松原地先

漁場の区域　ホヘ、ヘハ、ハニ、ニホの４直線に囲まれた区
域
点ハ　北緯34度15分21秒、東経134度22分19秒の点
〃二　北緯34度15分40秒、東経134度22分17秒の点
〃ホ　北緯34度15分41秒、東経134度22分24秒の点
〃ヘ　北緯34度15分22秒、東経134度22分26秒の点

基点Ａ　白鳥港新川防波堤基部
〃Ｂ　ふるさと海岸東突端
〃Ｃ　ＮＴＴ三本松営業所鉄塔
〃Ｄ　三本松港赤灯台
〃Ｅ　一ツ島西端
〃Ｆ　一ツ島東端
〃Ｇ　鹿浦越岬北端
〃Ｈ　白岩
点イ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＦ見通し線とＨからＣ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＥ見通し線とＨからＣ見通し線との交差点
〃ニ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃ホ　ＤからＧ見通し線イからＧへ100メートルのところ
〃ヘ　ＣからＨ見通し線ロからＨへ100メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 東かがわ市松原

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第407号 東讃漁業協同組合 東かがわ市丸亀島北地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度17分11秒、東経134度19分2秒の点
〃ロ　北緯34度16分58秒、東経134度18分55秒の点
〃ハ　北緯34度17分7秒、東経134度18分37秒の点
〃二　北緯34度17分19秒、東経134度18分41秒の点

基点Ａ　丸亀島北西端
〃Ｂ　丸亀島北端
〃Ｃ　丸亀島東端
〃Ｄ　女島東端
〃Ｅ　女島南端
〃Ｆ　北山高頂（226.3メートル）
〃Ｇ　旧北山鼻西鼻北端
〃Ｈ　絹島北端
〃Ｉ　さぬき市打伏の鼻北端
〃Ｊ　さぬき市東頭白岩中央
〃Ｋ　津田港埋立地北端
点イ　ＧからＥ見通し延長線とＩからＢ見通し延長線との交差点
〃ロ　イからＦ見通し線とＪからＢ見通し延長線との交差点
〃ハ　ＤからＣ見通し延長線とＨからＡ見通し延長線との交差点
〃ニ　ＤからＣ見通し延長線とＫからＪ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体
東かがわ市湊･三本松･横
内･西村･小磯･馬篠

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第408号 津田町漁業協同組合 さぬき市津田町鶴羽弁天
島地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度17分31秒、東経134度15分57秒の点
〃ロ　北緯34度17分27秒、東経134度16分9秒の点
〃ハ　北緯34度17分23秒、東経134度16分7秒の点
〃二　北緯34度17分26秒、東経134度15分54秒の点

基点Ａ　鵜部鼻北端
〃Ｂ　弁天島西端
〃Ｃ　西代川左岸防砂堤基部から海岸沿い西へ300メートルのところ
（北緯34度17分0.291秒、東経134度15分39.482秒の点）
〃Ｄ　津田港北防波堤突端
〃Ｅ　吉見漁港北防波堤突端
〃Ｆ　小豆島町風ノ子島高頂
点イ　ＡからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＦ見通し線上Ｂから200メートルのところ
〃ニ　ＢからＥ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市津田町鶴羽

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第409号 さぬき市漁業協同組合 さぬき市小田沖

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度20分44秒、東経134度14分26秒の点
〃ロ　北緯34度20分34秒、東経134度14分19秒の点
〃ハ　北緯34度20分41秒、東経134度14分5秒の点
〃二　北緯34度20分52秒、東経134度14分11秒の点

　基点Ａ　トビガス中央
〃Ｂ　小田漁港北防波堤基部
〃Ｃ　小田浦漁港北防波堤突端から基部へ90メートルのところ（旧突端）
（北緯34度20分19.454秒、東経134度14分9.899秒の点）
〃Ｄ　センクの浜西端
〃Ｅ　小林の高
〃Ｆ　バクの岩中央
〃Ｇ　小豆島町塩谷鼻
〃Ｈ　小豆島町小福部島高頂
点イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃ニ　ＡからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市小田

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第410号 さぬき市漁業協同組合 さぬき市小田地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度20分34秒、東経134度14分19秒の点
〃ロ　北緯34度20分24秒、東経134度14分13秒の点
〃ハ　北緯34度20分29秒、東経134度13分59秒の点
〃二　北緯34度20分41秒、東経134度14分5秒の点

基点Ａ　小田漁港北防波堤基部
〃Ｂ　天神鼻
〃Ｃ　小田浦漁港北防波堤突端から基部へ90メートルのところ（旧突端）
（北緯34度20分19.454秒、東経134度14分9.899秒の点）
〃Ｄ　センクの浜西端
〃Ｅ　興津海水浴場西突堤基部
〃Ｆ　小林の高
〃Ｇ　小豆島町塩谷鼻
〃Ｈ　小豆島町小福部島高頂
点イ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ハ　ＤからＧ見通し線とＢからＥ見通し線との交差点
〃ニ　ＤからＧ見通し線とＡからＦ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市小田

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第411号 さぬき市漁業協同組合 さぬき市小田西浜地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度20分21秒、東経134度13分59秒の点
〃ロ　北緯34度20分21秒、東経134度14分0秒の点
〃ハ　北緯34度20分18秒、東経134度14分2秒の点
〃ニ　北緯34度20分18秒、東経134度14分1秒の点

基点Ａ　クビ石
〃Ｂ　天神鼻
〃Ｃ　小田浦漁港北防波堤基部
〃Ｄ　西浜中央防砂堤基部
〃Ｅ　西浜西防波堤基部
〃Ｆ　大山高頂
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから80メートルのところ
〃ハ　ＣからＦ見通し線とロからＤ見通し線との交差点
〃ニ　ＣからＦ見通し線とイからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市小田

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第412号

代表　さぬき市漁業協同
組合

牟礼漁業協同組合
庵治漁業協同組合

さぬき市志度沖

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分3秒、東経134度10分10秒の点
〃ロ　北緯34度21分6秒、東経134度10分29秒の点
〃ハ　北緯34度21分1秒、東経134度10分29秒の点
〃二　北緯34度20分59秒、東経134度10分10秒の点

 基点Ａ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ
（北緯34度19分31.99秒、東経134度10分34.323秒の点）
〃Ｂ　高松市庵治町高島西端
〃Ｃ　志度港新町西防波堤基部
〃Ｄ　高松市牟礼町金山防波堤北東角
〃Ｅ　小串崎北端
点イ　ＤからＥ見通し線とＣからＢ見通し線との交差点
〃ロ　ＤからＥ見通し線とＡからＢ見通し線との交差点
〃ハ　ＡからＢ見通し線上ロからＡへ150メートルのところ
〃ニ　ＣからＢ見通し線上イからＣへ150メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

3月25日から10月20日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度、高松市牟
礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第413号

代表　さぬき市漁業協同
組合

牟礼漁業協同組合
庵治漁業業協同組合

高松市牟礼町松ヶ鼻地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分21秒、東経134度10分28秒の点
〃ロ　北緯34度21分19秒、東経134度10分11秒の点
〃ハ　北緯34度21分26秒、東経134度10分12秒の点
〃二　北緯34度21分27秒、東経134度10分28秒の点

基点Ａ　松ヶ鼻東端
〃Ｂ　庵治町高島西端
〃Ｃ　さぬき市二本木ガラモ鼻
〃Ｄ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ
（北緯34度19分31.99秒、東経134度10分34.323秒の点）
〃Ｅ　志度港新町西防波堤基部
点イ　ＤからＢ見通し線とＡからＣ見通し線との交差点
〃ロ　ＥからＢ見通し線とＡからＣ見通し線との交差点
〃ハ　ＥからＢ見通し線上ロからＢへ195メートルのところ
〃ニ　ＤからＢ見通し線上イからＢへ195メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

3月25日から10月20日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度、高松市牟
礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第414号

代表　さぬき市漁業協同
組合

　牟礼漁業協同組合
庵治漁業協同組合

高松市牟礼町松ヶ鼻北地
先

　
漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分34秒、東経134度10分12秒の点
〃ロ　北緯34度21分36秒、東経134度10分27秒の点
〃ハ　北緯34度21分31秒、東経134度10分28秒の点
〃ニ　北緯34度21分29秒、東経134度10分12秒の点

基点Ａ　庵治町葛原港防波堤突端
〃Ｂ　庵治町高島西端
〃Ｃ　さぬき市旧グリーンヒル大串南端
（北緯34度21分54.396秒、東経134度12分28.109秒の点）
〃Ｄ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ
（北緯34度19分31.99秒、東経134度10分34.323秒の点）
〃Ｅ　志度港新町西防波堤基部
点イ　ＥからＢ見通し線とＡからＣ見通し線との交差点
〃ロ　ＤからＢ見通し線とＡからＣ見通し線との交差点
〃ハ　ＤからＢ見通し線上ロからＤへ150メートルのところ
〃ニ　ＥからＢ見通し線上イからＥへ150メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

3月25日から10月20日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度、高松市牟
礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第415号 さぬき市漁業協同組合 さぬき市志度地先

漁場の区域　ハロ、ロヘ、ヘト、トハの４直線に囲まれた区域
点ロ　北緯34度20分18秒、東経134度10分2秒の点
〃ハ　北緯34度19分45秒、東経134度9分58秒の点
〃ヘ　北緯34度20分19秒、東経134度10分6秒の点
〃ト　北緯34度19分44秒、東経134度10分2秒の点

基点Ａ　権現鼻西端
〃Ｂ　志度港一文字防波堤東端から基部へ100メートルのところ
（北緯34度19分31.99秒、東経134度10分34.323秒の点）
〃Ｃ　さぬき市、高松市牟礼町境界
〃Ｄ　高松市牟礼町房前鼻東端
〃Ｅ　高松市庵治町高島北の高頂
〃Ｆ　高松市庵治町高島西端
点イ　ＣからＥ見通し線とＡからＤ見通し線との交差点
〃ロ　ＣからＥ見通し線上イからＥへ300ｍの点
〃ハ　ＣからＥ見通し線上イからＣへ740ｍの点
〃ニ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃ホ　ＢからＦ見通し線上ニからＦへ300メートルの点
〃へ　ロからホ見通し線上ロからホへ100メートルのところ
〃ト　ＣからＥ見通し線と直角にハから東へ100メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第416号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄大串地先

漁場の区域　イハ、ハニ、ニホ、ホイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分54秒、東経134度12分14秒の点
〃ハ　北緯34度21分39秒、東経134度12分18秒の点
〃二　北緯34度21分38秒、東経134度12分9秒の点
〃ホ　北緯34度21分52秒、東経134度12分5秒の点

基点Ａ　大串黒岩海岸北端
〃Ｂ　二本木鼻
〃Ｃ　Ｂから海岸沿い北へ80メートルのところ
　（北緯34度21分39.802秒、東経134度12分22.808秒の点）
〃Ｄ　高松市牟礼町鳶ヶ巣鼻
〃Ｅ　高松市庵治町松ヶ鼻東端
〃Ｆ　高松市庵治町葛原港防波堤基部
点イ　ＡからＦ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃ロ　ＢからＤ見通し線上Ｂから100メートルのところ
〃ハ　ＣからＥ見通し線とイからロ見通し線との交差点
〃ニ　ＣからＥ見通し線上ハからＥへ220メートルのところ
〃ホ　ＡからＦ見通し線上イからＦへ220メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

9月15日から翌年1月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第417号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄大谷地先

漁場の区域　Ｂイ、イロ、ロＤ、ＤＣの４直線と最大高潮時海
岸線に囲まれた区域
基点B　北緯34度21分33.068秒、東経134度12分26.209秒の
点
〃C　北緯34度21分23.116秒、東経134度12分33.921秒の点
〃D　北緯34度21分19.822秒、東経134度12分34.883秒の点
点イ　北緯34度21分31秒、東経134度12分19秒の点
〃ロ　北緯34度21分16秒、東経134度12分26秒の点

基点Ａ　二本木鼻
〃Ｂ　二本木ガラモ鼻
〃Ｃ　さぬき市潮干狩り場北離岸堤南端
〃Ｄ　さぬき市潮干狩り場中央離岸堤南端
〃Ｅ　日盛山高頂
〃Ｆ　大川西部流域下水道終末処理場埋立地北西端
〃Ｇ　立石から海岸沿い北へ30メートルのところ
（北緯34度20分50.47秒、東経134度11分28.322秒の点）
〃Ｈ　小串崎北端
点イ　ＡからＦ見通し線とＢからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＤからＧ見通し線とイからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第418号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄長浜地先

基点Ａ　さぬき市潮干狩り場中央離岸堤南端
〃Ｂ　大井峠
〃Ｃ　二子水門
〃Ｄ　立石から海岸沿い北へ30メートルのところ
（北緯34度20分50.47秒、東経134度11分28.322秒の点）
〃Ｅ　高松市庵治町高島北東端
〃Ｆ　土庄町大深山高頂（227メートル）
点イ　ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点
（北緯34度21分0秒、東経134度11分50秒の点）
〃ロ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
（北緯34度21分12秒、東経134度12分16秒の点）
〃ハ　ＦからＢ見通し線上ロからＢへ250メートルのところ
（北緯34度21分4秒、東経134度12分19秒の点）
〃ニ　ＥからＣ見通し線上イからＣへ250メートルのところ
（北緯34度20分53秒、東経134度11分54秒の点）
　
漁場の区域

イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線によって囲まれた区域

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第419号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄長浜沖地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　　北緯34度21分18秒、東経134度11分47秒の点
〃ロ　北緯34度21分44秒、東経134度11分43秒の点
〃ハ　北緯34度21分53秒、東経134度12分1秒の点
〃二　北緯34度21分27秒、東経134度12分11秒の点

基点Ａ　旧真珠島養魚場の南東防波堤基部
〃Ｂ　牟礼港赤灯台
〃Ｃ　土庄町大深山高頂（227メートル）
〃Ｄ　土庄町高見山高頂（153メートル）
〃Ｅ　イモクイ
〃Ｆ　二本木ガラモ鼻
〃Ｇ　大井峠
〃Ｈ　大川西部流域下水道終末処理場埋立地北西角から護岸沿い東へ
33メートルのところ
（北緯34度20分46.997秒、東経134度11分51.974秒の点）
点イ　ＡからＦ見通し線とＨからＤ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＥ見通し線とＨからＤ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＥ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点
〃ニ　ＡからＦ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

4月1日から翌年1月31日ま
で

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第420号 鴨庄漁業協同組合 さぬき市鴨庄蜂ｹ浦地先

漁場の区域　ロハ、ハニ、ニホ、ホロの４直線に囲まれた区域
点ロ　北緯34度21分0秒、東経134度10分37秒の点
〃ハ　北緯34度21分4秒、東経134度10分41秒の点
〃二　北緯34度21分6秒、東経134度10分52秒の点
〃ホ　北緯34度21分1秒、東経134度10分52秒の点

基点Ａ　小串穴の口から海岸沿い北へ50メートルのところ
（北緯34度21分6.475秒、東経134度10分56.442秒の点）
〃Ｂ　蜂ヶ浦北端
〃Ｃ　灯篭鼻南端
〃Ｄ　志度港一文字防波堤東端から真東へ100メートルのところ
（北緯34度19分32.894秒、東経134度10分41.985秒の点）
〃Ｅ　高松市牟礼町房前鼻
〃Ｆ　高松市牟礼町金比羅山高頂
〃Ｇ　高松市庵治町高島高頂
点イ　ＣからＥ見通し線上Ｃから150メートルのところ
〃ロ　ＢからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃ハ　ＡからＦ見通し線上Ａから400メートルのところ
〃ニ　ＡからＦ見通し線上Ａから125メートルのところ
〃ホ　ＢからＦ見通し線とイからニ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市鴨庄

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第421号 牟礼漁業協同組合 高松市牟礼町大町地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トイの６直線に囲
まれた区域
点イ　北緯34度20分29秒、東経134度9分21秒の点
〃ロ　北緯34度20分35秒、東経134度9分47秒の点
〃二　北緯34度20分21秒、東経134度9分59秒の点
〃ホ　北緯34度20分19秒、東経134度9分56秒の点
〃ヘ　北緯34度20分28秒、東経134度9分48秒の点
〃ト　北緯34度20分23秒、東経134度9分27秒の点

基点Ａ　さぬき市蜂ヶ浦船揚場北端
〃Ｂ　さぬき市小串高頂
〃Ｃ　さぬき市穴子海岸北端
〃Ｄ　志度港一文字防波堤東端
〃Ｅ　さぬき市地蔵寺
〃Ｆ　房前鼻東端
〃Ｇ　川東防波堤基部
〃Ｈ　牟礼港川西埋立地南東端
〃Ｉ　金山防波堤突端
点イ　ＨからＢ見通し線上Ｈから150メートルのところ
〃ロ　ＨからＢ見通し線とＩからＤ見通し線との交差点
〃ハ　ＨからＢ見通し線上ロからＨへ100メートルのところ
〃ニ　ＦからＡ見通し線とＩからＤ見通し線との交差点
〃ホ　ＦからＡ見通し線上ニからＦへ100メートルのところ
〃ヘ　ＧからＣ見通し線とハからホ見通し線との交差点
〃ト　ＧからＣ見通し線とイからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市牟礼町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第422号
代表　庵治漁業協同組合
さぬき市漁業協同組合

牟礼漁業協同組合
高松市庵治町葛原地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分17秒、東経134度9分43秒の点
〃ロ　北緯34度21分32秒、東経134度9分42秒の点
〃ハ　北緯34度21分32秒、東経134度9分52秒の点
〃二　北緯34度21分16秒、東経134度9分52秒の点

基点Ａ　松ヶ鼻防砂堤突端
〃Ｂ　マブノ鼻
〃Ｃ　さぬき市大串崎南の高頂（137メートル）
〃Ｄ　さぬき市猿子島高頂
点イ　ＡからＤ見通し線上Ａから170メートルのところ
〃ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから270メートルのところ
〃ハ　ＢからＣ見通し線上ロからＣへ250メートルのところ
〃ニ　ＡからＤ見通し線上イからＤへ250メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度、高松市牟
礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第423号
代表　庵治漁業協同組合
さぬき市漁業協同組合

牟礼漁業協同組合

高松市庵治町マブノ鼻地
先

漁場の区域　イホ、ホヘ、ヘニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分33秒、東経134度9分40秒の点
〃二　北緯34度21分32秒、東経134度9分48秒の点
〃ホ　北緯34度21分45秒、東経134度9分40秒の点
〃ヘ　北緯34度21分44秒、東経134度9分48秒の点

基点Ａ　マブノ鼻
　〃Ｂ　高尻海水浴場北防波堤突端
〃Ｃ　さぬき市大串崎北の高頂南の高（109メートル）
　〃Ｄ　さぬき市大串崎南の高頂（137メートル）
　点イ　ＡからＤ見通し線上Ａから220メートルのところ
　〃ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから250メートルのところ
　〃ハ　ＢからＣ見通し線上ロからＣへ200メートルのところ
　〃ニ　ＡからＤ見通し線上イからＤへ200メートルのところ
　〃ホ　ロからイ見通し線上ロから200メートルのところ
　〃へ　ハからニ見通し線上ハから200メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

10月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 さぬき市志度、高松市牟
礼町・庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第424号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町高尻地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度21分38秒、東経134度9分50秒の点
〃ロ　北緯34度21分59秒、東経134度9分46秒の点
〃ハ　北緯34度21分59秒、東経134度9分56秒の点
〃二　北緯34度21分37秒、東経134度10分0秒の点

基点Ａ　高尻田中の防砂堤突端
〃Ｂ　生の国南鼻
〃Ｃ　さぬき市大串崎北の高頂北の高（旧大串温泉南端）
　（北緯34度21分55.623秒、東経134度12分28.326秒の点）
〃Ｄ　さぬき市大串崎南の高頂（137メートル）
点イ　ＡからＤ見通し線上Ａから450メートルのところ
〃ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから450メートルのところ
〃ハ　ＢからＣ見通し線上ロからＣへ250メートルのところ
〃ニ　ＡからＤ見通し線上イからＤへ250メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

4月1日から10月20日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第425号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町大島港地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度24分29秒、東経134度6分7秒の点
〃ロ　北緯34度24分22秒、東経134度6分6秒の点
〃ハ　北緯34度24分21秒、東経134度5分58秒の点
〃二　北緯34度24分30秒、東経134度6分1秒の点

基点Ａ　弁天島西端
　〃Ｂ　大島港北防波堤基部
　〃Ｃ　重岩
　〃Ｄ　屋島長崎鼻北端
　〃Ｅ　女木島中の高頂（187メートル）
　〃Ｆ　矢竹島南端
　〃Ｇ　土庄町小豊島高頂（133メートル）
　点イ　ＡからＣ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
　〃ロ　ＡからＣ見通し線上イからＣへ225メートルのところ
　〃ハ　ロからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
　〃ニ　ＢからＦ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第426号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町大島地先

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘハの４直線に囲まれた区
域
点ハ　北緯34度24分25秒、東経134度5分58秒の点
〃ニ　北緯34度24分17秒、東経134度5分58秒の点
〃ホ　北緯34度24分13秒、東経134度5分47秒の点
〃ヘ　北緯34度24分23秒、東経134度5分47秒の点

基点Ａ　石島北端
〃Ｂ　矢竹島西端
〃Ｃ　矢竹島東端
〃Ｄ　土庄町豊島東端
　〃Ｅ　女木島中の高頂（187メートル）
　〃Ｆ　女木島南の高頂（216メートル）
　点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから130メートルのところ
　〃ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから430メートルのところ
　〃ハ　Ｅからロ見通し延長線とＤからＣ見通し延長線との交差点
　〃ニ　Ｆからイ見通し延長線とＤからＣ見通し延長線との交差点
　〃ホ　イからＦ見通し線上イから150メートルのところ
　〃ヘ　ロからＥ見通し線上ロから150メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

3月20日から翌年1月31日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第427号 庵治漁業協同組合 高松市庵治町城鼻地先

漁場の区域　ホヘ、ヘト、トチ、チリ、リヲ、ヲホの６直線に囲ま
れた区域
点ホ　北緯34度23分14秒、東経134度6分49秒の点
〃ヘ　北緯34度23分11秒、東経134度6分24秒の点
〃ト　北緯34度23分2秒、東経134度6分29秒の点
〃チ　北緯34度22分53秒、東経134度7分3秒の点
〃リ　北緯34度23分16秒、東経134度7分13秒の点
〃ヲ　北緯34度23分23秒、東経134度6分53秒の点

基点Ａ　ハジキ鼻
　〃Ｂ　相引川尻中央点
（北緯34度21分34.129秒、東経134度7分11.633秒の点）
　〃Ｃ　屋島台頂北端（北嶺北端）
　〃Ｄ　屋島長崎鼻北端
　〃Ｅ　女木島北端
　〃Ｆ　大島アバギの鼻西端
　〃Ｇ　大島東端
〃Ｈ　御殿山根太鼻
　〃Ｉ　御殿山高頂（88メートル）南側の小高
　〃Ｊ　江ノ浦埋立地西側護岸北角
　〃Ｋ　庵治漁港沖防波堤突端
〃Ｌ　庵治漁港一文字防波堤北灯台
　点イ　ＡからＪ見通し線とＥからＬ見通し線との交差点
　〃ロ　ＡからＪ見通し線上Ａから400メートルのところ
　〃ハ　ＢからＦ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点
　〃ニ　ＢからＦ見通し線とＤからＫ見通し線との交差点
　〃ホ　ＣからＩ見通し線とＤからＫ見通し線との交差点
　〃ヘ　ＤからＫ見通し線上ニからＫへ70メートルのところ
　〃ト　ＣからＩ見通し線上ハからＩへ70メートルのところ
　〃チ　ロからト見通し線上ロから100メートルのところ
　〃リ　ＥからＬ見通し線上イからＥへ100メートルのところ
　〃ヌ　ＡからＧ見通し線とＣからＩ見通し線との交差点
　〃ル　Ｈからヌ見通し線とＥからＬ見通し線との交差点
　〃ヲ　ＥからＬ見通し線上ルからＥへ110メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

3月20日から翌年2月10日
まで

令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第428号
代表　庵治漁業協同組合

屋島漁業協同組合
高松市屋島東町潟ノ内北
西部地先

基点Ａ　屋島東町宮ノ窪洲鼻（旧防砂堤跡）
　〃Ｂ　庵治町ハジキ鼻
　〃Ｃ　屋島台頂北端（北嶺北端）
　〃Ｄ　庵治漁港王ノ下旧突堤灯台
　点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから50メートルのところ
　〃ロ　ＡからＢ見通し線上Ａから300メートルのところ
　〃ハ　ＣからＤ見通し線上最大高潮時海岸線からＤへ50メートルのとこ
ろ
〃ニ　ＣからＤ見通し線上最大高潮時海岸線からＤへ300メートルのとこ
ろ
〃ホ　ハからイ見通し線上ハから245メートルのところ
（北緯34度22分39秒、東経134度6分11秒の点）
　〃ヘ　ニからロ見通し線上ニから245メートルのところ
（北緯34度22分42秒、東経134度6分19秒の点）
〃ト　イからハ見通し線上イから350メートルのところ
（北緯34度22分29秒、東経134度6分21秒の点）
〃チ　ロからニ見通し線上ロから350メートルのところ
（北緯34度22分33秒、東経134度6分28秒の点）
　
漁場の区域

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市庵治町･屋島東町･
屋島中町･屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第429号 内海漁業協同組合 小豆郡小豆島町城ヶ島西
地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニハ、ハイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度29分28秒、東経134度21分9秒の点
〃ロ　北緯34度29分28秒、東経134度21分5秒の点
〃ハ　北緯34度29分25秒、東経134度21分9秒の点
〃二　北緯34度29分24秒、東経134度21分5秒の点

基点Ａ　橘漁港東防波堤基部
〃Ｂ　城ヶ島西端
〃Ｃ　城ヶ島高頂
〃Ｄ　Ｂから海岸線沿い南へ150メートルのところ
　（北緯34度29分24.808秒、東経134度21分10.481秒の点）
〃Ｅ　橘、坂手境界（笠ヶ鼻）
　（北緯34度28分39.588秒、東経134度21分12.947秒の点）
〃Ｆ　橘漁港東防波堤突端
点イ　ＡからＣ見通し線とＢからＥ見通し線の交差点
〃ロ　ＡからＣ見通し線上イからＡへ100メートルのところ
〃ハ　ＤからＦ見通し線とＢからＥ見通し線の交差点
〃ニ　ＤからＦ見通し線上ハからＦへ100メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 小豆郡小豆島町橘

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第430号 屋島漁業協同組合 高松市屋島東町長崎旧屋
島養魚地先

漁場の区域　ニホ、ホヘ、ヘト、トニの４直線に囲まれた区域
点二　北緯34度23分4秒、東経134度6分22秒の点
〃ホ　北緯34度23分13秒、東経134度6分18秒の点
〃ヘ　北緯34度23分7秒、東経134度6分3秒の点
〃ト　北緯34度23分0秒、東経134度6分8秒の点

基点Ａ　長崎鼻南の高頂
〃Ｂ　旧屋島養魚南防波堤基部から海岸沿い南東へ50メートルのところ
　（北緯34度22分49.636秒、東経134度5分53.92秒の点）
〃Ｃ　相引川尻中央点
　（北緯34度21分34.129秒、東経134度7分11.633秒の点）
〃Ｄ　庵治町丸山大西鼻南西端
〃Ｅ　庵治町皇神鼻
〃Ｆ　庵治町兜島西端
〃Ｇ　庵治町大島アバギの鼻西端
〃Ｈ　男木島南の高頂（185メートル）
点イ　ＡからＥ見通し線とＣからＧ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＦ見通し線とＤからＨ見通し線との交差点
〃ハ　ＡからＥ見通し線上イからＡへ50メートルのところ
〃ニ　ＣからＧ見通し線と平行にハから南へ50メートルのところ
〃ホ　ＣからＧ見通し線と平行にハから北へ250メートルのところ
〃ヘ　ホからロ見通し延長線上ロから100メートルのところ
〃ト　ＡからＥ見通し線と平行にニから西へ400メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

3月20日から翌年1月31日まで令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市屋島東町・屋島中
町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第431号 屋島漁業協同組合 高松市屋島東町潟ノ内南
地先

漁場の区域　イロ、ロヘ、ヘホ、ホイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度22分47秒、東経134度6分4秒の点
〃ロ　北緯34度22分50秒、東経134度6分9秒の点
〃ホ　北緯34度22分42秒、東経134度6分11秒の点
〃へ　北緯34度22分44秒、東経134度6分16秒の点

基点Ａ　屋島台頂北端（北嶺北端）
〃Ｂ　庵治町御殿山高頂南側の小高（88メートル）
〃Ｃ　庵治漁港王ノ下旧突堤灯台
点イ　ＡからＢ見通し線上最大高潮時海岸線からＢへ100メートルのとこ
ろ
〃ロ　ＡからＢ見通し線上イからＢへ150メートルのところ
〃ハ　ＡからＣ見通し線上最大高潮時海岸線からＣへ100メートルのとこ
ろ
〃ニ　ＡからＣ見通し線上ハからＣへ150メートルのところ
〃ホ　イからハ見通し延長線上ハから150メートルのところ
〃ヘ　ロからニ見通し延長線上ニから150メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市屋島東町・屋島中
町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第432号 屋島漁業協同組合 高松市屋島東町潟ノ内北
地先

漁場の区域　ハホ、ホヘ、ヘニ、ニハの４直線に囲まれた区
域
点ハ　北緯34度22分52秒、東経134度6分3秒の点
〃二　北緯34度22分54秒、東経134度6分5秒の点
〃ホ　北緯34度23分1秒、東経134度5分47秒の点
〃へ　北緯34度23分3秒、東経134度5分48秒の点

基点Ａ　屋島台頂北端（北嶺北端）
〃Ｂ　長崎鼻港北防波堤基部
〃Ｃ　女木島北端
〃Ｄ　庵治町大島南東端
〃Ｅ　庵治町御殿鼻
〃Ｆ　庵治町丸山大西鼻南西端
点イ　ＡからＥ見通し線上と最大高潮時海岸線との交差点
〃ロ　ＢからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃ハ　イからＥ見通し線上イから190メートルのところ
〃ニ　イからＥ見通し線上イから270メートルのところ
〃ホ　ロからＢ見通し線上ロから50メートルのところ
〃ヘ　ロからＤ見通し線上ロから30メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体
高松市屋島東町・屋島中
町・屋島西町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第433号 東瀬戸漁業協同組合 高松市女木町芋谷地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニヘ、ヘイの５直線に囲まれ
た区域
点イ北緯34度24分22秒、東経134度3分38秒の点
〃ロ　北緯34度24分21秒、東経134度3分31秒の点
〃ハ　北緯34度24分0秒、東経134度3分32秒の点
〃二　北緯34度24分0秒、東経134度3分34秒の点
〃ヘ　北緯34度24分8秒、東経134度3分38秒の点

基点Ａ　魚戸南鼻から海岸沿い北へ50メートルのところ
　（北緯34度24分20.994秒、東経134度3分23.306秒の点）
〃Ｂ　土庄町豊島カイカキ埼
〃Ｃ　庵治町矢竹島南端
〃Ｄ　庵治町大島アバギの鼻高頂
〃Ｅ　芋谷用水路南端
点イ　ＡからＣ見通し線上Ａから375メートルのところ
〃ロ　ＡからＣ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃ハ　ＥからＤ見通し線上Ｅから250メートルのところ
〃ニ　ＥからＤ見通し線上Ｅから300メートルのところ
〃ホ　ＥからＤ見通し線上Ｅから400メートルのところ
〃ヘ　ホからイ見通し線とニからＢ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市女木町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第434号 下笠居漁業協同組合 高松市亀水町小坂東防波
堤地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度22分10秒、東経133度58分3秒の点
〃ロ　北緯34度22分14秒、東経133度57分59秒の点
〃ハ　北緯34度22分10秒、東経133度57分53秒の点
〃二　北緯34度22分6秒、東経133度57分57秒の点

基点Ａ　消防学校前防波堤突端
〃Ｂ　大槌山高頂
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから280メートルのところ
〃ロ　ＡからＢ見通し線上イから150メートルのところ
〃ハ　ＡからＢ見通し線と直角にロから西へ200メートルのところ
〃ニ　ＡからＢ見通し線と直角にイから西へ200メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 高松市生島町・亀水町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第435号 直島漁業協同組合
香川郡直島町井島鞍掛地
先

漁場の区域　Ｂイ、イＣの２直線と最大高潮時海岸線に囲ま
れた区域
点イ　北緯34度28分48秒、東経134度0分58秒の点

イ　点の位置
基点Ａ　京ノ上臈島東端
〃Ｂ　井島地蔵鼻南端
〃Ｃ　井島鞍掛ノ鼻南西端
〃Ｄ　向島北端
点イ　ＡからＣ見通し線とＢからＤ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第436号 直島漁業協同組合 香川郡直島町井島長浜地
先

漁場の区域　イロ、ロＥ、Ｅハ、ハイの４直線に囲まれた区域
基点E　北緯34度29分0.683秒、東経134度0分53.949秒の点
点イ　北緯34度29分1秒、東経134度0分27秒の点
〃ロ　北緯34度29分8秒、東経134度0分33秒の点
〃ハ　北緯34度28分53秒、東経134度0分46秒の点

基点Ａ　京ノ上臈島東端
〃Ｂ　岡山県玉野市稲荷鼻南東端
〃Ｃ　井島ヘラガ崎西端
〃Ｄ　井島ナカ鼻西端
〃Ｅ　井島地蔵鼻西端から海岸沿い北へ250メートルのところ（石切場北
端下）
〃Ｆ　井島鞍掛ノ鼻南西端
〃Ｇ　向島北端
〃Ｈ　ハコ島東端
点イ　ＡからＦ見通し線とＤからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＤからＨ見通し線とＢからＣ見通し延長線との交差点
〃ハ　ＡからＦ見通し線とＥからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第437号 直島漁業協同組合 香川郡直島町井島出鼻地
先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度29分41秒、東経134度0分28秒の点
〃ロ　北緯34度29分8秒、東経134度0分31秒の点
〃ハ　北緯34度29分5秒、東経134度0分25秒の点
〃二　北緯34度29分41秒、東経134度0分24秒の点

基点Ａ　岡山県玉野市蛭子島高頂
〃Ｂ　井島ヘラガ崎西端
〃Ｃ　井島団子山高頂（157メートル）
〃Ｄ　井島ナカ鼻西端
〃Ｅ　向島荒崎鼻東端
〃Ｆ　向島荒崎鼻高頂
〃Ｇ　家島高頂
〃Ｈ　京ノ上臈島東の北端
点イ　ＢからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＥ見通し線とＤからＧ見通し線との交差点
〃ハ　ＤからＧ見通し線とＡからＦ見通し線との交差点
〃ニ　ＡからＦ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第438号 直島漁業協同組合 香川郡直島町向島大福浦
地先

漁場の区域　Ａロ、ロＣ、ＣＢの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域
基点B　北緯34度28分20.705秒、東経134度0分16.784秒の点
点イ　北緯34度28分21秒、東経134度0分29秒の点

基点Ａ　向島北端
〃Ｂ　Ａから海岸沿い南へ100メートルのところ

〃Ｃ　向島荒崎鼻
〃Ｄ　井島ヘラガ崎西端
〃Ｅ　ハコ島北端
点イ　ＣからＤ見通し線上Ｃから100メートルのところ
〃ロ　Ａからイ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点

　

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第439号 直島漁業協同組合 香川郡直島町旧家島塩田
地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニＩ、ＩＪ、Ｊイの６直線に囲ま
れた区域
点イ　北緯34度28分12秒、東経133度59分48秒の点
〃ロ　北緯34度28分5秒、東経133度59分42秒の点
〃ハ　北緯34度28分14秒、東経133度59分34秒の点
〃ニ　北緯34度28分23秒、東経133度59分30秒の点

基点Ａ　井島ナカ鼻西端
〃Ｂ　家島南端
〃Ｃ　向島ナカ鼻西端
〃Ｄ　向島南西端
〃Ｅ　直島港本村地区防波堤東屈曲部（古波止基部）
〃Ｆ　吉野石膏株式会社南側高頂
〃Ｇ　安野島南西端
〃Ｈ　局島南端
〃Ｉ　家島白石
〃Ｊ　家島白石鼻浜根
点イ　ＡからＢ見通し延長線とＣからＪ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＢ見通し延長線とＤからＧ見通し線との交差点
〃ハ　ＤからＧ見通し線とＥからＨ見通し線との交差点
〃ニ　ＥからＨ見通し線とＦからＩ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第440号 直島漁業協同組合 香川郡直島町家島西地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＢの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域
点イ　北緯34度28分28秒、東経133度59分29秒の点
〃ロ　北緯34度28分37秒、東経133度59分26秒の点

基点Ａ　家島白石鼻西端
〃Ｂ　家島山の神鼻西端
〃Ｃ　重石ノ鼻高頂（86メートル）
〃Ｄ　三菱マテリアル株式会社直島精錬所煙突
点イ　ＡからＤ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃ロ　ＢからＣ見通し線上Ｂから100メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第441号 直島漁業協同組合 香川郡直島町家島北地先

漁場の区域　Ｇイ、イロ、ロＥ、ＦＨの４直線と最大高潮時海岸
線に囲まれた区域
基点H　北緯34度28分39.028秒、東経133度59分44.65秒の点
点イ　北緯34度28分45秒、東経133度59分48秒の点
〃ロ　北緯34度28分43秒、東経134度0分6秒の点

基点Ａ　寺島早崎北端
〃Ｂ　局島南端
〃Ｃ　井島ヘラガ崎西端
〃Ｄ　井島ナカ鼻西端
〃Ｅ　ハコ島北端
〃Ｆ　ハコ島中央（北側南端）
〃Ｇ　家島ミヤマ尻鼻
〃Ｈ　Ｇから海岸沿い南へ100メートルのところ
点イ　ＡからＢ見通し延長線とＤからＧ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＢ見通し延長線とＣからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第442号 直島漁業協同組合 香川郡直島町局島西地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＢの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域
点イ　北緯34度29分1秒、東経133度59分18秒の点
〃ロ　北緯34度28分48秒、東経133度59分18秒の点

基点Ａ　局島イチジク鼻西端
〃Ｂ　局島南端
〃Ｃ　下烏島南端
〃Ｄ　上烏島南端
点イ　ＡからＣ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃ロ　ＢからＤ見通し線上Ｂから100メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第443号 直島漁業協同組合
香川郡直島町京ノ上臈島
西地先

漁場の区域

ＡからＢ見通し線と最大高潮時海岸線に囲まれた区域
基点Ａ　京ノ上臈島西鼻
〃Ｂ　京ノ上臈島中鼻

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第444号 直島漁業協同組合 香川郡直島町京ノ上臈島
北地先

漁場の区域　イロ、Ｄハ、ハニ、ニＡの４直線と最大高潮時海
岸線に囲まれた区域
点ハ　北緯34度29分44秒、東経133度58分44秒の点
〃二　北緯34度29分43秒、東経133度59分1秒の点

基点Ａ　京ノ上臈島東の北端
〃Ｂ　京ノ上臈島北東の高頂
〃Ｃ　京ノ上臈島北西の高頂
〃Ｄ　京ノ上臈島西の北端
〃Ｅ　杵島南西端
〃Ｆ　杵島南東端
〃Ｇ　喜兵衛島東端
〃Ｈ　岡山県玉野市後閑神社（八幡宮）
点イ　ＢからＣ見通し線と東側の最大高潮時海岸線との交差点
〃ロ　ＢからＣ見通し線と西側の最大高潮時海岸線との交差点
〃ハ　ＤからＧ見通し線とＥからＦ見通し延長線との交差点
〃ニ　ＡからＨ見通し線とＥからＦ見通し延長線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第445号 直島漁業協同組合 香川郡直島町喜兵衛島北
地先

漁場の区域　イからＢ見通し線と最大高潮時海岸線に囲まれ
た区域
点イ　北緯34度22分25秒、東経133度58分10秒の点

基点Ａ　喜兵衛島北東部高頂
〃Ｂ　喜兵衛島西の北端
点イ　ＡからＢ見通し線と最大高潮時海岸線との交差点

　

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第446号 直島漁業協同組合 香川郡直島町牛ヶ首東地
先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度30分38秒、東経133度58分29秒の点
〃ロ　北緯34度30分40秒、東経133度58分39秒の点
〃ハ　北緯34度30分27秒、東経133度58分43秒の点
〃二　北緯34度30分25秒、東経133度58分36秒の点

基点Ａ　牛ケ首島中央の高頂（49メートル）
〃Ｂ　一軒屋鼻東端
〃Ｃ　大ハタゴ島南端
〃Ｄ　一ツ石
〃Ｅ　岡山県玉野市投石
〃Ｆ　丸山北東端
〃Ｇ　丸山南西端
〃Ｈ　アナジ鼻東端
点イ　ＡからＤ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃ハ　ＥからＨ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃ニ　ＥからＨ見通し線とＢからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第447号 直島漁業協同組合 香川郡直島町牛ヶ首西地
先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＢの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域
点イ　北緯34度30分36秒、東経133度58分5秒の点
〃ロ　北緯34度30分15秒、東経133度58分5秒の点

基点Ａ　牛ケ首島北西端
〃Ｂ　牛ケ首島南西端
〃Ｃ　直島獅子渡ノ鼻高頂
〃Ｄ　岡山県玉野市モロ礁北端
〃Ｅ　岡山県玉野市前丁場タヌキ山高頂（92メートル）
点イ　ＡからＥ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃ロ　ＢからＤ見通し線とＣからイ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 香川郡直島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第448号 坂出市漁業協同組合 坂出市王越町木沢沖

漁場の区域　ハニ、ニホ、ホヘ、ヘト、トチ、チＢ、Ｂハの７直
線によって囲まれた区域
点ハ　北緯34度23分12秒、東経133度55分21秒の点
〃二 　北緯34度23分5秒、東経133度55分12秒の点
〃ホ　北緯34度22分52秒、東経133度55分14秒の点
〃ヘ　北緯34度22分57秒、東経133度55分15秒の点
〃ト　北緯34度23分2秒、東経133度55分20秒の点
〃チ　北緯34度23分4秒、東経133度55分26秒の点

基点Ａ　オリーブ水産株式会社埋立地北護岸西角に設置したコンクリー
ト標柱
〃Ｂ　Ａから真方位37度55分728メートルのところに設置したコンクリート
標柱
〃Ｃ　大崎鼻（高松市、坂出市境界）
〃Ｄ　高松市小槌島高頂
〃Ｅ　王越町大崎山高頂（231メートル）
〃Ｆ　王越町宮ノ鼻
〃Ｇ　岡山県玉野市宮田山高頂（122メートル）
〃Ｈ　オリーブ水産株式会社養殖場南防砂堤突端
〃Ｉ　高松市小槌島西端
点イ　ＣからＤ見通し線上Ｃから100メートルのところ
〃ロ　ＦからＥ見通し線上Ｆから500メートルのところ
〃ハ　イからロ見通し線とＩからＨ見通し線との交差点
〃ニ　イからロ見通し線とＡからＧ見通し線との交差点
〃ホ　Ａから真方位348度25分186メートルのところ
〃ヘ　Ａから真方位０度30分360メートルのところ
〃ト　Ａから真方位13度00分510メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市王越町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第449号 坂出市漁業協同組合 坂出市王越町木沢地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロハ、ハニ、ニＢの５直線と最大高
潮時海岸線に囲まれた区域
点イ　北緯34度22分52秒、東経133度55分14秒の点
〃ロ　北緯34度22分57秒、東経133度55分15秒の点
〃ハ　北緯34度23分2秒、東経133度55分20秒の点
〃二　北緯34度23分4秒、東経133度55分26秒の点

基点Ａ　オリーブ水産株式会社埋立地北護岸西角に設置したコンクリー
ト標柱
〃Ｂ　Ａから真方位37度55分728メートルのところに設置したコンクリート
標柱
点イ　Ａから真方位348度25分186メートルのところ
〃ロ　Ａから真方位０度30分360メートルのところ
〃ハ　Ａから真方位13度00分510メートルのところ
〃ニ　Ａから真方位25度30分612メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市王越町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第450号 坂出市漁業協同組合 坂出市王越町乃生地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニハ、ハイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度22分50秒、東経133度54分21秒の点
〃ロ　北緯34度22分48秒、東経133度54分6秒の点
〃ハ　北緯34度22分42秒、東経133度54分21秒の点
〃ニ　北緯34度22分42秒、東経133度54分8秒の点

基点Ａ　宮ノ鼻海岸保護水面南標柱
〃Ｂ　旧乃生塩田防砂堤基部より突端へ30メートルのところ
　（北緯34度22分42.511秒、東経133度54分22.172秒の点）
〃Ｃ　旧乃生塩田北護岸東角から護岸沿い西へ100メートルのところ
　（北緯34度22分41.443秒、東経133度54分20.98秒の点）
〃Ｄ　乃生海岸南防砂堤突端
〃Ｅ　乃生海岸北防砂堤突端
〃Ｆ　旧乃生塩田北護岸西角より護岸沿い東へ200メートルのところ
　（北緯34度22分40秒、東経133度54分8秒の点）
〃Ｇ　岡山県玉野市新割山高頂（234メートル）
〃Ｈ　岡山県玉野市宮田山高頂（122メートル）
点イ　ＡからＥ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＥ見通し線とＦからＧ見通し線との交差点
〃ハ　ＤからＢ見通し線とＣからＨ見通し線との交差点
〃ニ　ＤからＢ見通し線とＦからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市王越町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第451号 与島漁業協同組合 坂出市沙弥島東地先

漁場の区域　Ａロ、ロＢの２直線と最大高潮時海岸線に囲ま
れた区域。

点ロ　北緯34度21分8秒、東経133度49分20秒の点

　基点Ａ　沙弥島北端
〃Ｂ　沙弥島天狗岩
〃Ｃ　番ノ州埋立地北西護岸西角
〃Ｄ　丸亀市本島町亀山鼻
点イ　ＢからＣ見通し線上Ｂから100メートルのところ
〃ロ　ＢからＤ見通し線とＡからイ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市瀬居町・沙弥島・与
島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第452号 与島漁業協同組合 坂出市与島東地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度25分4秒、東経133度48分31秒の点
〃ロ　北緯34度25分4秒、東経133度48分33秒の点
〃ハ　北緯34度25分3秒、東経133度48分33秒の点
〃二　北緯34度25分2秒、東経133度48分31秒の点）

基点Ａ　与島長崎鼻北端
〃Ｂ　小与島北端
〃Ｃ　小与島北端から海岸線沿い西へ130メートルのところ
　（北緯34度23分41.254秒、東経133度49分41.296秒の点）
〃Ｄ　荒神島ニザエモン鼻南東端
〃Ｅ　ＤからＣ見通し延長線と最大高潮時海岸線との交差点
〃Ｆ　与島長崎鼻北端から海岸線沿い南へ50メートルのところ
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから220メートルのところ
〃ロ　ＥからＣ見通し線上Ｅから200メートルのところ
〃ハ　ＥからＣ見通し線上Ｅから50メートルのところ
〃ニ　Ｆからイ見通し線上Ｆから50メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市瀬居町・沙弥島・与
島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第453号 与島漁業協同組合 坂出市岩黒漁港地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度24分25秒、東経133度48分46秒の点
〃ロ　北緯34度24分26秒、東経133度48分52秒の点
〃ハ　北緯34度24分19秒、東経133度48分49秒の点
〃ニ　北緯34度24分20秒、東経133度48分48秒の点

基点Ａ　岩黒漁港北防波堤基部
〃Ｂ　岩黒漁港北防波堤突端から基部へ40メートルのところ
　（北緯34度24分19.86秒、東経133度48分43.068秒の点）
〃Ｃ　高松市小槌島北端
〃Ｄ　高松市大槌島南端
点イ　ＡからＤ見通し線上Ａから50メートルのところ
〃ロ　ＡからＤ見通し線上Ａから200メートルのところ
〃ハ　ＢからＣ見通し線上Ｂから150メートルのところ
〃ニ　ＢからＣ見通し線上Ｂから30メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市瀬居町・沙弥島・与
島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第454号 与島漁業協同組合 坂出市櫃石漁港地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度25分4秒、東経133度48分31秒の点
〃ロ　北緯34度25分4秒、東経133度48分33秒の点
〃ハ　北緯34度25分2秒、東経133度48分33秒の点
〃二　北緯34度25分2秒、東経133度48分31秒の点

基点Ａ　櫃石漁港東防波堤突端から基部へ100メートルのところ
　（北緯34度25分3.839秒、東経133度48分30.511秒の点）
〃Ｂ　櫃石漁港東防波堤突端から基部へ50メートルのところ
　（北緯34度25分2.221秒、東経133度48分30.651秒の点）
〃Ｃ　岡山県釜島高頂
〃Ｄ　岡山県釜島南端
点イ　ＡからＣ見通し線上Ａから20メートルのところ
〃ロ　ＡからＣ見通し線上Ａから70メートルのところ
〃ハ　ＢからＤ見通し線上Ｂから70メートルのところ
〃ニ　ＢからＤ見通し線上Ｂから20メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 坂出市瀬居町・沙弥島・与
島町・岩黒・櫃石

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第455号 本島漁業協同組合 丸亀市本島町向島地先
漁場の区域　Ａイ、イＤの２直線と最大高潮時海岸線に囲ま
れた区域
点イ　北緯34度23分54秒、東経133度47分30秒の点

基点Ａ　向島東端
〃Ｂ　坂出市羽佐島南端
〃Ｃ　モジガ鼻北東端
〃Ｄ　向島南西端
点イ　ＡからＣ見通し線とＤからＢ見通し線との交差点

　

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 丸亀市本島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第456号 本島漁業協同組合 丸亀市本島町大浦地先

漁場の区域　Ａイ、イロ、ロＢの３直線及び最大高潮時海岸
線に囲まれた区域
点イ　北緯34度23分33秒、東経133度45分51秒の点
〃ロ　北緯34度23分59秒、東経133度45分57秒の点

基点Ａ　福田東護岸北端
〃Ｂ　フクベ鼻北端
〃Ｃ　岡山県六口島南端
〃Ｄ　タコツボ鼻北端
〃Ｅ　大浦地区護岸北端
〃Ｆ　大浦墓地防砂堤東側基部
点イ　ＡからＥ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＤ見通し線とＣからＦ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 丸亀市本島町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第457号 多度津町漁業協同組合
仲多度郡多度津町堀江港
地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度16分58秒、東経133度45分17秒の点
〃ロ　北緯34度16分55秒、東経133度45分12秒の点
〃ハ　北緯34度17分4秒、東経133度45分7秒の点
〃二　北緯34度17分6秒、東経133度45分11秒の点

　基点Ａ　堀江八幡宮
〃Ｂ　蛭子港１号防波堤基部
〃Ｃ　蛭子港１号防波堤突端
〃Ｄ　丸亀市広島町王頭山（ドンドロ山）高頂（312メートル）
〃Ｅ　丸亀市広島町波節岩灯標
〃Ｆ　堀江港東防波堤基部
点イ　ＦからＥ見通し線とＢからＣ見通し延長線との交差点
〃ロ　ＡからＤ見通し線とＢからＣ見通し延長線との交差点
〃ハ　ＡからＤ見通し線上ロからＤへ300メートルのところ
〃ニ　ＦからＥ見通し線上イからＥへ300メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 仲多度郡多度津町（多度
津町漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第458号 多度津町漁業協同組合 仲多度郡多度津町蛭子港
地先

漁場の区域　Ｄロ、ロハ、ハニ、ニＥの４直線と最大高潮時海
岸線に囲まれた区域
点ロ　北緯34度17分0秒、東経133度44分56秒の点
〃ハ　北緯34度17分4秒、東経133度45分4秒の点
〃二　北緯34度16分54秒、東経133度45分10秒の点

基点Ａ　丸亀市広島町波節岩灯標
〃Ｂ　丸亀市昭和町埋立地西護岸屈曲部から南へ護岸沿い156メートル
のところ
　（北緯34度17分28秒、東経133度46分5秒の点）
〃Ｃ　蛭子港３号防波堤基部から護岸沿い北東へ55メートルのところ
　（北緯34度16分49秒、東経133度45分14秒の点）
〃Ｄ　蛭子港１号防波堤基部
〃Ｅ　蛭子港１号防波堤突端
〃Ｆ　多度津造船株式会社中央倉庫南東端
点イ　ＦからＢ見通し線と護岸との交差点
〃ロ　ＦからＢ見通し線上イからＢへ50メートルのところ
〃ハ　ＦからＢ見通し線とＣからＡ見通し線との交差点
〃ニ　ＤからＥ見通し延長線とＣからＡ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 仲多度郡多度津町（多度
津町漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第459号 多度津町漁業協同組合 仲多度郡多度津町蛭子港
防波堤地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度16分54秒、東経133度45分10秒の点
〃ロ　北緯34度16分50秒、東経133度45分11秒の点
〃ハ　北緯34度16分50秒、東経133度45分7秒の点
〃ニ　北緯34度16分52秒、東経133度45分6秒の点

基点Ａ　蛭子港３号防波堤基部から護岸沿い北東へ55メートルのところ
　（北緯34度16分48.669秒、東経133度45分13.568秒の点）
〃Ｂ　蛭子港２号防波堤突端
〃Ｃ　Ｂから基部へ101メートルのところ
　（北緯34度16分49.545秒、東経133度45分6.831秒の点）
〃Ｄ　蛭子港１号防波堤基部
〃Ｅ　蛭子港１号防波堤突端
〃Ｆ　丸亀市広島町波節岩灯標
点イ　ＡからＦ見通し線とＤからＥ見通し延長線との交差点
〃ロ　Ｂからイ見通し線上Ｂから20メートルのところ
〃ハ　ＣからＥ見通し線上Ｃから10メートルのところ
〃ニ　ＤからＥ見通し延長線上Ｅから10メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体
仲多度郡多度津町（多度
津町漁協の地区に限る）

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第460号 多度津町高見漁業協同組合仲多度郡多度津町高見浦
地先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域

点イ　北緯34度18分38秒、東経133度40分59秒の点
〃ロ　北緯34度18分33秒、東経133度40分57秒の点
〃ハ　北緯34度18分33秒、東経133度41分8秒の点
〃二　北緯34度18分35秒、東経133度41分10秒の点

基点Ａ　高見港浦地区南防波堤突端
〃Ｂ　高見港浜地区北防波堤突端
〃Ｃ　多度津町高見島研修センター北端
〃Ｄ　高見港浜地区旧北防波堤基部
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃ロ　ＢからＡ見通し線上Ｂから100メートルのところ
〃ハ　Ｄからロ見通し延長線上ロから300メートルのところ
〃ニ　Ｃからイ見通し延長線上イから300メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業(くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 仲多度郡多度津町高見

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

区第461号 三豊市漁業協同組合 三豊市詫間町志々島横尾地
先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度15分60秒、東経133度40分41秒の点
〃ロ　北緯34度16分2秒、東経133度40分9秒の点
〃ハ　北緯34度15分56秒、東経133度40分7秒の点
〃二　北緯34度15分53秒、東経133度40分40秒の点

基点Ａ　宮城鼻南端
〃Ｂ　高谷鼻北端
〃Ｃ　志々島西端
〃Ｄ　塩生山高頂（140メートル）
点イ　ＡからＢ見通し線上Ａから100メートルのところ
〃ロ　ＣからＤ見通し線上Ｃから380メートルのところ
〃ハ　ＣからＤ見通し線上Ｃから580メートルのところ
〃ニ　ＡからＢ見通し線上Ａから300メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町志々島

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第462号 三豊市漁業協同組合 三豊市詫間町粟島馬城地先

漁場の区域　イロ、ロニ、ニハ、ハＤ、ＤＣの５直線と最大高潮
時海岸線に囲まれた区域
基点C　北緯34度16分10.849秒、東経133度38分20.852秒の
点
〃D　北緯34度16分15.235秒、東経133度38分34.733秒の点
点イ　北緯34度16分10秒、東経133度38分6秒の点
〃ロ　北緯34度15分58秒、東経133度38分9秒の点
〃ハ　北緯34度16分11秒、東経133度38分45秒の点
〃二　北緯34度15分59秒、東経133度38分45秒の点

基点Ａ　城山高頂
〃Ｂ　天神山高頂
〃Ｃ　馬城埋立地護岸東端
〃Ｄ　ヤマンバシ防砂堤突端
〃Ｅ　紫谷山高頂
〃Ｆ　不天丸岩（北緯34度16分9.723秒、東経133度38分47.36秒の点）
〃Ｇ　志々島南端
〃Ｈ　妙見山高頂
〃Ｉ　伊砂子鼻東端
点イ　ＢからＨ見通し線と最大高潮時海岸線との交差点
〃ロ　ＡからＧ見通し線とＢからＨ見通し線との交差点
〃ハ　ＤからＦ見通し線とＥからＩ見通し線との交差点
〃ニ　ハからＨ見通し線とＡからＧ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町粟島

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第463号 三豊市漁業協同組合 三豊市詫間町生里ジノクチ地
先

漁場の区域　Ｆイ、イロ、ロＥの３直線と最大高潮時海岸線に
囲まれた区域
基点E　北緯34度15分3.014秒、東経133度34分34.594秒の点
〃F　北緯34度15分3.702秒、東経133度34分36.788秒の点
点イ　北緯34度14分59秒、東経133度34分39秒の点
〃ロ　北緯34度14分58秒、東経133度34分36秒の点

基点Ａ　三豊市漁業協同組合三崎出張所事務所北端
〃Ｂ　生里漁港１防波堤砂止突端
〃Ｃ　生里漁港１防波堤砂止基部
〃Ｄ　愛媛県越智郡魚島町南端
〃Ｅ　生里漁港第３防波堤突端
〃Ｆ　生里漁港第３防波堤突端から基部へ60メートルのところ
点イ　ＡからＤ見通し線とＢからＦ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＤ見通し線とＣからＥ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町生里

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第464号 三豊市漁業協同組合 三豊市詫間町大浜鴨の越地
先

漁場の区域　イロ、ロハ、ハニ、ニイの４直線に囲まれた区域
点イ　北緯34度13分9秒、東経133度36分41秒の点
〃ロ　北緯34度13分10秒、東経133度36分46秒の点
〃ハ　北緯34度12分57秒、東経133度36分45秒の点
〃二　北緯34度12分58秒、東経133度36分40秒の点

基点Ａ　鴨の越護岸中央昇降口
〃Ｂ　西三ツ岩
〃Ｃ　名部戸中水門
〃Ｄ　家ノ浦水門
〃Ｅ　香川県、愛媛県境界（余木崎）
〃Ｆ　丸山島南端
〃Ｇ　丸山島大岩（北緯34度13分7.944秒、東経133度36分37.442秒の
点）
点イ　ＡからＥ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点
〃ロ　ＢからＥ見通し線とＧからＣ見通し線との交差点
〃ハ　ＢからＥ見通し線とＦからＤ見通し線との交差点
〃ニ　ＡからＥ見通し線とＦからＤ見通し線との交差点

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市詫間町大浜

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。

区第465号 三豊市漁業協同組合 三豊市仁尾町大蔦島地先

漁場の区域　Ｈニ、ニホ、ホヘ、ヘロ、ロハ、ハＧの６直線と最
大高潮時海岸線に囲まれた区域
基点H　北緯34度12分12.596秒、東経133度37分40.608秒の
点
〃G　北緯34度12分13.817秒、東経133度37分40.885秒の点
点イ　北緯34度12分14秒、東経133度37分43秒の点
〃ロ　北緯34度14分18秒、東経133度41分42秒の点
〃ハ　北緯34度14分18秒、東経133度41分42秒の点
〃二　北緯34度14分18秒、東経133度41分42秒の点
〃ホ　北緯34度14分18秒、東経133度41分42秒の点
〃ヘ　北緯34度14分18秒、東経133度41分42秒の点

基点Ａ　岩井戸
〃Ｂ　天神山北端
〃Ｃ　仁尾港Ａ地区護岸南西角
〃Ｄ　小蔦島東端
〃Ｅ　蔦島海水浴場南端角
〃Ｆ　大蔦島大鳥居
〃Ｇ　大蔦島帆解崎防波堤基部
〃Ｈ　大蔦島帆解崎防波堤突端
点イ　ＡからＤ見通し線とＨからＢ見通し線との交差点
〃ロ　ＡからＤ見通し線とＦからＣ見通し線との交差点
〃ハ　ＦからＣ見通し線とＥからＧ見通し線との交差点
〃ニ　ＢからＨ見通し線上イからＨへ50メートルのところ
〃ホ　ＡからＤ見通し線と平行にニから南へ80メートルのところ
〃ヘ　ＡからＤ見通し線上イからＤへ66メートルのところ

第一種区画漁業
魚類小割式養殖業（くろま
ぐろ養殖業を除く）

1月1日から12月31日まで 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで 団体 三豊市仁尾町

ア　河川、港湾又は海岸の維持管理その他
保全のため、国又は地方公共団体の行う事
業の施行については、正当な理由がなけれ
ばこれを拒んではならない。
イ　漁期終了後、直ちに敷設物を撤去しなけ
ればならない。
ウ　船舶航行安全のため、漁具の所在を示
す有効な標識を設置しなければならない。




